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◎ 委 員 会 日 程 

 

令和３年９月１３日（月） 午前９時開議 

 

 委員会日程第２号 

  日程第１   付託案件の審査、採決 

    議第６６号  令和２年度河北町一般会計歳入歳出決算認定について 

延  会 

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       委員会日程第２号のとおり 

 

◎ 開   議 

午前９時 

○阿部委員長 おはようございます。 

   本日の欠席通告委員はありません。 

   ただいまの出席委員数は12名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

   本日の委員会日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

○阿部委員長 日程第１、付託案件の審査、採決

を行います。 

   議第66号令和２年度河北町一般会計歳入歳

出決算認定についての質疑を行います。 

   委員長から申し上げます。本委員会の議事

運営につきましては、議会運営申合せ事項に

より、質疑の回数は制限を行わず、質疑は一

括して行い、質疑の時間は40分とします。 

   質疑の際には、最初にページ数、款、項、

目、節を、さらに質疑の内容を簡潔明瞭に述

べてください。また、答弁する当局側は、質

疑内容に対し漏れなく、かつ簡潔に答弁して

くださるようにご協力お願いいたします。 

   また、決算委員会でありますので、一般質

問に類するような発言は避けてくださるよう

お願いします。 

   それでは、１款から４款までの質疑に入り

ます。 

   それでは、「２番齋藤隆委員」 

○齋藤委員 では、私から４点ほど質疑させてい

ただきます。 

   まず、１点目ですけれども、48ページ、49、

２款１項１目３節時間外勤務手当ということ

で、これについては監査委員のほうからも意

見がありまして、令和２年度は豪雨災害やコ

ロナウイルスの対応などで時間外勤務が伸び

ていると。前年度比で1.4倍、平成30年度比で

1.7倍ということで、この監査委員の指摘を受

けて、課によってのやっぱり偏りがあるとか、

職員全体の業務負担が増大した結果と見るこ

とができるということで、こういった監査委

員の意見を受けて、当局としては今どういっ

た検討をなされているのか。この点について

お聞きします。 

   それから、２点目ですけれども、64、65、

２款３項１目18節の通知カードですね。これ

もかなりの金額かけて、これまで何億という

お金になるのかなと思うんですが、通知カー

ドを一生懸命交付を増やそうとしております

が、令和元年度で発行された枚数、ちなみに

あと累計の枚数がどうなのか。 
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   それから、いろいろ通知カードの利点とい

いますか、町民にとって利便性がどの程度確

保されているのかという点では、私はまだま

だ利用価値が低いというか、申請する手続か

ら考えるとそんなにそもそも役所に来る機会

がないし、これほどのことを個人のやっぱり

情報が独占されてしまうという点では非常に

私は危険性のあるまだシステムで、時期尚早

なのかなとは思うんですが、国としてはこれ

を一生懸命所持率を上げようとしていますけ

れども、河北町としてはどういった令和２年

度は対策を取られたのか。 

   それから、３点目です。68、67、２款５項

２目施設の国勢調査ということで、５年に１

回ですが、なかなか統計調査員というか、調

査員を確保するのが難しくなっております。

一方で、ホームページなどでネットで答える

というのも増えております、若い人なんかは。

それで、残念なことに、河北町ではこれまで

なかったことですが、調査員が調査票を紛失

するという残念なことがありました。警察に

も届け出ているということで、この再発防止

策どうやっていくのか。ちょっとお聞かせい

ただきたいと思います。 

   それから、４点目でありますけれども、86、

87、４款１項１目の路線バス事業費というこ

とで、成果に関する調書では92ページという

ことで、私もこの間、20年ほど遡って監査委

員の意見書、意見をずっと調べてみました。

そうしたところ、皆さんもお気づきだと思う

んですけれども、平成30年、それから令和元

年、今年の今回の令和２年の意見書の中にも

路線バスについてかなり突っ込んだ指摘があ

ります。調書を見ても、路線の廃止とかいろ

いろ手は打っているんですけれども、こうい

った変更だけでは、時間の変更とか、路線を

変更するという問題だけではやっぱり済まな

いのかなと。 

   かなりやっぱり全庁的に取り組んでいく、

町民を巻き込んでやっていかないと、路線バ

スも私は廃止しろとは言いません。やっぱり

せっかくつくったシステムですので、町民の

利便性、町長の答弁にもあったように、買物

や通院や通学、そういった人に対しての福祉

的な意味合いもありますが、やっぱり経済的

な部分も考えていく必要がありますので、令

和２年度はこういった意見を受けてどういっ

た検討をなされているのか、お聞かせいただ

きたい。 

   以上です。 

○阿部委員長 「後藤防災・危機管理監兼総務課

長」 

○後藤防災・危機管理監兼総務課長 おはようご

ざいます。 

   ２款１項１目一般管理費の時間外勤務関係

でお答え申し上げます。昨年度につきまして

は、委員がおっしゃるとおり、災害並びに後

半部分についてはコロナウイルス対策という

ことで時間外が非常に増えているというふう

なことは事実でございます。 

   これに対しまして、担当課といたしまして

ということでありますけれども、例えばと申

しますか、時間外勤務の要因の整理分析、あ

るいは健康確保措置の強化でありますとか、

産業医の方に来ていただいて衛生管理の機能

強化を図るといったことを目的に、時間外勤

務につきましては上限規制というものが設け

られておりますので、それを管理にも導入す

べく規則等の改正等になりますけれども、今

準備をしている最中であります。 

○阿部委員長 「矢作税務町民課長」 

○矢作税務町民課長 マイナンバーカードの河北

町内における令和２年度の発行枚数というこ

とでございます。昨年度、委員もご承知のよ

うにマイナポイントが付与されるということ

があった関係で、非常に多くの発行の申請と
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いうものが本町にも来ております。 

   昨年度の実績を申し上げますと、交付した

枚数としては、累計になりますが、発送件数

で4,028枚ということで、これにつきましては

対象者から見て21.9％という率になっておる

ところでございます。それで、３月以降もマ

イナポイントが延長されたということもあり

まして、非常に引き続き発行については大き

な伸びを見せているところでありますけれど

も、町民にとってはこれをいかにどういうふ

うに今度活用するかということになるかと思

います。 

   これからになるとは思うんですが、保険証

として使えるようになるとか、あとは何か免

許証のデータですとか、あとは様々なことが、

国のほうでもいろんな連携を今考えているよ

うなところでございますので、その利用拡大

についてはこれからいろんな形で具体化され

てくるとは思うんですが、やはり各町民の皆

さん一人一人が、自分がどういったものに活

用したいというもので、必ず自分だったらこ

こまで、保険証と連携させた使い方が一番必

要であるとか、私だったら免許証と連携した

使い方とか、そういった形で必ずニーズの差

というものが出てくるかなと思います。それ

らをこれから見据えながら、あと国の動きも

もちろんそうなんですけれども、Ｊ－ＬＩＳ

との連携によりまして、ますますの普及とい

うことに努めていかなければならないと考え

ておるところでございます。 

○阿部委員長 「牧野政策推進監兼企画財政課長」 

○牧野政策推進監兼企画財政課長 ２款５項２目

の統計調査事業に絡んで、昨年度国勢調査の

調査において、調査票を紛失してしまうとい

う事件というか事故がありましたけれども、

防止につきましては、調査員への指導はもち

ろんでありますが、調査員と指導員、もしく

は職員等で二重のチェックをかけるなどのチ

ェック体制を万全にしたいというところと、

令和２年度の国勢調査においてインターネッ

トや郵送での回答が75％をちょっと超えるよ

うな数字にもなっておりますので、そういっ

た回答というか、ものを増やしていければそ

ういった事故もなくなるのかなとは考えると

ころであります。 

○阿部委員長 「宇野まちづくり推進課長」 

○宇野まちづくり推進課長 87ページ、４款１項

３目路線バス事業費についてでございます。

監査委員からの意見の中にありましたとおり

ということでございますけれども、昨年度に

おきましては、他市町でデマンド、あるいは

様々なやり方をしているところがございます

ので、そういったところの研究をさせていた

だいたというところでございます。具体的な

方策につきまして、今も検討を続けていると

ころでございます。 

   委員おっしゃいますように、全庁的な見直

しということですね。１路線につき３便ない

し４便走らせているところもあるわけです。

ニーズを見ますと、朝晩、特に朝ですね、こ

ういったところがどうしても通学の足として

は必要かなというような考えも持っています。

何よりもやはり買物、あるいは通院、交通弱

者、この立場に立った路線バスの在り方とい

うところを第一に考えて、どういったものが

いいかというものを検討してまいりたいと考

えてございます。 

○阿部委員長 「２番齋藤隆委員」 

○齋藤委員 １点目ですけれども、時間外という

ことでは上限があるということですけれども、

この対応でも、正職員ではどうしてもやっぱ

り数に限りがありますし、かといって会計年

度任用職員でそのままやっていいのかという

問題もありますしね。課によってもやっぱり

偏りがあるということなので、例えば課の人

数を増減するとか、そういった方法なども考
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える必要があるのかなと思うんですが、その

辺の考え方はどうでしょうか。 

   それから、２点目ですけれども、通知カー

ドということで、マイナポイントということ

で、これもできるだけ特に若い人がかなり申

請しているのかなと思うんですね。やっぱり

情報格差といいますか、若い人とやっぱり高

齢者で多分ニーズも違ってくると。若い人は

比較的そういった利用する場面が多いかもし

れないんですけれども、高齢者というのはも

うどうしてもなかなか役場そのものにも行く

機会がないということで、かなりやっぱり格

差が出てきているし、なかなか幾らマイナポ

イントだからといってつけたとしても、逆に

マイナスのほうが私は非常に多いのかなとい

う感じはします。 

   ただ国がこれは進めている、税金投入して

進めているもんですから、河北町としてはや

らないというわけにはいかないのでね。だか

ら逆に言えば、本当に町民にとってもっとサ

ービスが向上するようなものにひもづけられ

れば一番いいんですが、免許証とか何かはや

っぱり国のほうの施策ですから、保険証も含

めてね。ただ保険証でも、やっぱり医療機関

によってはそれを使えるための準備というの

も必要になってくるし、なかなか利便性から

すると、国が考えているような方向には行か

ないのかなと。相当まだまだ時間がかかるの

かなと思うんです。 

   だから、もっと町民のサービスに直結する

ようなものにやっぱり誘導していくというよ

うな方向がないと、なかなか増えないのかな

と思います。ですから、その辺のもうちょっ

とサービスをいかにして付加していくかとい

うのが非常に課題だと思うんですけれども、

その辺の方向性など、もしありましたらお聞

かせいただきたい。 

   それから、３点目、紛失したということで

非常に残念ですが、かといって幾らネットで

答えるということがあっても、逆にやっぱり

どうしてもそういったネット環境にない方は

直接訪問してやるしかないと。だんだんそう

いう人がやっぱり高齢化していくし、対応も

大変だと思うんです。ですから、調査員とい

うのは必ず、数は多少減ったとしても、やっ

ぱり一定数確保しなくてはいけないし、調査

員の確保というのもこれから非常に大変にな

ってくるのかなと思うんですね。個人の自宅

に足踏み入れて調査票を回収して、ちょっと

不備があれば訂正なんてこともあるでしょう

から、ですから、この調査員の確保というの

もかなり難しくなってきているのかなと思い

ますけれども、その辺の考えがありましたら

お聞かせいただきたいと思います。 

   それから、路線バスです。本当に全庁的に

取り組んでいかないと、担当課だけでは何と

もならないのかなと。さらにやっぱり利用し

ている人の声、さらにもっと利用する方策と

いいますかね。だから、減らすところは思い

切って減らすし、必要なところには集中して

使えるような運行を考えるとか、あとやっぱ

りデマンドという監査委員からの指摘もござ

いますので、ぜひこの辺は本当に税金かけて

やっているわけですから、町民にとっても本

当に満足度が得られるようなこういった制度

にしていく必要があると思いますので、ぜひ

早い段階で、やっぱりいつまでも調査検討で

なくて、一定の方向性を示して、町民とも話

合いしながら、河北町の町民に合った路線バ

スの在り方というのが必要だと思いますが、

いかがでしょうか。 

○阿部委員長 「後藤防災・危機管理監兼総務課

長」 

○後藤防災・危機管理監兼総務課長 時間外勤務

の関係で、課の人数の配置ということであり

ますけれども、昨年におきましても、災害時
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に一時的な移動でありますとか、あるいはそ

の職員には大変負担がかかったんですが、兼

務というようなこともございましたし、今年

度当初におきましては、ワクチン接種を念頭

に課の再編、あるいは人員の配置ということ

も行ってまいりました。限りある職員の人数

ではありますので、そういった業務の内容を

把握いたしまして、臨時的と申しますか、機

動的な異動・配置というものは必要かと思い

ますので、時間外の要因の分析と、あと先ほ

ど申し上げましたけれども、そういったこと

をしっかりやって、人事の配置についても適

正にやっていきたいと考えております。 

○阿部委員長 「矢作税務町民課長」 

○矢作税務町民課長 情報関係の年代間の格差と

いうことでございますが、確かに今回私ども

も年代別に特に交付の枚数ということのデー

タを取ったわけではないのですが、家族ぐる

みでマイナポイントを獲得するということを

目的に取得された方も中にはやっぱりいらっ

しゃるようでございました。特に取得される

ということは悪いことではないのですが、や

っぱりそれをどうやって生かしていくかとい

うことが非常に重要なことであると考えてお

ります。 

   もともと国でマイナンバーカードの運用関

係で、保険証として使いたいということが

2021年の３月からということで運用を考えて

おったところでありますが、それを10月末に

まず一旦延期されております。やはり若干不

具合等出たところでありましたので、あと、

また全申込みに対する保険証としての利用の

申込みがやはり8.9％という非常に低調であ

ったということもその中には入っているのか

なと思われます。 

   やっぱり県内の状況とかも見てみますと、

これちょっと私が持っているのは３月末での

数字なんですが、山形市立の済生館と日本海

総合病院の２か所でしか運用はされていなか

ったということでありました。というふうな

のでまだまだこれから医療機関のほうには広

げていかなければならないという課題は残っ

ているのかなと思います。 

   また、これから健康保険証でありますとか、

運転免許証での利用とか、様々なことあるん

ですが、国では2023年の３月末で、おおむね

という表現なんですが、おおむね全ての医療

機関で導入を目指しているということの計画

があるようでございます。そちらに向けて連

携を取りながら、町でも情報共有しながら前

のほうに進んでいかなければならないと考え

ておるところでございます。 

○阿部委員長 「牧野政策推進監兼企画財政課長」 

○牧野政策推進監兼企画財政課長 統計調査員の

確保についてのご質問でありましたけれども、

まず、統計調査の回答ですけれども、国勢調

査の回答ですが、インターネットと郵送で

75％ぐらいと申し上げますけれども、インタ

ーネットのほうが29％ぐらいで、郵送が47％

程度です。なので、郵送のほうが多かったと

いう感じになっておりますので、郵送ですと

高齢者の方も利用できますので、ネットがな

くてもできますから、そういったものを利用

していただければなとは思います。 

   あと、統計調査員の確保でありますけれど

も、一定程度の数は今のところ確保している

わけですが、統計調査員自体もやはり高齢化

している現状にはあります。なかなか社会構

造的に年配の方も今就労といいますか、仕事

をしている状況が多いですので、どうしても

統計調査員も高齢化せざるを得ないところが

ありますが、一定数は当然必要ですので、統

計調査員の方と併せて協議会もございますの

で、そういったところで一定数を確保してい

きたいと。頑張って成り手を探していかなけ

ればならないとは考えてはおります。 
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○阿部委員長 「宇野まちづくり推進課長」 

○宇野まちづくり推進課長 路線バス事業につい

てでございますけれども、利便性というとこ

ろで、昨年度アンケートを取らせていただき

ました。600件配布して回収が300件という、

半分ぐらいだったんですけれども、やはりそ

の中で移動手段を見てみますと、圧倒的に自

家用車が多いところでございます。ただ、あ

とは高齢者、免許返納された方へということ

で無料で申請があればというような路線バス

をやっておりますけれども、やはり先ほども

申し上げましたけれども交通弱者、この視点

に立って路線バス全体をどのようにしていく

か。必要なところに必要な分だけというよう

な考えもあるかと思いますので、そこら辺を

中心に検討させていただきたいと考えてござ

います。 

○阿部委員長 「２番齋藤隆委員」 

○齋藤委員 １点目ですけれども、しっかりとし

た運用を考えていただいて、特に健康面は先

ほど産業医ということもありましたけれども、

職員がやっぱり時間外で健康を害するような

ことがないように、しっかりとした対策を取

っていただきたいと思います。 

   それから、２点目の通知カードですけれど

も、マイナポイント目当てとかなりやっぱり

増えたのかなと。周りに聞いてもやっぱりも

らえるものはもらったほうがいいみたいな形

でわざわざ出向いて取っている方もいらっし

ゃるようですけれども、なかなかやっぱりこ

れが伸びないのかなという感じがします。 

   特に、特別定額給付金の際にマイナンバー

カードを使えば早くやれるといったのが、実

は暗証番号忘れたりとかと、かえって通常の

手続よりも遅れてしまったなんていうことも

ありますので、まだまだシステムそのものが

やっぱりニーズに合っていないし、そこらが

非常に問題だと思うんですね、これから進め

る上でも。 

   国がこういう状況ですから、ましてその現

場で運用する役場職員というのは余計大変だ

と思いますが、なかなかこれをやめろとは言

えませんので、できるだけ本当に情報漏れの

ないように、そして本当に利便性が発揮でき

るような、本来の目的が達成されるようにや

っていただきたいということで、この件につ

いても了解しました。 

   それから、３点目ですけれども、ぜひアン

ケートも取ったんですが、やっぱりどうして

も利用している方としていない方で全然回答

も違ってきますし、特にヘビーユーザーとい

うどうしても必要とする方のやっぱり声を特

に重点的に聞きながら、しっかりとその町民

にとっての利便性のある交通機関としてぜひ

存続していただきたいし、監査委員の指摘も

ありますので、しっかりと検討して早いうち

に結論を出せるようにしていただきたいと思

います。 

   以上です。 

○阿部委員長 以上で２番齋藤隆委員の質疑を終

わります。 

   次に、「３番槙正義委員」 

○槙委員 私からも何点か質問をさせていただき

ますが、今２番委員からもお話あった、最初

に決算書ページ49の２款１項１目一般管理費

の時間外勤務手当と、それから管理職特別勤

務手当、成果に関する説明書は16ページだと

思います。いろいろと今お話ありました。特

に令和２年度については、豪雨災害、あるい

は新型コロナなどの業務が集中したわけです

が、そのほかに政策的な仕事として特別定額

給付金等、例年にない仕事が集中したと思い

ます。 

   そこで、いろいろ２番委員にもお答えあっ

たんですが、非常に職員の仕事が厳しい状態

になっているということですが、課によって
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偏りもあると思うんですけれども、月単位に

具体的にどのくらいの時間数が多い方は超過

勤務で仕事としてあったのか。 

   それから、もう一つは職員の業務実態につ

いて、そういう厳しい中にあって、課長がそ

の課の動向、状況について見定めていろいろ

対応すると思うんですが、その課長も一般職

員と同じように、大変恐縮ですけれども、仕

事が忙しくてそこまで余裕がないというよう

なこともあるというふうに聞いております。

さらにこれは職員団体のアンケートを見ます

と、20時間から45時間が７名、それから46時

間から70時間が８名、そして71時間以上100

時間が２名ということで、具体的な数字も出

されております。これを見ますと、無回答と

いうのが非常に多くて、時間外が相当あって

もそこに書き込むことができないような状況

に私はあるんではないかと思います。 

   さらに、同僚議員にもお話あったように、

この産業医との関係で健康とかメンタルの状

況についていろいろと対応しているというこ

とですが、私はその災害とか業務をどうする

か、時間外勤務の要因をどうするかというの

は、課長さんたちあるいは三役も含めてやっ

ぱり実態をしっかり把握して、これは令和２

年度の問題だけではなくて、最近ずっと時間

外勤務が多くなっているということですから、

全体的な検証と、それからそういう職員に対

する実態調査なんかもして、総合的に検討し

ていく必要があるんではないかと思います。 

   それから、限りある、いわゆる町の財産で

ある職員にしっかり仕事をしていただくため

に、課を横断するシステムといいますか、組

織づくりについて、万が一のときにはこうい

うシステムということのそういう検討なども

必要なんではないかと思います。 

   それから、２つ目の管理職員特別勤務手当

というのはどういう内容なのか。私としては

管理職の皆さんは管理職の本俸の何％から定

額支給になったかなと思うんですが、これと

は関係ない手当なのか、お尋ねをしたいと思

います。 

   それから、決算書53ページの２款１項１目

の日直業務委託料、そして成果に関するとこ

ろでは18ページかと思います。昨年、一昨年

は、やっぱり職員から外部委託して５月の連

休を中心にして外部委託の休日を対応してい

ただいたわけですが、令和２年度から年間を

通じて休日の外部委託となったわけですけれ

ども、やっぱり切り替わったときには町民の

皆さんに支障があったのかどうかとか、そう

いうことが一言、成果に関するところに記載

するべきではないかということで、問題はな

かったのかどうかについてお伺いをしたいと

思います。 

   それから、69ページですか、３款１項１目

社会総務費の戦没者追悼式・平和祈念式典で

す。成果に関するところは54ページです。今

年度はコロナ感染拡大の中で事業は中止した

と、そして、遺族にろうそくを配付したとい

うことで、ある意味ではやむを得ないことか

と思うんですが、私は平和祈念式典、本町も

非核平和都市宣言を発出しているわけですか

ら、その平和というものについて、これはも

っと大事にして町独自でやるとか、そういう

ものをしっかりすべきだと。しかし、令和２

年度は社会福祉協議会にこの委託をしている

わけですけれども、私は規模を縮小しても本

当にこの戦没者追悼、特に平和祈念式典とい

うものをしっかりやるべきではないかと感じ

ておりますが、いかがでしょうか。 

   それから、もう一つですが、これは所管の

議案調査のときにもお聞きしたんですが、再

度お聞きをします。決算書のページ73、それ

から成果に関する説明63ページですが、高齢

者世帯の雪下ろし事業についてです。これは
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70歳以上の非課税世帯の独り暮らしで、豪雪

対策本部が出たときには実施をするというこ

とですが、令和２年度は例年にない豪雪とな

って、大変高齢者の皆さんは不安になったわ

けであります。 

   そのときに、雪下ろしの作業に当たる河北

町の建設クラブの皆さんも雪関係で大変人手

が割かれるという意味で、タイムリーに作業

員が派遣されないというような事態があった

ということでして、結果的に79人全部完了し

たということですが、申込みが99件あって、

20件ほどキャンセルしたというんですね。タ

イムリーに作業員が来ていただけないと、そ

ういう実態があるわけですが、これからこの

支援事業は継続すべきだと私は思うわけです

けれども、作業員のやりくりとか工夫をどう

するかということが大きな課題となっており

ますが、もう少し何か工夫がないのかどうか

ということで、この支援事業の充実に努める

べきだということでご意見をいただきたいと

思います。 

   以上です。 

○阿部委員長 「後藤防災・危機管理監兼総務課

長」 

○後藤防災・危機管理監兼総務課長 ２款１項１

目一般管理費の時間外勤務に関してのお尋ね

でありますけれども、時間数、昨年非常に多

くなっているということは先ほども申し上げ

たとおりでありますけれども、月別の集計等

を見てみますと、４月の定額給付金でありま

すとか、あるいは７月以降の災害対応の課、

あるいは農林都市関係の災害復旧関係の部署

でありますとか、あるいは昨年度８次総合計

画を策定いたしましたので、その関係課、ま

た予算につきましても随時編成したと、必要

に応じて編成したというようなことから、財

政担当課が非常に多忙であったということで

ありまして、月で100時間、あるいは一部であ

りますけれども150時間を超えた職員もいる

という状況になってございます。 

   続きまして、管理職特別勤務手当でありま

すけれども、管理職、課長・局長につきまし

ては、時間外手当の支給の対象外ということ

になっております。おりますけれども、昨年

起こった災害等のような緊急に勤務が生じた

場合につきましては、時間外勤務手当あるい

は管理職手当の範疇という考えを超えるもの

であろうというふうな考えから、災害等に要

する勤務につきましては管理職特別勤務手当

を支給するということになっております。 

   昨年、災害時に深夜勤務したというような

実績がございましたので、この勤務手当の支

給の額につきましては、週休日でありますと

か、あるいは平日の０時以降ということで区

分はありますけれども、昨年につきましては

午前０時から５時までの間に勤務したという

ことから支給したものとなってございます。 

   あとは、日直業務の関係でありますけれど

も、昨年から全ての休日等につきまして、シ

ルバー人材センターに日直業務を委託したと

いうことになっております。委託に当たりま

しては、昨年、一昨年もそうなんですけれど

も、役場各課のほうから休日、日直の方に問

合せが来るだろうと予想されることについて

はメモを作成いたしまして、それに沿ってお

答えしていただくというような工夫もしてお

りますので、特に不都合というものはなかっ

たと思っております。また、委託先のほうで

も職員ＯＢの方とかを雇用していただいたと

いうようなことから、なおそういうことは少

なかったのかなと考えてございます。 

○阿部委員長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米健康福祉課長 決算書の69ページの追悼式

委託料等についてでございますが、この戦没

者追悼式・平和祈念式典事業につきましては、

毎年、福祉協議会に委託しながら実施させて
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いただいているところでございます。令和２

年度の実施に当たりまして、これは遺族会か

らのいろいろと申出といいますか、ご相談が

ございまして、令和元年度中において、最近

のこの平和祈念式典については参加者が非常

に少ないということで、それから遺族の方も

もう高齢化になっておって、なかなか参加し

づらいというか、参加していただけないよう

なそんな状況もあるということで、できるだ

け平和的な祈念式典の意味合いも込めて、も

う少しやり方を検討してはということで、令

和元年度中に実は検討させていただいたとこ

ろでございます。 

   現在、ご承知かと思いますが、その平和祈

念式典といいますか、追悼式につきましては、

仏式ということで宗教色の強いものになって

いるということもございまして、そういった

こともある、なかなか参加しづらいという方

もいらっしゃるのかという話もあったところ

でございます。参加に当たっては、もう少し

町民の方に呼びかけながらいろんな方に参加

していただいて、あるいは小学校、中学生の

作文等の祈念に対する戦争に対するそういっ

た思いとか、そういった作文を読んでいただ

いて、参加者を集めようというようになった

ところだったんですけれども、いわゆるコロ

ナ禍ということで５月の末あたりを予定して

いたんですけれども、その頃はもう本当に蔓

延している状況でしたので、祈念式典につい

ては中止をしまして、遺族等に対してろうそ

くの配付で終わったというような状況でござ

います。 

   来年度についても、今年度１回遺族会、そ

れから福祉協議会も含めまして話合いをさせ

ていただいているところでございます。靖霊

の塔ということで公園にありますけれども、

そちらでの式典なんかも含めた形のやり方に

ついて今後検討していくということで考えて

いるところでございます。できるだけ参加者

が多く集まるようなそんな算段を取っていき

たいとは考えているところでございます。 

   それから、73ページの高齢者世帯等雪下ろ

し支援事業でございます。昨年かなりの大雪

の影響で、70歳以上の町民税非課税世帯の独

り暮らしの高齢者に対して雪下ろしの助成を

しているところでございますが、確かに雪が

多いときには本来の建設クラブさんの除雪作

業で追われて、なかなかそちらに回ってこな

いというのも事実でございます。そういった

ことですぐにはなかなか対応できなかったの

は事実でございます。 

   そういったことで、我々職員も直接行って

それぞれ状況を確認して、危険なところにつ

いては職員自ら現場で雪下ろしたというよう

な状況もございます。こういった状況につい

ては、必ず雪が降ったときは本来の建設業者

さんの除雪作業は中止になりますので、こう

いった状況は起きるだろうとは考えておりま

す。 

   来年度にはもう少しやり方を変えながらや

っていきたいなとは思っております。受注し

ていただける業者さんのほうに、建設クラブ

だけでなく、あるいは建設綜合組合さん、大

工さんとかそういった方々もいらっしゃいま

すので、そちらのほうにも話はかけさせては

いただいたんですけれども、なかなかいい返

事はもらっていなかったということもござい

ますので、来年度にはもう少しいろんなやり

やすいような対応は検討していきたいとは考

えております。 

○阿部委員長 「３番槙正義委員」 

○槙委員 時間外勤務手当の問題、時間外勤務を

すれば当然裏づけとして手当が伴うわけであ

りますけれども、今お話あったように、この

様々な事業がありまして、総務課長のほうか

ら月100時間から150時間、課によって偏りも
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ありますけれども、そういう話がありました。

これは災害とか何かのときに上限時間の特例

というのがあるそうですが、こういうものに

該当するからやむを得ないということなのか。

それとも、この100時間から150時間というの

はやっぱり異常だと思うんですよね。ですか

ら、どのように感じているのか。もう少しこ

れを、例えば町全体の幹部の皆さんがどうい

う認識でこれを縮小する、その方法をどうす

るかなどについて検討をしたことがあるのか

どうかということをお尋ねしたいと思います。 

   それから、管理職の特別勤務手当というの

はやや緊急時のそういう事態だということで

すが、正直言ってわずかな金額なのではない

かと。大変ご苦労した割にはそれに報いる金

額なのかどうかという心配をするわけですが、

どのくらいの金額を支給されているのか、お

尋ねをしたいと思います。 

   それから、戦没者追悼式・平和祈念の式典、

そうしますと、いろいろお話がありまして、

非常に悩んでいることはお話として分かりま

した。何よりもやっぱり町民が参加しやすい

状況の中でこの平和祈念式典が行われるとい

うことが大事だと思いますので、来年からは

そうしますと「戦没者追悼式・平和祈念式典」

というタイトルではなくて、もっと町民が参

加しやすいようなタイトルになる可能性があ

るということに理解していいのかどうか、お

尋ねしたいと思います。 

   それから、雪下ろしの問題ですが、70歳以

上ということですが、高齢者は65歳、それか

ら後期高齢者が75歳ということで、その中間

を取って70歳以上ということで、これも議案

調査のときお聞きしたんですが、周辺の自治

体のところで70歳以上みたいなお話があった

んですが、70歳以上という区分けの仕方とし

ては、設定としてはどういう考えなのか。 

   それから、私は一般質問でも申し上げたん

ですが、非課税世帯としてこれは町で最低の

支援をするということで、これはこれでいい

んですけれども、これからは高齢者がやっぱ

り独り暮らしでおられて、非常に豪雪になっ

たときには大変不安な生活を過ごすわけです

から、やっぱりこの制度を拡大して、この町

に高齢者の皆さんも、いわゆる非課税でない

世帯もしっかり住み続けていただけるような、

高齢者世帯、高齢者対策という意味ではなく

て、まちづくり全体としてこの雪下ろし支援

というものを考える時期に来ているんではな

いかと思っていますので、その辺、これから

のことも含めて、副町長か町長にお尋ねした

いと思います。 

○阿部委員長 「後藤防災・危機管理監兼総務課

長」 

○後藤防災・危機管理監兼総務課長 時間外勤務

に関してでありますけれども、確かに委員が

おっしゃるとおり、月間150時間を超える時間

数、時間外勤務というのは普通ではないとは

考えるところであります。そういった勤務を

した結果、今の災害の復興状況、復旧状況で

あるとも考えるところであります。 

   これまで議論といいますか、そういったこ

とについて話し合ったことがあるかというよ

うなことでありますけれども、こういった状

況を受けまして、先ほど質疑もあったわけで

ありますけれども、通常ですと年間の上限は

360時間でありますとか、月の上限は45時間と

いうようなことがありまして、それを超える

災害でありますとか、あるいは選挙、または

時期的なものになりますけれども、予算の編

成等がありまして、他律的というふうな表現

をされておりますけれども、自らコントロー

ルができないような状況があった場合につき

まして、上限規制が若干緩められるというよ

うなこともありますので、そういったものを

現在、上限規制の在り方ということで内部で
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ルールづくりをしている最中であります。 

○阿部委員長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米健康福祉課長 追悼式等の関係ではござい

ますけれども、一応タイトルはこのままでさ

せていただくと、タイトルを変えてやるとか

そういったものではなくて、あくまでも町民

の皆様方に平和祈念式典として参加していた

だくということで呼びかけをさせていただく

というような考えでございます。 

   それから、高齢者の雪下ろし関係ではござ

いますけれども、今現在、１回２万円でお願

いしているところでございますが、本人負担

は１割の2,000円、それから１万8,000円が町

での支出ということになっております。実際、

本当に雪が降ったときに、委員がおっしゃる

とおりその対応というとなかなかすぐにはい

かないというのが現状でございます。 

   一応対象を増やしたときに果たしてどうな

るのかと。今現在も大変な状況でございます

が、ただ福祉関係の事業といいますか、そう

いったものについてはある程度の所得制限と

いうのを設けさせていただきながら、そうい

ったことでどうしても雪下ろしが自分ででき

るというのはなかなか大変なので、委託して

実施される方に対して少しでも支援したいと

いうことで、周りの市町村の状況なんかも含

めまして70歳以上で非課税世帯の独り暮らし

高齢者という形にさせていただいているとい

うのが実態でございますので、ご理解いただ

きたいと思っております。 

○阿部委員長 「後藤防災・危機管理監兼総務課

長」 

○後藤防災・危機管理監兼総務課長 先ほど、管

理職特別勤務手当についての答弁が漏れまし

た。手当につきましては、平日深夜０時から

５時までの間に勤務の実績があったというよ

うなことから、１人当たり3,000円というよう

な額になってございます。 

○阿部委員長 「河内副町長」 

○河内副町長 高齢者世帯の雪下ろしの支援制度

でございますが、最初のスタート時点におき

ましては、当時ちょうど私、福祉部門の担当

をしていたものですから、高齢者担当をして

いたということで、豪雪の年がございまして、

多くのお年寄りの方から、業者さん、どこに

頼めば雪下ろしをしていただけるのだという

ようなご相談がかなりございました。 

   そうした状況を受けまして、当時建設業界

が組織しております建設クラブといった組織

がございましたので、そちらのほうとご相談

をさせていただきまして、町と連携いたしま

して、高齢者の雪下ろしを実施すると。金額

あるいはその約半分だったと思いますが、補

助をするというような形でスタートさせてい

ただいたところでございます。当時は、建設

業者さんも今よりも数が多く、そちらのほう

で働いている方も人数が多いということで、

今よりはすぐに対応していただいていたとは

思っております。 

   ただ、昨年のような豪雪のときに、建設ク

ラブの会員数あるいは作業する方の確保がな

かなか難しいということで、お願いをしてか

ら実際雪下ろしをしていただくまで非常に時

間があったということで、大変ご心配と不安

を高齢者の方々がお持ちになってしまったと

いうことがあったわけでございますので、こ

ういった経験を踏まえまして、同じことを繰

り返していたのでは何にもなりませんので、

高齢者が安心して生活できるまちづくりとい

うことの一環としまして、毎年除雪のご相談、

間口除雪などの相談もさせていただいており

ますが、そういうような形で事前に、シーズ

ン前にそういった雪下ろし体制の確保、ある

いは対象者につきましても非課税世帯という

制限はございますが、課税世帯の方からもご

紹介あった場合につきましても、業者さんの
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紹介を行うとか、あるいは70歳以上という対

象者にしておりますが、70歳未満の方であっ

ても体が不自由だ、あるいは高齢者だけの世

帯であるというような場合につきましては、

別の形で支援するような制度もございますの

で、そういった制度の支援の周知も含めて対

応を取っていきたいと考えております。 

○阿部委員長 「３番槙正義委員」 

○槙委員 高齢者の雪下ろし等について、今後も

含めて前向きな検討について、ぜひ高齢者の

皆さんが安心して河北町で生活が送れるよう

にぜひ様々な工夫をしてほしいと思います。 

   さらに、時間外勤務の問題で、月100時間か

ら150時間のお話があって、これを災害とかあ

るいは様々な他律的特例の検討、ルールづく

りを設けているということでありますが、こ

れも大事ですけれども、多くの職員、いろい

ろお聞きをいたしますと、確かに令和２年度

は災害とかあるいは新型コロナ対策などいろ

いろあったんですが、非常に時間外勤務が多

くなっているということは事実でありますの

で、そういう具体的な突発的な災害以外のい

わゆる職員は時間外勤務、あるいは日常的な

仕事の与え方、進み方、それに対しての不満

というのが多く出ているようでありますから、

十分そういう職員の皆さんの状況を安心して、

そして前向きに仕事ができるように一段と対

策を取ってほしいということを申し上げて終

わります。 

○阿部委員長 以上で３番槙正義委員の質疑を終

わります。 

   次に、「４番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 ちょっと前任者と重なる点があるん

ですが、３款民生費の中の５、社会福祉費で

ありますが、高齢者の雪下ろしについてであ

ります。大体話は分かりました。ただどうし

ても、前の議案調査でも申し上げたんですが、

私が分からないところが、理解できないのが

１つ、１点だけあります。独り暮らしと、な

ぜ独り暮らしなんだというところがどうして

も理解できない。率直にお伺いします。担当

課はいいです。その規定の中身でやっている

わけですから、これ以上のことを答えられな

いので、政策的な判断は町長なり副町長です

ので、町長なり副町長にお伺いします。 

   具体例として、いいですか。１番目、高齢

者男性の方、75歳独り暮らしです。該当しま

す。２番目、同じように75歳の高齢者男性と

奥様72歳で暮らしている。両方とも非課税世

帯でした。該当しません、２人暮らしですか

ら。そうすると、同じ75歳で独り暮らしの男

性だと安全安心を図るためにこういう政策を

する。では、75歳と73歳の夫婦、安全図れる

んですか。どこに雪下ろしの安全を図れる要

素があるんですか。その高齢者の独り暮らし

と２人暮らしについて、私は同じだと思うん

です、環境は。独り暮らしだからできない、

それが夫婦だからできるなんて言うもんでは

ないです。同じだと思うんです。 

   このようなことをやっている、要するに２

人だと安心安全を町としてしなくても図れる

んだという判断するのはどこでしょう。どう

いう要因から判断できるんでしょうか。高齢

者同士の夫婦で２人だとこれを適用しなくて

も大丈夫だという、要するに独り暮らしだと

安全安心が図れないからこういう事業をしな

ければならない。高齢者の２人暮らしだと安

心安全が図れるからこれは適用しないという

ことの判断でしょうから、どこが違うんです

か、高齢者の独り暮らしと高齢者２人暮らし。

高齢者の２人暮らしだとこういうことで安全

が図れるんですという要因があるんでしたら、

それを教えていただきたい。それ１点であり

ます。 

○阿部委員長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米健康福祉課長 63ページの成果に関する調
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書等の中では70歳以上で町民税非課税世帯の

独り暮らし高齢者等に対するというこの「等」

ということでございます。大変申し訳ござい

ません。書き方がちょっと分かりづらかった

のかなと思っておりますが、70歳以上の高齢

者世帯ということで理解していただければな

と思っております。 

○阿部委員長 「４番佐藤修二委員」 

○佐藤委員 そうであってほしい。もちろんそう

いうふうに高齢者世帯に優しい河北町である

はずなのに、何で独り暮らしという項目をこ

こにわざわざ書くのかが不思議でしようがな

かったんです。分かりました。町としては独

り暮らしではなくて高齢世帯に対してちゃん

としてくださるということなので、安心しま

した。質疑を終わります。 

○阿部委員長 以上で４番佐藤修二委員の質疑を

終わります。 

   次に、「５番吉田芳美委員」 

○吉田委員 私のほうからは、全部で一応５点質

問させていただきます。 

   まず最初に、２款１項４目ＩＴ推進事業費、

決算書54、成果24、備品購入費という内容で、

テレワーク用のノートパソコン423万5,000円

ということで、40台購入されております。時

たま森谷町長のほうはテレワーク会議やりま

したというようなお話は一応伺っております

が、これまでの使用状況、また40台という内

容で非常に数も多いわけですから、今後の使

い道、どのようなことを描いているのか、そ

れをお聞かせください。 

   あと２点目は、２款１項５目企画費、決算

書55、成果28、コミュニティ助成事業費500

万円です。これは宝くじ事業という内容で、

「あなたに夢を。宝くじ街に元気を。」という

ふうなキャッチフレーズの下に昭和56年から

継続的にされているやつなんですが、今回、

下沢畑公民館、栄町公民館、これはいずれも

各250万円給付を受けて、公民館の机、椅子、

エアコン等の整備をやっております。また、

二重サッシにしたという内容も一応聞いてお

ります。毎年、河北町のほうに補助される性

格のものではないということはお聞きしてお

りますが、昭和56年から令和２年間、38年間

の中で助成がなかったのは平成９年と平成10

年、この２か年だけです。ということはほと

んど助成をいただいているという内容で、非

常にありがたい資金かなとは思います。 

   ここからちょっと本番なんですが、250万円

という内容を一か所に集中するんではなくて、

もう少し広く浅く多くの公民館に支給になる

ような工夫ができないのかなと考えます。250

万円といいますと、テレビを買いました、机

を買いました、何を買いましたと、すごい金

額なんですよ。しかしながら、当たらないと

ころはあと50年ぐらい待たないと当たらない

というふうなところもあるわけですよね。 

   ということで、公民館のいいところはすご

くやっぱりよくなってきています。えっ、こ

んなに立派な公民館と。そして、もう何てい

うか、畳が少しふにゃふにゃするようなやつ、

あとすごくあばら家というか、そういうふう

なところもあります。公民館自体の建屋がえ

らいやはり自治公民館によってはちょっとバ

ランスが崩れているのかなと思いますので、

この辺のところをお願いしたいと。どんな感

じなのかなというところをお聞きしたいと。 

   あと、３款１項４目老人福祉費、決算書71、

成果62ということで、特養の待機者なんです

が、令和３年６月30日現在で延べ253人、そし

て実質145人、これはダブルで申し込んでいる

から実質145人という内容なんですが、特養に

申し込むときには介護保険３以上でないと駄

目だという法の改正の下になってからしばら

くになります。ほとんど数値が動いていない

という状況になっております。 



- 171 - 

   2025年、高齢者の団塊の世代がピークを迎

えるので、そこから先は少なくなっていくと

いうふうなお話を時たまいただいております

が、高齢者が100歳まで長寿を考えたときに、

これまでの話というのはやはり変更すべきか

なというふうに私はちょっと考えております。

ということで、今現在145名の待機者という内

容に対して、福祉のまちということで町のほ

うは話をしているわけなんですが、どのよう

な実態をお持ちなのか。副町長、もしくは町

長の答弁を求めたいと思います。 

   あともう一点、西村山広域行政事務組合の

ほうで、老人ホーム明鏡荘という内容で西郡

全体で運営しているところに運営資金として

319万円一応支給しております。これは西郡の

各自治体がバランスよく人口割で拠出してい

ると聞いておりますが、今現在河北町からも

８人だということを伺っております。今現在

どこの施設にも入れなくて、なかなか有料の

個人のところには入れるもうすべがないと。

非常にやっぱり困っていらっしゃる方がいる

と。申し込んでも何年待てば入れるのかも分

からないと。そういうふうな状況の中で、や

はり自宅でいろいろ見守っている方々の苦労

を考えたときに、もう少し福祉のまちとして、

見ないふりをするんではなくて、やっぱり突

っ込んでその辺のところをやるべきかなと私

は思いますので、トータルでこの辺のところ

も一応お話を伺いたいと思います。 

   あと、４款１項３目環境衛生費、これは狂

犬病予防費35万1,116円が決算額としてあり

ますが、犬の登録が680頭、そして注射が565

頭、残り115頭、これは個人病院で個々に打っ

たというふうな内容で理解していいのか、そ

れをお聞きしたいと思います。 

   また、狂犬病注射の際に正しい飼い方につ

いて指導しましたということを明記されてお

りますが、いろいろやはり犬を飼っておきな

がら、不届き者がいるというわけではないん

ですが、散歩する際にふんを始末する袋を持

っていないという方なんかもやはり見受けら

れます。また、持っていても公園なんかで分

からないような形で置いていく方なんかもい

ます。そういうふうなことに対して、どれだ

け踏み込んでやはり環境衛生という内容で指

導、今現在やっているのか、その辺をお聞き

したいなと思います。 

   あと、最後になります。路線バス事業費で

す。決算額1,926万円、同僚議員もお話されて

おりますが、やはりしっかり検討しますとい

うふうなことを何回も私は聞きました。そし

て、私は一般質問でも二度ほど質問もさせて

いただきました。しかし、当時の課長さんは

やはりいろいろ替わるんですよね。私が一番

最初にしたときには須藤課長でした。そして、

秋場課長に替わりました。そして、今は宇野

課長になっています。これほどの問題がトッ

プが替わると、当然会議も変わると。本当に

引継ぎがなされているのかということを私は

危惧しております。 

   東根線は、なかなかすごいやはり対応をし

ていただいているなと思いますが、これは東

根市役所が頑張っていると受け止めています。

一番最初、東桜学館ができましたというとき

に、東根のほうから来るバスというのは小型

の９人のバスでした。そして、河北町の子供

さんが乗れない方が出てきました。置いてい

かれました。その問題についてはバスを大き

くしていただきました。中型バスです。そし

て、今現在は中高一貫という内容で、３年・

３年の６年間の子供さんがいますので、山交

バスを貸し切っていただいて、河北町に来て

いただいています。谷地高に来る子供さん、

あとは河北病院のほうに来る大人の方、そう

いった方を乗っけて、そこに30人近く河北町

のほうから東根のほうに向かっています。前
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はさくらんぼ駅で終わったやつを、学校まで

今度行っていただくような形になりました。

一つ一つやはり改善の形が見えるような取組

があるわけです。 

   ところが、今回のこの路線バス事業につい

ては、監査委員からは２年ほど前にも同じよ

うな問題指摘がありました。そして、検討し

ますというふうな話も出されました。何をど

うして検討して今日に至っているのか。私的

には朝晩の町内路線バスというのは非常に使

われていますので、変えるべきではないと。

それ以降のバスについては、やはりメスを入

れる余地が残されていると。約2,000万円の路

線バス事業ですので、予算をカットしろと言

っているわけではなくて、やはり有効活用を

するためには何をするかという内容をしっか

りと考えていただきたい。 

   私は前にも話したと思うんですが、全ての

路線バスに乗りました。そして、運転手さん

から一番前のほうで、ここのおばちゃんはあ

そこまで行くんだと。あと、別な路線になれ

ば、間もなくあの人来ると思うからちょっと

ここで待っているよと。そういうふうなこと

ですごく詳しいんですよ。だから、乗らない

路線を例えば月曜日から金曜日まで毎日走る

んではなくて、例えば火曜日、水曜日走ると

か、いろんなやっぱり方法というやつはある

と思うので、思い切ったその改善というやつ

をぜひやっていただきたい。その辺のところ

についてこれまでの検討経過、宇野課長に検

討経過という内容はなかなか厳しいかもしれ

ないですが、これまで何年間の積み上げがあ

るわけですので、その辺のところをちょっと

お聞かせいただきたいと思います。 

   以上です。 

○阿部委員長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米健康福祉課長 まず、老人福祉関係のこと

のいわゆる特別養護老人ホームへの待機関係

でございますけれども、委員がおっしゃると

おり、140人から130人ぐらいの中で推移して

いるところでございます。この人数等につい

ては、そんなに極端に増えるとか、減るとい

うことも若干あったんですけれども、今のと

ころは大体140人ぐらいで推移しているとい

うのが状況でございます。 

   施設等への入所というのを希望されている

ところではございますけれども、ただ町の施

設だけではなくて、他の市町村への施設の入

所なんかも希望されていらっしゃる方という

のもいるのかと思っております。なかなか在

宅で面倒見ていらっしゃる方については本当

に大変なところでございますけれども、ただ

今のところ施設的にはもういっぱいでござい

ますので、そういった方につきましては在宅

での支援を強化していく必要があるとは思っ

ております。 

   そういった施設があれば大変いいことはい

いんですけれども、そうしますと、それが結

局は介護保険料に跳ね返ってくるというのが

現実でございます。介護の福祉関係の給付で

一番大きいのが施設給付となっておりますの

で、その一つの施設で100人規模となると、か

なり介護保険料も上がってくるというのも事

実であります。 

   それから、養護老人ホーム関係でございま

すけれども、これにつきましては介護保険等

には関係なく、ある程度元気で自立できる方

が入所されるということになっておりますの

で、直接介護の施設とは関係ないところでは

ございます。ただ、現在は明鏡荘には河北町

から８人ほど入っております。その他の市町

村の養護老人ホームには合わせて14人ほど入

所されているところでございます。今のとこ

ろ、特養関係について、入所の相談とか経済

的に困難だとか、そういったことで入りたい

という話は今のところは聞いていないところ
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でございます。 

○阿部委員長 「牧野政策推進監兼企画財政課長」 

○牧野政策推進監兼企画財政課長 決算書58ペー

ジの２款１項10目ＩＴ推進費に絡んで、テレ

ワーク用のパソコンを40台購入しております

が、コロナ禍の状況におきまして、その状況

で職員が出勤できないというか、役場に来ら

れない場合を想定しまして、テレワーク用の

ノートパソコンを40台ほど購入しましたが、

そこまでの状況に至らなかったことでありま

すから、テレワークとしての利用はございま

せんでしたが、今現在もですけれども、いろ

んな会議、あるいは研修等においてインター

ネットでのというのが多くなっております。

それに対応するため、職員が一人一人今使っ

ております机にある端末ではそれにちょっと

対応できないことがありますので、そのテレ

ワーク用のパソコンをそういったものに使っ

ていると。 

   今後の使用状況というか、使用の在り方で

すけれども、今後もそういった会議は多分続

くのであろうと考えられますので、一度に何

人かというのが一斉にインターネットの会議

に参加する場合が多々ありますので、そうい

ったものに当然使っていきたいと考えますし、

コロナの状況が悪くなれば、テレワークとい

った場面も出てくるかと考えられるところで

あります。 

○阿部委員長 「宇野まちづくり推進課長」 

○宇野まちづくり推進課長 初めに、２款１項５

目企画費におきますコミュニティ助成事業で

ございます。こちらの事業につきましては、

下限が100万円から上限で250万円でございま

す。したがいまして、必ず250万円来て、一つ

だけに使うというものではございません。申

請によりまして、それぞれ100万円から250万

円までの間の事業と。250万円を上回る場合は

当然その地区で持ち出していただくと。100

万円に至らない場合は事業の対象にならない

というような事業の中身になってございます。 

   昨年、令和２年度につきましては、たまた

ま追加募集というものがございまして、それ

に申し込みましたところ、２つになったとい

うような中身でございますので、ぜひ区長会

の研修会等でもコミュニティ助成事業などは

ＰＲさせていただいておりますので、こうい

ったものを活用していただいて、自主的なコ

ミュニティー活動を積極的に推進していただ

いて、そのための整備費用にこういったもの

が使えますので、こちらを活用願えればと思

ってございます。 

   次に、86ページ、４款１項３目狂犬病につ

いてでございます。成果のほうでは結果的に

３月末時点での登録頭数ということで680頭

になってございます。予防注射のときは４月

現在押さえております683頭、この方に案内を

出したところでございます。それについて565

頭の予防注射があったということであります。

当然、年度内の移動もございます。あとは亡

くなる犬もございます。あとは、お医者さん

の所見で非常に老いている老犬ですかね、こ

ういったもので注射できない、あるいは病気

があると、こういった場合で猶予されている

という犬もございます。 

   あとは、飼い方の指導ということでござい

ますけれども、こちらにつきましては広報で

周知をしております。あとは新規登録、犬を

新しく登録される場合、飼い方の冊子という

のを配付させていただいているところでござ

います。 

   あと、同じく86ページの４款１項３目の路

線バス事業でございます。これまでの検討経

緯ということでございますけれども、様々こ

れまで要望に合わせ、実態に合わせて路線の

時間、便数などを検討してきたのかなと考え

てございます。今年度に入りましても、そう
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いった町民の皆様からの声もありまして、変

更する点などもさせていただく方向でござい

ます。 

   これからの、検討するだけでというような

話でありますけれども、やはり実態に即した

もの、委員からご指摘ありましたような朝晩、

こういったものは必要で、その間のほう、そ

ういったところも我々のほうでも検討してま

いりたいと思ってございますので、路線バス

については交通弱者の視点に立って見直しを

図っていきたいと思ってございます。 

○阿部委員長 「５番吉田芳美委員」 

○吉田委員 ありがとうございました。 

   それでは、再質問いたしますが、まずテレ

ワーク用のノートパソコン40台については、

とにかくパソコンは使って何ぼというような

世界だと思います。急に目の前に会議の前に

渡されて、それをなかなかこなせるという方

は多分いらっしゃらないんではないかなと思

います。ですから、その40台のパソコンとい

うやつは広くやはり使っていただけるような

企画立案をやって、そしてその流れを使って

いただいて、新しい新庁舎、そして地元も変

わると、そういうところで有効活用をぜひお

願いしたいなと思っています。とにかく使っ

てください。 

   あと、コミュニティ助成なんですが、広く

薄く助成するという内容は、何かやはりくれ

る方の意図と合わないという内容では、私は

こういういろんな内容を読みますと、多分な

いんではないかなと思います。一年に一遍当

たるか当たらないかの内容ですので、当たっ

たところはもう当分ないよと。当たらないと

ころは夢があるよと、そういうふうな内容か

と思いますが、その夢を最大250万円もらおう

となったときに、皆さん250万円何に使うとい

うことで、ほとんどの地域ではやっぱり考え

ますよ。ただ畳直すのは駄目なんだとか、何

を買うんだったらいいんだよとかというふう

ないろいろここはありますが、うちの地域も

何回かトライしたんですが、なかなか当選に

は至らないと、夢をまだ見ることができない

んですが、もう少し一か所に集中するという

内容ではなくて、広く支給をしていただける

ようなことができないか、そういった内容を

取り組んでいただければなと思います。 

   あと、老人福祉費という内容で待機者とい

う内容になるわけなんですが、やはり今いろ

んなところで出ているのは、地域密着型とい

う内容になっていますので、ほとんど地域の

方が入所するという形になっています。例え

ば大江町でしたら、大きい県の施設があるの

で、ほとんど待機者は１桁に満たないと。そ

して、この町は145名いますよと。東根なんか

は河北町のもう３倍近くいますよと。 

   ですから、入りたいという方がいろいろい

らっしゃったときに、やはり河北町はちょっ

と今空きがないですよと。いつも空きがない

んですが、様々な手を差し伸べていただいて、

優先順位をつけていただいて、もう少し何て

いうか、力を入れていただければなと。今、

河北町は無理なんですが、村山のほうの例え

ばローズむらやまさんのほうで一人空きます

よとか、そういうふうな声があれば、ぜひそ

ういう枠の中に入れていただくとか、そうい

うことをぜひ検討をお願いしたいなと思いま

す。 

   高齢化がどんどんどんどんとやはりなりま

すので、５年前に眺葉の家がオープンしたと

きには、90歳の方が応募しても入れませんで

した。90歳の方が５人ほど落選しました。入

れなかったんですよ。それほどやはり高齢化

がどんどんどんどんと100歳に向けてなって

いるということですので、改めてその辺のと

ころを強くちょっと押していただきたいなと

思います。 
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   狂犬病関係、あと環境衛生関係のやつも一

応聞いて、ある程度納得しました。今現在で

はこの辺かなとは思いますが、とにかく今言

った内容というやつは今後いろんな内容で進

捗もさせていただきますので、よろしくお願

いを申し上げて、私の質疑を終了いたします。

ありがとうございました。 

○阿部委員長 以上で５番吉田芳美委員の質疑を

終わります。 

   ここで10時40分まで休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時２５分 

     再 開  午前１０時３７分 

○阿部委員長 休憩を解いて再開します。 

   質疑を続けます。 

   次に、「６番東海林信弘委員」 

○東海林委員 それでは、私から質疑は３件させ

ていただきます。 

   その前に、決算82、83、成果77、３款３項

１目災害救助費の中で、前年度７月豪雨にお

きまして、ひなの湯の無料入浴券の実施とい

うことであります。これは被災者側が住宅と

か農地とかいろいろ片づけ入っているときに、

すごく暑い中で、酷暑の中で作業していたも

んですから、本当にこの入浴券の無料配付、

それは非常に助かって感謝しているところで

す。ただ、最初にはその人数分の回数制限の

回数券しかお配りにならなかったので、そこ

はちょっといたたまれなくて、無料をずっと

してくれたらいいんねがという話をさせてい

ただきましたので、この事業については大変

評価し、感謝しているところです。 

   今から質疑のほう入りたいと思います。 

   決算87、成果85、４款１項３目生活環境総

務費の中で、河北町地方バス路線維持費補助

金664万8,000円ということがあります。この

補助金は、中身は議案調査等々いろいろ質問

等で分かるんですが、ただ令和２年度の当初

予算では440万円ほどの当初予算でした。しか

し、決算を見れば220万円の増ということにな

っております。これは新型コロナウイルス関

連で利用者が少なくなっての民間企業からに

対しての依頼なのか、要請なのか、その辺も

はっきりしなくて今回質疑させていただきま

す。 

   また、この補助金でありますが、これは民

間からの委託というか、依頼金100％をその交

通会議の中で決定し、各隣接する市町村と打

合せの結果、この金額が決まっているのか。

それも含めてお願いしたいと思います。 

   また、それに付随しまして、その限度額、

幾ら補助金とはいえ限度額が何か設定になっ

ているのか、なっていないのか。ただ先方か

らの依頼で補助金が増えていくということは

ないのか。その辺をお伺いしたいと思います。 

   次に、決算87、成果86、４款１項３目です。

河北町高校生通学助成事業費補助、29件の42

万9,800円です。これは民間事業者のバスを利

用しての高校生に対する通学の定期の補助だ

と思います。しかし、この利用する高校生に

おいては、河北町内を見ますと、私たちの地

方、郊外のほうに住んでいる方はなかなか山

交バスを利用するという策がありません。不

公平感もあるということで、前、私申し上げ

たことがあると思いますが、そういった中で、

その地域が該当しない、該当するんでしょう

けれども使っていない方からとか、保護者の

方からとか、どんな意見があって課題があっ

たのか。それをお聞きしたいと思います。 

   次に、決算87、成果192、４款１項３目路線

バス事業費でございます。これは２番委員、

５番委員も質疑をなされましたが、要は1,926

万円ということの委託料、また監査委員から

の意見の中でも100円を使うのに1,200円以上

の経費がかかる。また、監査委員の意見書も

昨年度、その前の年度も同じ意見書が出てい

ます。そろそろ何か対案を示す時期ではない
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かなと思い、今回質疑させていただきますが、

やはりただ便利いいというわけではなくて、

もうけようとする事業ではないと思います。

町民の方がみんな安心安全で暮らせるように、

こういった公共交通機関、または町営の路線

バスということで存在すると思っていますの

で、その辺の回答をよろしくお願いしたいと

思います。 

   以上、３点です。 

○阿部委員長 「宇野まちづくり推進課長」 

○宇野まちづくり推進課長 １点目の４款１項３

目地方路線バスの補助金でございます。委員

おっしゃいますとおり、当初よりも大幅に増

額になったということでございます。これに

つきましては、山交バスさんのほうから補助

金の申請ということでいただいているもので

ございます。補助金の申請をするに当たりま

しては、運行経費がございますけれども、こ

の運行経費から運賃などの収入を引いて、い

わゆる赤字分になっているところ、そこを通

ります自治体の距離案分をさせていただいて

申請になっているというような状況でござい

ます。限度額につきましては、今のところ補

助金の性格上は限度額というのは設けていな

いところでございます。 

   昨年度も増えたわけですけれども、例年、

前年の年の10月から９月までの運行状況、こ

の収支によって補助金額が決まってくるとい

うことでございますので、今年度につきまし

ても９月いっぱいまでの状況を見て、今年度

分の補助金の申請が今後出るものと思われま

す。今年度につきましては、昨年度よりもよ

りコロナの状況がひどいというところでござ

いますので、増額するのかなと予測をしてい

るところでございます。 

   あと、同じく４款１項３目の高校生通学の

補助金でございます。こちらにつきましては

29件ということでございまして、この29件を

見ますと、春先から１年間という定期券につ

きましては少ないようでございます。ただ、

これから冬期間、冬場の期間バスを利用する

という方が多く、この29件のうちかなりの件

数が冬場の期間の定期券に対する助成という

内容でございました。委員おっしゃいますよ

うに全町的に使えるわけですけれども、利便

性の悪いところからのご意見ということで、

我々のところに届いているそういったご意見

は今のところは承知していないところでござ

います。 

   最後、路線バスでございます。こちらもや

はり金額が出ますとどうしても収支という感

じになるわけですけれども、収支ではなくて

費用対効果というところだと思ってございま

す。より効果のあるよう、交通弱者の視点に

立って、どういったものがいいかという検討

を進めていきたいと考えてございます。 

○阿部委員長 「６番東海林信弘委員」 

○東海林委員 地方バス補助金、山交さんでしょ

うか、名前を出してしまって申し訳ないです

けれども、これも220万円、補助金の限度は補

助金の性質上ないということですが、要は民

間企業の経営がうまくいっていない。単純に

言ったらそういうことだと思います。 

   その交通会議の中で、その民間企業から是

正ではないですけれども、私たちはこのぐら

いして努力してこの運行をやりますとか、そ

ういった具体的な案までそういった会議では

やっているのかどうか。ただ、申請されたか

ら、ここの寒河江市とか、要は山形便まで行

くと中山とかいろいろ通りますが、そういっ

たところの案分になっているのか。その辺が

ちょっとこの会議自体の在り方が分からない。

何でそこでもっと強く言って、民間の努力目

標、町ではこのぐらい補助金を出して努力を

やっているんです。そういった形で、民間の

努力目標という形では提示されたことがある
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のかどうか。 

   また、その限度額、要は宇野課長にもこの

間、議案調査のときにもお話しさせていただ

きましたが、要は宇野課長は多分精いっぱい

だと思います、答えるのは。補助金で限度額、

性質上ないと言いますけれども、では2,000

万円、3,000万円、そんなことはないとは思い

ますけれども、そういったことで提示申請さ

れたら、町としては払うんですか。 

   ただ山交が撤退するのが怖いがためにそう

いったことをやっているのか。やらなくては

ならないものだというようなことで、そのぐ

らいの利便性があるのかどうか。バスの利用

状況を見て分かると思います。その辺、民間

の方のあまりバッシング等はしたくありませ

んが、そのぐらい強くやっぱり私たちの血税

で皆さんのお金で補助金を出しているもので

すから、そういったことも少し考えていただ

きたいと。その辺で回答ください。 

   ２つ目の高校生の通学支援ということで、

定期の補助金ということで、溝延ですと山交

バスに乗るのなかなか至難の業でして、町営

路線バスを使って谷地に出て、谷地に行って

とか、あとは車で三泉まで乗せていってもら

って、そこから寒河江でバスを使うというの

もなかなか変な話で、直接やっぱり自家用車

で保護者とかいろいろ乗せていったりとかす

るんですが、そういったところでまず結果は

結果として令和２年度の結果はこれで構わな

いと思いますが、今後、やっぱり公平感のあ

る支援制度を確立していただきたいと思いま

す。この件につきましては以上で終わります。 

   ３つ目の路線バスです。路線バスも先ほど

からやっぱり交通弱者に対する方への足とし

て活用してもらいたい、また高齢者の免許返

納者にとって不便になるので、無料定期券を

お渡ししたり、はたまた一年間終わったらま

た次の翌年も申請を出していただければ定期

券を発行するというような、なかなかいい支

援制度だと思いますが、ただ先ほど両委員の

方もおっしゃっていましたが、やっぱり便利、

便利というものはなかなか欲しいんですが、

例えばお医者さんに行ったとき、朝行って、

昼行っての便がなくて、ずっと薬王堂とかそ

ういう民間の商業施設にずっといて、１回私

も乗せていったことがあるんですが、今はヤ

マザワが近くにできたので、なんとなく暇を

潰せるのか、時間を潰せるのか分かりません

が、そういった形で本当に難儀しています。

そういった方を見ると、どうしてもやっぱり

不便でならない。 

   先ほど委員からも話ありましたが、朝晩の

利用は本当に多い。また、東根便は本来でし

たら東桜学館に行っていると、河北中がここ

に入ってくださいと私は言いたいんですが、

そういったこともあって、利用数は多い。そ

こでやっぱり何を町としてはその路線バスを

使って町民の方に安全安心な暮らしを実現さ

せるのかといったら、やっぱり利便性という

のはもちろん、安心して安全で暮らせるよう

な公共機関ということではやっぱり町営路線

バスで、先ほどアンケートとかいろいろ言わ

れていますが、デマンドとか策はいろいろあ

ると思います。デマンドタクシーといえばや

っぱり民間の企業である葉山タクシーさん、

町内には１社ありますけれども、やはりそれ

も課題も多い。その課題というのはやっぱり

運転手の確保で人件費がかさむという話もあ

ります。 

   だから、そこら辺まで入り込んだ調査とい

うのを本当に実際やっているのか。アンケー

トって机上だけの調査研究で終わっていない

のか。隣の市とかを見ると、やっぱり寒河江

市ですと巡回バス、北回りとか南回りとか、

あるいはある程度の期間を決めて、利用者の

ニーズに応えながら実際に運行しています。
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天童市もそうです。そういった形で、その路

線バスと組み合わせたりとか、そういったこ

とも考えるべきではないのかなと思います。

ただ机上の調査研究だけやっていたら、ずっ

とこの何年間、この路線バスの運行経路にな

っているのか分かりませんが、11年かその辺

になっていると思いますが、その辺、答弁い

ただけたらうれしいです。よろしくお願いし

ます。 

○阿部委員長 「宇野まちづくり推進課長」 

○宇野まちづくり推進課長 地方バス路線維持補

助金につきましてでございます。こちらにつ

きましては、公共交通会議で路線の変更など、

こういった場合はここの場で会議をさせてい

ただきます。ただ、こちらは民間事業者さん

が運行するバスでございますので、こちらの

変更については直接民間事業者さんが運輸局

のほうに申請して変更していくというものに

なってございます。したがいまして、公共交

通会議の中で変更について云々かんぬんとい

う話はあまり出てこないというふうになって

まいりますけれども、民間事業者さんの努力

といいますか、我々もこれに対して利用者が

少なければ補助金をたくさん払わなければな

らないので、より利便性のある路線にしたい

と思いまして、こういったところの見直しも

していきたいと思っています。 

   あとは、便数などもあるんですけれども、

乗っていない便とか、そういったところの減

便できないかという検討はさせていただきた

いと思いますが、こちらは寒河江駅前谷地線

ですね、こちらは実は赤字の半分が国からの

補助も入ってございます。その国からの補助

が入った、除いた額を寒河江市さんとうちの

ほうで折半しているというような形になって

ございます。こちらのほう、全て仮になくな

ったと、民間事業者さんで撤退するというふ

うになった場合、これを私たちのこの町と隣

の市さんで持てるかというと、非常にここら

辺も計算していかないと駄目かなと思います。

非常に大きな負担額になっていると思います。 

   あともう一つ出ているのが、河北病院から

公立病院ですね、稲下のほうを回って、こち

らのほうは国の補助が入っていませんけれど

も、こちらは河北、村山、東根さんと広域的

にわたるものでございます。こういったもの

もありますので、こういった市さんと話をし

ながら、どういったものがいいかというのは

進めていく必要があると思います。一方的に

補助金を出さないというようなこういった選

択肢は、ちょっと今の段階では厳しいのかな

と考えます。 

   あともう一点、町営バスのほうでございま

すけれども、先ほどありましたように、朝行

って、やはり病院に行って診察が終わって帰

ってくる便がない。こういったお悩みはあろ

うかと思います。今おっしゃっていただいた

ように、デマンドにするにはやはり相当の人

件費もかかってくるというようなお話もござ

います。こういったところも検討はさせてい

ただいております。 

   我々のほうでもいろいろな事例、ほかの市

町さんでやっている事例がございますので、

こちらを参考にしながらこの町に合ったもの

が、どれがいいのかというのを、試験的なも

のをさせていただきながら移していきたいと

思っています。その試験的なするものに当た

って、今の町営バスを見直す必要がございま

すので、そういったところも含めて今具体的

に、昨年度から引き続き今年度に入って検討

させていただいているというような状況でご

ざいます。 

○阿部委員長 「６番東海林信弘委員」 

○東海林委員 最初のほうの地方バスの補助金と

いうことで、撤退するとかしないとか、そう

いった話とか、相手方の努力目標とか、その
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会議ではないと、なされていない。しからば、

そういったところでこちらから、行政側から

そういった話題も出してもおかしくはないと

思います。補助金を出している以上、こうい

った形で努力してくださいとか、いやいやも

っと利用を増やすにはどうしたらいいべねと

か、そういった話で寄り添った話をしていっ

て、どんな方法があるのか。 

   ただ今度、ここではまだ議決されていませ

んけれども、民間のバスの運行経路が変わる

ということもあって、また今度運賃もかさ増

しして経費もかかる、また補助金も上乗せに

なる。そのいたちごっこばっかりで、なかな

かいい方策とは思えない。そんな感じがしま

す。その辺もやっぱり町長、副町長、何か対

案があって、どんな考えで今後やっていくと

か、補助金の考え方とかあれば。 

   あとは、もう一件のほうにつきましても、

やはりそういったデマンドとか、そういった

いろいろな方策がある、検討している、昨年

から引き続き、本年度３年度もやっていると

いうことなので、その辺の本当にやる気があ

るのか、ないのか。運行を見ていると分かる

と思うんです。どのぐらいの経費で、ただ100

円を得るのに1,200円かかるとか、個々のお金

だけの問題ではない。さあ、皆さん、口を酸

っぱくして、なるほどそうおっしゃいます。

しからば、そういった町民のためにそのバス

が本当に役に立っているのか。そういった視

点から、やっぱり本当に皆さんのためになる

ような運行をしていただければなと思います

が、いかがですか。 

○阿部委員長 「森谷町長」 

○森谷町長 先ほど来、この町営バスの運行改善、

2,000万円近く運行にお金をつぎ込んで運行

しているわけです。この通勤・通学の部分、

あと通院、買物、そういったニーズ、それぞ

れ路線ごとにも違う状況があります。そうい

う中で、やる気があるのかということですけ

れども、本当に大事なテーマだと思って、歴

代の課長には頭を痛めてもらっています。 

   その中でなかなか具体的なものが出てこな

いではないかということですけれども、２つ、

私は今までのところ担当課長のいろんなアン

ケートを取ったり、あるいはいろんな費用対

効果の2,000万円が生きる対応というものを

いろいろ模索してもらっている中で、これは

山交バスさんのほうの路線バスもそうなんで

すけれども、やはり利用実態が、先ほど吉田

議員が乗って、いろんな需要を直に聞いたと

いうこともありましたけれども、要は年間こ

れだけ運行してこれだけ経費がかかって、乗

っていただいて収入がこれだけあった。そこ

の実態は当然数値としては出てくるわけです

けれども、その利用の実態ですよね。 

   どこからどこ、どういう方々の利用、時間

帯、そういったところのデータが、本当はし

っかりする必要はないのかもしれませんけれ

ども、なかなか数値的な面で、感覚的にこの

時間帯は利用が少ないとか、そこは分かる、

実態は把握しているんですけれども、具体的

な時間のダイヤ、あるいは料金体系、あるい

は運行経路、そこの改善に直結する利用実態、

あるいは改善方策につながる実態の把握とい

うのがなかなか今のシステムの中では困難な、

これは怠っているということではなくて、も

っとやる気になれば、お金をかければ実態を

把握することは可能ですけれども、なかなか

今のシステムの中では難しい部分があるとい

う状況です。 

   また、アンケートも実態に即して本当に、

先ほど机上のアンケートではという話ですけ

れども、当然路線バスは維持してほしい、な

くなると困る、そういったニーズについての

把握はあるんですけれども、具体的な路線に

ついてどういうふうに改善していけばいいか
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という町民の方々のそういったニーズを、具

体的な路線に反映する検討というのはやはり

非常に難しいというか、手間がかかるという

か、そういう意味で非常に歴代の課長、担当

含めて、私としては一番今頭を悩ませてもら

っている部分です。 

   ただそういう中で、例えば今回、河北病院

まで山交バスさんの路線、あるいは時間帯を

若干変更する。そういったことも含めて、ま

ずできるところはこの12月１日、あるいは近

日中にニーズを伺いながら、できるところは

やっているところです。本当に抜本的という

か、単に路線バスをどうするかという改善だ

けでなくて、ほかのいろんなやり方で皆さん

共通していますけれども、河北町に合う足の

確保、非常にコンパクトですし、ということ

があります。そういう中で総合的に今検討し

ていく必要があるということで対応を進めよ

うとしているというのが現状であります。ご

指摘の点は受け止めさせていただきます。問

題意識は、全く私も担当課長も同じだと思っ

ております。 

○阿部委員長 「６番東海林信弘委員」 

○東海林委員 先ほど私の発言で、やる気がない

ということで、大変失礼しました。ちょっと

言い過ぎたかなと反省しています。やはり、

机上でやっているというのもいいんですが、

やっている、やっているばかりではなくて、

段階的に何をこうやったらこうだったとか、

こういったことのフローチャートみたいなの、

何にも示されてないから何もやっていないよ

うな気がしているんです。だから、そういっ

たものを提示していただかないと、あとはア

ンケート取ったって、私たちにそのアンケー

ト、前見せてもらったかどうかちょっと私も

記憶ないんですが、そういった形でこういっ

た意見もありますよとか、そういった形で町

民の皆さんに寄り添っていかないと、やっぱ

り机の上だけで考えだけではいい案は浮かん

でこないと思います。 

   ただ、そうするとこういった形で路線バス

について、誰でも昔から言った空バスとか、

そういった話も出てきますし、ましてやこの

路線バスは変わった点が１点ありまして、朝

７時便、通学・通勤の方が谷地の町内、本町

を中心としたら地方からこう集まってくるよ

うに画期的な時間帯にやってくださったのは

記憶しています。それは本当に感謝している

ところです。 

   ただ、今度そこからどこかに行く場合、東

根とかそういうのに行くのはいいんですが、

ここから谷地に行って、私たちの部落の話で

すけれども、寒河江に行くとか、そういった

話も何かちょっと不自然な話でして、やっぱ

りそういった意見のアンケートをどのように

利用していい対案を示せるか。試行錯誤して

やっぱり試運転とか、そういうふうなことを

していかないと、なかなかこの問題は難しい

と思っています、私なりに調べても。 

   そういうふうなことで、やっぱり無理難題

を押しつけるわけでもありませんが、やっぱ

り町民の生活を、安心安全な生活を守るため

にも、やっぱり公共交通機関というのは必要

ですし、民間にとらわれず、町としてもやっ

ぱり努力していかないといけないことの課題

ではないかと思います。終わります。 

○阿部委員長 以上で６番東海林信弘委員の質疑

を終わります。 

   次に、「９番丹野貞子委員」 

○丹野委員 私からは、７点質疑をさせていただ

きます。 

   まず、１点目ですけれども、決算書56ペー

ジ、成果で29、２款１項５目企画費です。移

住・定住の推進というところで、一戸建ての

住宅を借り上げて、お試し移住住宅のことで

すけれども、令和２年度は４人の方の利用が
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あったとあります、成果に。今まで移住・定

住の方が来て泊まられて、河北町のことを体

験しているわけですけれども、この方たちの

中で、今後河北町に住みたいとか、そういう

ふうな問合せとか予定があるのかどうか。そ

の成果が表れているのかをお聞きします。 

   ２点目は、56、57ページ、成果で31、２款

１項５目県外学生帰省自粛生活応援事業で、

150人の方に93万5,680円ということで、つや

姫５キログラム、肉そば４人前を送ったわけ

ですけれども、去年は本当にコロナで学生さ

んも帰ることもできない、アルバイトもでき

ないということで、町としても本当にいいこ

とをしたなと思っておりますけれども、この

送り方といいますか、ことと、それからその

反応はどうだったのかということ。きっとふ

るさといいなと思って、本当にありがたいと

思ってもらったと思うんですけれども、その

方たちの反応というものとか、ご家族の声な

んかはどうだったのか。 

   そして、また今後、コロナの状況が続いて、

その学生さんたちがやっぱりアルバイトがで

きないとか、そういうことがあった場合、こ

の状況はもう少し町で続ける考えがあるのか。

そういった場合、やはり私も一般質問をしま

したけれども、女性の学生なんかはやはり生

理の貧困とか、月々1,000円かかるといいます。

そういうふうなものの出費などもあって、そ

この中に生活応援という意味で加えてはいか

がかなと思うんですけれども、そういうとこ

ろのお考えも聞きたいと思います。 

   それから、３点目ですけれども、決算書の

63、成果44、２款２項２目町税徴収専門員の

ことですけれども、議案調査をしたところ、

町税管理費の中で、納税者対策というものの

中で、今年は預金の差押えということで、昨

年よりも95件増えて235件だったということ

で、その差押えが増えて納税計画などに頑張

っているといろいろご苦労話などをお聞きし

ましたけれども、この中で町税徴収専門員の

方が今２名いらっしゃるわけですけれども、

その方たちの活躍というものがあろうかと思

いますけれども、職員の研修というものは計

画の中にありましたが、こういう徴収専門員

の方たちというのは、実際現場に行っていろ

いろする中でいろんなことも言われて帰って

くるだろうと予想されますが、その方たちへ

の研修というものはあるのでしょうか、して

いるのでしょうか。 

   ４点目ですけれども、68ページ、成果で55、

３款１項１目社会福祉費です。福祉のまち育

成事業ということで、ボランティアの育成事

業の中に福祉推進委員の設置というものがあ

りまして、予算をつけて令和２年度から頑張

ってくださっていると思うんですが、この108

地区の中で72地区のところにもう福祉推進委

員さんがいるということで、大変すばらしい

なと思うんですけれども、去年の災害のとき

にやっぱり民生委員さんとか推進委員さんの

ご活躍はあったかと思うんですけれども、こ

の辺の中でその福祉推進委員さんの活躍とい

いますか、民生委員さんと福祉推進委員さん

の関係はどうだったのか。今後、72地区にあ

るんですけれども、108あるわけですから、あ

と20、30地区ぐらいにどうやって増やしてい

くのか、そういうふうな計画もお聞きしたい

と思います。 

   ５点目は73ページ、成果の65、３款１項４

目です。高齢者の居場所づくり事業で、溝延

地区の、４か所目の高齢者の居場所づくりで

すけれども、昨年2020年から１月の中で福祉

課のほうで計画をして、さわやか財団の方々

を呼んで何回も会議をして、溝延地区で立ち

上げたわけですけれども、それで旧溝延幼稚

園に新しい溝延の居場所づくりの設計費がつ

きましたけれども、この推進状況といいます
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か、それから今どのようになっていて、今後

どうなるのかをお聞きしたいと思います。 

   それから、６点目は85ページ、成果の81、

４款１項２目の予防費、予防接種事業の子宮

頸がんワクチンでございます。本当にワクチ

ンの効用性というものはコロナでももちろん

ですけれども、この女性の健康を守るという

ことで、この子宮頸がんワクチンは2020年度

厚生労働省のほうでもやはりまた推奨といい

ますか、始めておりますけれども、令和元年

は１人だったものが、令和２年度は８人の接

種をしたというふうな成果に載ってあります。

私も一般質問をして、女性の健康は大事だと

いうことで、まず女生徒のうちに子宮頸がん

ワクチンを打って健康を守ろうということを

しましたけれども、令和３年度はどのくらい

の接種状況なのかをお聞きします。 

   ７点目ですけれども、決算書86、成果が88

で、４款１項２目です。生ごみの密閉処理機

の容器の設置補助金ですけれども、このたび

の一般質問にも、生ごみの減量対策というこ

とでいろいろな生ごみの処理機があるのでと

いうことで、たくさんのいろんなことをした

らたくさんのまた違う処理の方法があるので

はないかということでありましたけれども、

要は生ごみの減量対策というもので、河北町

から生ごみの量を減らしましょうというのが

一番だとは思うんですが、町民の方に聞きま

すと、河北町で生ごみがいっぱい出されてい

て、税金が使われているので、その共立のほ

うに処理といいますか、そういうふうなもの

が出されているということがよく分からない

方もいて、そんなんだったら私たちももっと

頑張らなきゃいけないみたいな、やっぱりま

だその啓蒙・啓発というものが行き届いてい

ない。もっとこう漫画でもいいから町民の方

に、いろいろなパンフレットみたいなのは出

ていますけれども、なぜその生ごみの減量に

取り組まなければいけないかということをも

う少し分かりやすくＰＲをしていったほうが

いいなと私は感じています。 

   それで、ずっと私、議員になってから、旧

の婦人会さんたちの声もあって、そのときに

は前は電気の密閉処理機の補助もあったかど

うか分かりませんが、ずっとその今の使われ

ている生ごみの密閉処理機の購入の補助しか

なくて、なくなりそうなときに私、議員にな

ったんですけれども、婦人会さんたちも頑張

ってずっと細々と続いてきていて、平成30年

は１機、令和元年はゼロ機、全く補助がなく

なるというところまで来たんですけれども、

担当課の努力によって５機、金額にすると１

万5,000円ですけれども、やはりそういう町民

の方が自分で買って生ごみの堆肥作りをして

みようといったその経過というものを、私は

すばらしいなと思っております。 

   ですので、この担当課のほうでもこういう

ふうな継続性のあることをやってきたという

のは非常に評価をしたいと思いますし、これ

からもその継続は力なりですので、細々とで

もやっていくとまた広がっていくということ

もございますので、この件についてもちょっ

とどのような考えを持っているのか。今後の

そのＰＲの仕方、そういうのをお聞きしたい

と思います。課長も替わってしまったので、

またこういう同じあれがあるかと思いますが、

また新しい課長もいろいろ勉強されていると

思いますので、ぜひお答えを願いたいと思い

ます。 

○阿部委員長 「宇野まちづくり推進課長」 

○宇野まちづくり推進課長 まず１点目、56ペー

ジ、２款１項５目企画費の中で移住・定住の

お試し住宅でございます。昨年度４人の実績

ということでございました。成果といいます

か、この中で４名の方のうち、お一方が実際

に春から河北町のほうにお住まいでございま
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す。農業をやりたいという方が研修中という

ことで、河北町にお住まいになったというこ

とでございます。 

   あと、２点目の同じく２款１項５目県外学

生に関連してでありますけれども、こちらは

発送先としましては、一番多かったのはお隣

の宮城県でございますね。150件のうち43件ご

ざいました。そのほか関東圏ですね、神奈川、

東京、こちら辺が２桁ですね。あと新潟も多

ございました。新潟も２桁、18件のものを送

っております。反応ということでございます

けれども、お礼のメールなども頂戴しており

ます。何件かいただいて非常にありがたいこ

とで、肉そばが恋しいなど、こういったあり

がたいお礼のメールなども何件かいただいた

というところでございます。 

   今後につきましてということですけれども、

今年度については町としましてはこの事業は

今のところ実施する予定はございません。た

だ県のほうでつや姫５キログラム、これをお

届けする事業を今月いっぱいのお申込みとい

うことでやっています。町としましても、県

のほうに直接申し込むわけですけれども、こ

れを９月１日の広報で配布させていただいて

いるところでございます。 

   一番あと最後の質問になりますけれども、

86ページ、４款１項２目生ごみ密閉処理機の

ことでございます。やはり、皆さんのわずか

に毎日ちょっとでも減らすというこの努力が

積み重なって、年間のごみの減量につながっ

ていくというこういう考えではおります。委

員おっしゃっていただいたように、クリーン

ピアのほうに出す負担金もごみの案分費もご

ざいますので、こういったところが少し関わ

ってくるというのは非常に大切な視点だと感

じております。 

   ごみの減量についても毎年広報でＰＲは、

対策について、昨年度などは結果などもお知

らせしながら、ごみの量なども具体的にお示

ししながら、毎日30グラム減らしてください

ねなど、具体的な広報はさせていただいたと

ころでございます。 

   生ごみ密閉処理機につきましては、昨年度

は少し条件を緩和させていただきまして、10

年以上前にやっていただいた方はもう一回使

えるよというような緩和をさせていただきま

した。そういったこともありまして、昨年は

５件という実績でございました。こちらは今

後も継続させていただきます。さらに、機種

の種類ですね。こういったものももっとこの

補助金の中に増やせないかという検討も今年

度中にさせていただきたいと思ってございま

す。 

   以上でございます。 

○阿部委員長 「矢作税務町民課長」 

○矢作税務町民課長 決算書63ページの町税管理

費、会計年度任用職員報酬でございます。こ

こで一般会計のほうで１名、あと国保の会計

のほうで１名ということで、合わせて２名と

いうふうな、支出先についてはそれぞれの会

計ごとで１名ずつということになっているこ

とを申し添えます。 

   会計年度任用職員、ここでの町税徴収専門

員でありますが、滞納した方について訪問を

重ねて、その滞納者との信頼関係というもの

を築きながら、幾度となく通い詰めて、その

滞納分について納付していただくということ、

あとさらには、滞納なさっている方を中心に

訪問する関係で、その方の情報等の収集とい

う面でも非常に活躍をしていただいておりま

す。その情報の収集が結果的に差押えの件数

につながったり、そういった形ではあるかと

は思いますが、お二方でないとまずできない

ということでの人間関係、これまでやっぱり

いろいろとケースいっぱいあるんですが、こ

の方、お二方ですね。研修というか、そうい
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ったものを受講しているのかということでご

ざいますが、お二方とも非常に年度更新を何

回か経ての方でございますので、まず非常に

ベテランに近い方でありますので、内容につ

いては大分深く知り得ているという方でござ

います。 

   それで、研修についてはまず基本的には新

規に替わったときには研修は行うんですが、

まれになんですが、県のほうで研修会等があ

るときがあります。そういった場合には折を

見て参加しているという状況でありますので、

そのベテランのお二方でも全く研修に出てい

ないということはないんですが、日程に都合

がつけば県の研修会とかには参加をしている

という状況でございます。 

○阿部委員長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米健康福祉課長 まず、69ページの３款１項

１目福祉のまち育成事業委託料の中には、こ

れは社会福祉協議会に委託しているところで

はございますが、その中には福祉推進委員の

設置についても委託させていただいておりま

す。まず、この福祉推進委員につきましては、

町と福祉協議会で折半しながら活動費を支給

させていただくという形で、昨年度から実施

させていただいたということでございます。 

   河北町の民生委員49名しかおりません。よ

って、各地区に１人ではちょっと足りないと

いうことで、１人の民生委員で３地区、４地

区も見ているところもあるということもござ

います。そういったことで、区長さん、ある

いは民生委員さん、そしてこの福祉推進委員

の３人によって、それぞれ地域の見守り活動

を実施していきたいというような目的の下に

させていただいたところでございます。 

   現在、108地区中72地区の設置ということで、

できるだけ民生委員さんがいない地区では、

本当は男性１人、女性１人の２人を出してい

ただくようには区長さんにはお願いしている

ところでございます。なかなかできないとこ

ろは１人でも結構ですということでお願いし

ているところではございますが、昨年が60地

区でございましたので、何とか12地区は増え

ているということでございますので、成果は

少しずつ上がってきていると思っております。 

   災害があったとき、あるいは日射病等で暑

くなったときなんかも声がけ、基本的には独

り暮らし老人等高齢者世帯の声がけ、見守り

というのが中心になっておりますので、そう

いったときには民生委員さんと一緒に大変活

躍されているというようには聞いているとこ

ろでございます。 

   続きまして、３款１項４目、73ページの高

齢者居場所づくり事業でございます。委員が

おっしゃるとおり、溝延地区、町内４か所の

設置ということで、昨年度、設計委託をさせ

ていただきまして、今年度早々と発注をいた

しまして、せんだって完成検査で完成を見た

ところでございます。 

   中身的には大変コンパクトにつくりまして、

旧溝延幼稚園を活用させていただくわけです

が、玄関も別にさせていただいております。

前庭の雑木等もあったんですが、そこを伐採

しまして入りやすいようなそういった形を取

らせていただきまして、今月の21日、一応溝

延地区の皆様方に隣組回覧で内覧会を実施さ

せていただくというようにさせていただいて

おります。案内が行っているかどうかちょっ

とあれですけれども、そういうことで会員を

募りながら、現在も会員の人たくさんいるん

ですが、さらに増やしていきたいと思ってお

ります。ちょっとコロナの関係もいろいろと

溝延地区でありましたので、10月１日から本

格的な実施をしていきたいとは考えていると

ころでございます。 

   続きまして、４款１項２目予防費の定期予

防接種ということの子宮頸がんワクチンでご
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ざいます。委員もご存じのとおり、子宮頸が

んワクチンにつきましては、何年か前にちょ

っと私も詳しくはあれですが、11歳から14歳

だったかと思いますが、その関係でワクチン

接種を勧奨させていただいたところでござい

ますが、全国的にその副作用といいますか、

結構ございまして、急遽中止になったという

経過がございます。そういった中で、ただ子

宮頸がんの感染者というのが全国的にまだ増

えているのが現状でございます。 

   そういったことで、町としての立ち位置が

なかなか難しいところではあるんですが、国

等からは積極的な勧奨は控えましょうという

ことになっているところでございます。現在、

そのようになっております。ただ、この時期

に来て、先ほど申し上げましたけれども、感

染者が増えているような状況の中で、まずは

お母さん方に全く知識がない方もいらっしゃ

るというような話でございますので、対象と

される年齢の方々にはそういった情報だけは

提供させていただいているというような、昨

年から実施しているところでございます。 

   よって、昨年接種８件ということであった

ところでございます。今年度につきましては、

今のところ、子宮頸がんワクチンはコロナと

同じで２回か３回接種だと思っております。

筋肉注射と同じなんですが、現在延べ33件の

方が接種されているということでございます。

現在、10人の方が接種されている。件数的に

は33件という形になっております。 

○阿部委員長 「９番丹野貞子委員」 

○丹野委員 ありがとうございました。 

   それでは、１つ目からですけれども、移住・

定住について、１人がお住まいになっている

ということで、このやっていることの成果が

あっていいなと思いますし、今後もずっと住

み続けていただいて、またこの事業を進めて

いただいて、せっかくのそのお試し移住をし

て体験のおうちも借りているわけですから、

ぜひここも進めて、河北町に新しい方が住ん

でいただけるよう頑張っていただきたいと思

います。 

   今はコロナなんですけれども、令和３年度

あたりのその利用状況なんかはどうなのか。

先ほど聞けばよかったんですけれども、その

状況も今後の予約とか、そういうのもお聞き

したいと思います。 

   ２点目の県外学生帰省の自粛生活応援券と

いうのは、本当に肉そばが恋しい、ふるさと

が恋しいということで、多分本当に喜ばれた

んだなということでいい事業だったなと思い

ます。今年は県のほうでやられているという

ことで、私がちょっと思い描いているような

女性学生への生活応援というものはちょっと

無理、ここのところでは無理だなということ

で、また何かいろいろ質問を別な機会に考え

たいと思います。ここは分かりました。 

   ３点目、町税徴収専門員の研修ということ

で、時間があるときに県の研修とかに行って

いるということなんですけれども、これは自

分で、何か今の課長の答弁からすると、こう

いう日程があるからここに行ってくださいと

か、日程を決めて上のほうからお勧めしてい

るのではなくて、何か専門員さんが自分でこ

の研修に行こうかなとか、そういうふうに聞

こえたのですが、そうではなくて、きちっと

この日程があるのでここに行ってこいとか、

そういうふうなことで研修をされているのか、

そこのところをお聞きしたいと思います。や

はり日程が決められていないとなかなか行け

ないだろうと私は思ったので、そこをお聞き

します。 

   ４点目の福祉推進委員ですけれども、私が

厚生常任委員会にいたときに、民生委員の方

から何としてでもその民生委員とのお話合い

があったときに、私たちだけではやはり足り
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なくて、その推進委員がいると助かるんだと

いうことで、当時の厚生の文教常任委員会の

中でもいろいろと、ああそうだなという必要

性を感じまして、その人たちにもやはりその

報酬が少しでもあったほうがいいということ

で、町のほうでは福祉協議会と一緒になって

この福祉推進委員さんへの報酬も出して頑張

っていただいているということで、令和元年

は60地区だったのが、令和２年は72地区に推

進委員さんがいて、民生委員さんの方々と一

緒に頑張っておられるということで、これは

すばらしい成果だと思いますし、やはり、今

民生委員の成り手もいないということで、こ

ういう方々に、推進委員になっていただいた

方々にもしかしたら次に民生委員さんになっ

ていただけるということもあろうかと思いま

すので、今は72地区ですけれども、やはり全

地区に常に推進委員さんがいるようにしてい

くと、民間委員になる方にも次は民生委員に

なるという心準備もあろうかなとも思います

ので、ぜひこの福祉の推進委員さんの育成と

いうものは続けていただきたいと思います。

そしてまた、本当に高齢者の見守りとかもあ

ると思うので、そういうふうな方がいるとい

うことは本当に地区でも心強いですので、ぜ

ひこのまま進めていただきたいと思います。 

   ５点目の高齢者の居場所づくり、旧溝延幼

稚園を改築しまして、10月１日からそちらの

ほうで始められるということと、９月21日に

内覧会があるということですけれども、私こ

う見ていまして、本当に溝延地区のこの居場

所づくりの設置につきましては、担当課のや

り方がすごくうまかったなと思います。溝延

地区は意外にあまり居場所づくりとか、そう

いうふうに行くような気質でないかなと私思

っていたんですね。高齢者のおばあちゃんた

ちは割と働き者の人が多いし、溝延地区は農

家さんとか大きなおうち、広い庭とかもあっ

て草取りとかそういうのが割と好きな人たち

がいて、何かそういうお茶のみの場所なんて

いうのはあまり必要ないのかなと思っており

ましたが、やはり最近ではそういう場所も必

要だという声もあって、それを福祉課で取り

上げて、皆さんを集めて、最初なんかは50人

も集まって話を聞いてね。やっぱり必要だと

いうことで、今溝延のセンターでリピーター

の方、六、七人が毎回来ているようですけれ

ども、とても喜ばれております。 

   もし、そういうふうな10月１日から始まれ

ば秋にもなりますし、ちょっと夏は自分のお

うちの仕事という人も来て、どんどん利用し

てくれるのではないかなと、とてもいい場所

になるのではないかなと思っております。こ

の福祉課の進め方というものに感謝を申し上

げまして、私も地区の方々にこういうのがで

きたから皆さん利用しましょうということも

やりたいと思いますので、今後もどうぞうま

くいくようにご指導をお願いしたいと思いま

す。 

   ６点目の子宮頸がんワクチンですけれども、

勧奨はしないということですが、やはり先ほ

ど言ったように、知識がちょっとまだないと

いう方も、保護者の方おられると思いますの

で、やはり正しい知識を皆様に周知して、そ

れでその上で女性の健康を守るというところ

に進めていただきたいと思います。 

   ７番目の生ごみなんですけれども、私、前

も職員の方にご相談したんですけれども、そ

の生ごみの密閉処理機、これからもいろいろ

その種類を増やして、補助金出して皆さんか

ら使っていただこうという計画のようですけ

れども、ただ補助しただけではなくて、どう

いうふうに使っているのか、そのようなこと

を取材して、追跡取材みたいなことをして、

私はこういうふうに使ってこんなきれいな花

を咲かせているとか、そういうのも写真に撮
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ってきて、それを広報に載せて、楽しみなが

ら堆肥の利用促進といいますか、そして生ご

みの減量もやっていくというふうな、そうい

うちょっと楽しいようなこともお知らせをし

ながらご協力をいただくというのがいいので

はないかと思うんですけれども、このことに

ついていかがでしょうか。 

○阿部委員長 「宇野まちづくり推進課長」 

○宇野まちづくり推進課長 １点目、企画費の移

住・定住の中でのお試し住宅、今年度の実績

ということでございます。これまで２件、お

二方、実績がございます。ただ、コロナが悪

化しまして、緊急事態、あるいはまん延防止

措置、こういった対象地域から来ていただく

というのは今のところご遠慮していただきま

すので、今後の予約は今のところはないとい

う状況でございます。 

   あと、86ページの４款１項２目生ごみ処理

のことでございますけれども、いいご提案を

いただいたと思ってございますので、検討さ

せていただきたいと思っております。 

○阿部委員長 「矢作税務町民課長」 

○矢作税務町民課長 町税徴収専門員が参加して

いる研修の内容でございますが、あらかじめ

日程が示されておるような研修に参加をして

いるという状況でございます。 

○阿部委員長 「９番丹野貞子委員」 

○丹野委員 ありがとうございました。いろいろ

と分かりました。まず、徴収の専門員の方に

はちゃんと日程を決めて参加させていただい

ているということなので、今後もぜひ、息抜

きにもなるかと思いますので、続けていただ

きたいというふうに、いや、息抜きといいま

すのは違います、メンタルのほうでやはり常

日頃の徴収専門員さんのお仕事というものは

本当に想像するに大変な仕事だなと思います。

毎日毎日いろんなことを言われているんだろ

うと思いますので、そういう研修を受けて、

心をきれいにしてまた頑張っていただきたい

という意味でで、そういうことでございます。 

   それから、移住・定住の申込みのことは分

かりました。 

   そしてまた、生ごみのことですけれども、

先ほどみたいな提案も見ていただいて、ＰＲ

をしていただければいいなと思っております。

何より一番は水切りですよね。いろいろ面倒

くさいと思う人がいっぱいいると思うんです

ね。やっぱり水切りを一晩すると、そのごみ

ステーションでごちゃごちゃした袋がなくな

るという感じが、まずは水切りを一晩しまし

ょうという広報が大事で、次に生ごみを堆肥

化しましょうという順番になるんだと思いま

すので、いろいろ考えて、とにかくその負担

金も減るよということで、いいことを頭に浮

かばせながら、ぜひＰＲをして生ごみ減量対

策をやっていただきたいと思います。 

   終わります。 

○阿部委員長 以上で９番丹野貞子委員の質疑を

終わります。 

   次に、「10番木村章一委員」 

○木村委員 48ページ、１款１項１目の議会費の

議会中継システム業務委託料に関連して、成

果説明書では14ページにライブ中継と中継録

画に対するアクセス数のグラフがあります。

平成27年度からのグラフがありますけれども、

当初はライブ中継よりも中継録画を見るほう

が多かったのですが、最近では令和２年度で

はまさに逆転して、ライブ中継が１万2,000

件ほど年間で、中継録画が931件ということで

逆転したと。１万2,000件近くのライブ中継、

今こういった生の中継を多くの方々がご覧い

ただいている。定例会４回で割ると１回平均

して3,000件ぐらいのアクセスがあると。１日

に平均してどのぐらいの数になるのか。 

   傍聴においでいただく方々も河北町は結構

おいでいただいていますけれども、１回の定
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例会に3,000人はおいでいただかないので、か

なりの方々がネットで、河北町議会でどんな

質疑をしているんだろうとご覧いただいてい

るんだなと。議員として大いに緊張して励み

として頑張らなければいけないなんていうふ

うに思うところなんですけれども、それで、

これがどんどん増えているんですけれども、

こういう動向というのは河北町だけなのか。

近隣の市町でも議会中継システム導入されて

いますが、どんな動向かですね。何か把握し

ているところがあったらちょっと教えていた

だきたいと思います。 

   それから、52ページ、２款１項３目会計管

理費でありますけれども、前からお聞きして

いるんですが、町民の方々から徴収方法につ

いて多様な方法で徴収していただけないかと

いうようなニーズがだんだんと強くなってい

るという状況ですが、こういった例えばコン

ビニ徴収など、県内の自治体ではどのぐらい

のところが取り組んできているのか。一番近

い数字、どんなふうに把握しているか教えて

いただきたい。 

   それから、82ページ、３款２項５目認定こ

ども園費、何回かお聞きしておりますけれど

も、認定こども園の整備事業費補助金が２か

所に支出されていると思うんですが、そのそ

れぞれの施設ごとの内訳と、さらにそれぞれ

の認定こども園での正職員と臨時職員数など

はどうなっているかお聞きしたいと思います。 

   以上、お聞きします。 

○阿部委員長 「後藤防災・危機管理監兼総務課

長」 

○後藤防災・危機管理監兼総務課長 １款議会費

の議会中のインターネット配信、ライブ中継

録画のアクセス状況についてのお尋ねであり

ますけれども、こういったシステムを使いま

して、広く町民の方、市民の方に見ていただ

いている自治体はあまたあると思いますけれ

ども、その状況については詳しいところは把

握してございません。 

○阿部委員長 「岸会計管理者兼会計課長」 

○岸会計管理者兼会計課長 会計管理ではありま

すけれども、会計課が事務局となっておりま

す収納対策会議というのがございます。関係

課が構成員となって協議をしているものであ

りますけれども、まず全体的な今現状での河

北町民の方の収納方法については、ずっと以

前から口座振替を推進してきた効果もありま

して、税等に関しては約７割の方、年金から

の特別徴収も含めまして約７割の方が口座振

替等で収納になっている。他市町村と比べれ

ば非常によい収納率につながっているのかな

と感じております。 

   そういった中で、やはり残り３割の方、も

ちろん現金で納めたい方もいらっしゃいます。

もしくは現金でしか収納できない方もいらっ

しゃると思います。そういった中で、多様な

収納の方法について、コンビニ収納とかクレ

ジット決済、もしくはキャッシュレス、スマ

ホ決済とか、いろんな収納方法あろうかとも

運ですけれども、メリットとしましてはやは

り24時間納めることが可能だというのが最大

のメリットであると。 

   デメリットを言えば、いろんな経費、手数

料の負担、あとは事務の増加などが考えられ

るというデメリット、メリットも含めて協議

しておるところでありますけれども、まだま

だ結論には達していないところでありますけ

れども、国においてもデジタル庁というのが

発足されております。そういった中で、町民

とのそういったネットワークのつながり、も

しくはその収納方法についても一部検討、推

進していく必要があるなということで話合い

は行われているところであります。少なくと

も、町民にとって利便性のある効率的な収納

方法を考えるべきであるなとは認識している
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ところでございます。 

   その多様な収納方法の近隣といいますか、

県内の導入状況でありますけれども、コンビ

ニ収納については、令和３年度導入予定も含

めまして、23市町村が導入もしくは予定して

いるような状況でございます。あと、クレジ

ット収納につきましては、３つの市が導入済

みであると。あと、キャッシュレス決済につ

きましては、７市町が導入もしくは導入予定

だという情報は仕入れているところでござい

ます。 

   以上であります。 

○阿部委員長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米健康福祉課長 ３款２項５目の83ページ、

認定こども園整備事業費補助金2,259万4,651

円の内訳でありますが、あいこども園が1,123

万9,889円、ひなのこども園が1,135万4,762

円となっております。 

   正職員等の採用状況でございますが、人数

等はちょっと具体的に把握しておりません。

あいこども園については、今年度、今まで臨

時だった方を正社員として採用したという話

は聞いております。ただ、今後子供の人数等

が少しずつ減ってきている状況の中で、経営

等については少し大変なところもあるのかな

とちょっと一言、声があったというのも事実

でございます。 

   以上です。 

○阿部委員長 「10番木村章一委員」 

○木村委員 議会中継システムで、近隣の自治体

の各議会がどんな状況かというのは、当局で

はちょっと分かるんなら調べておいてほしい

というふうに申し上げておいたんですが、調

べられなかったと。議会で自ら勉強するとい

うことなんでしょうか。分かりました。 

   ただ、本当に想像を超えるほど、アクセス

数ですから、例えばこの議会、今日なんかも

同じ人が熱心に見るんだったら、朝一番に行

っていて休憩のときちょっと休んでなんてい

うので、同じ人が５回とかぐらいになるので、

実数としてはもっと何分の１と減るとは思う

んです。でも、傍聴者から見ると非常に多い

方々が議会をしっかりとご覧いただいている

なということで、いい質疑をしっかりしなけ

ればいけないと思います。 

   それで、多様な徴収という点で、コストが

かかるということなどでなかなか踏み切れて

いないんですかね。令和３年度中の予定も含

めて県内で23市町村、村の行政も含めてコン

ビニに徴収などに切り替えていると。口座振

替に関しては70％なので、残り30％ぐらいの

人が現金だったりそれ以外のことなので、こ

の辺はコストだけでなくて、納めやすい町外

からも固定資産税などは納める方もいらっし

ゃって、郵便口座からの伝票を入れて、それ

でどうぞということはしているようですが、

町外に行って郵便局が遠いなんていうとなか

なか苦労もされるんだと思うんですが、そう

いったことも含めて多様な徴収という点では、

先ほど議論があった熱心なその払いにくい

方々からの徴収というのと併せて、早めに多

様な徴収についても結論を出して踏み切って

いくということが必要なんではないかと思う

んですが、その辺はどう考えていますか。 

   それから、認定こども園について、あいこ

ども園のほうで臨時職員から正職員に切り替

わった方がいるという動きもあるようですけ

れども、そもそもこの整備事業費補助金とい

うのは、何度か申し上げていますが、この施

設を運営する法人を募集して、その募集要項

になくて、募集が終わった後に町がおまけで

追加した補助金で、そもそもそういう補助金

をやっている県内の自治体なくてですね。そ

の分は保育料収入、これは町からの保育料の

保育運営補助金ですかね、そういったもので

十分に返していける部分なので、こういった
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補助金をもし出すんなら、子供たちや保育士

さん方の待遇改善に生かすべきものなんでは

ないかという私、考えをずっと思っておりま

して、その動向をずっと注視しているわけな

んですが、そういった点ではぜひやってもら

いたいという意向をさらに強くしたというこ

とであります。 

   ２点目だけ、多様な徴収についてどうなの

かだけ、もう一度お聞きしたいと思います。 

○阿部委員長 委員長から申し上げます。 

   10番木村章一委員の質疑の途中ですが、昼

食のため午後１時まで休憩します。 

     休 憩  午前１１時５１分 

     再 開  午後 １時００分 

○阿部委員長 休憩を解いて再開します。 

   10番木村章一委員の質疑を続けます。 

   「岸会計管理者兼会計課長」 

○岸会計管理者兼会計課長 多様な収納が進まな

いのはどういったことが原因かというような

ご質問であります。収納対策会議そのものが

未納者対策といいますか、生計が滞っている

方、もしくは新たな未納者を出さないという

のが主眼になっているところでございます。

しかしながら、今後、デジタル化が進むであ

ろう、進んでいる自治体も間違いなくありま

す。そういった、先ほど申し上げましたけれ

ども、町民の利便性、もしくはサービスの向

上、収納率には直結はしないかとは思うので

すけれども、そういった環境の整備が必要で

あるなという認識は持っているつもりでござ

います。 

○阿部委員長 「10番木村章一委員」 

○木村委員 以上、質疑終わります。 

○阿部委員長 以上で10番木村章一委員の質疑を

終わります。 

   次に、「11番石垣光洋委員」 

○石垣委員 それでは、質疑をさせていただきま

す。 

   最初に、56、57ページ、２款１項５目地域

おこし推進事業費747万円についてお伺いし

ます。地域おこし協力隊員はおおむね１年以

上３年程度地域で生活し、地域協力活動に従

事ということですけれども、令和２年度、そ

の隊員のポジションはどんなものだったのか。

どんなことをしたのかお聞きしたいと思いま

す。 

   関連してですけれども、隊員１人当たり400

万円で報償費等が200万円、その他の経費が

200万円を上限と理解しておりますけれども、

これらに２人分ということで747万円だと思

います。どのような活動を行ったのかお伺い

したいと思います。 

   それと、隊員の任期の延長についてお伺い

します。町の判断でしょうけれども、町の一

定の基準というのはどのようなものかお伺い

します。 

   あと、会計年度任用職員という立場なんで

しょうけれども、派遣先、団体からの要請が

あって町が選定したのか。先ほどお尋ねした

ポジション、どんなことをしたのかと関わる

ことなんですけれども、地域おこし協力隊員

を派遣している、町から派遣しているという

ことですので、町がその派遣先を選定した後

についてですけれども、町の判断した過程・

基準はどうだったのか、お伺いします。 

   次に、62、63ページ、２款２項２目賦課徴

収費過誤納還付金513万円についてお伺いし

ます。内容は、納め過ぎとなった町税や延滞

金が生じた場合、納税義務者へ還付すること

だと思いますけれども、この主な発生要因と

してお伺いします。税額変更、誤納付等が考

えられますけれども、令和２年７月関連なの

かもお伺いしたいと思います。 

   次に、52、53ページ、２款１項１目地域振

興総合交付金についてお伺いします。区長会

費の中の地域振興総合交付金ですけれども、
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この交付については一括交付なのか、確認の

ためお伺いします。 

   あと、この一括交付であれば様々な事業内

での科目の中の流用など、柔軟になされるこ

とができると思うんですけれども、そのこと

についてのご見解をお伺いします。 

   あと、各区から上がってくる決算報告につ

いて、総会等の資料、確認書などあると思い

ますけれども、どこまでの範囲で町としては

求めているのか、お伺いしたいと思います。 

   あと、それに付随してですけれども、ほか

の目的等、いろいろほかの事業が資料による

と区加算事業としてありますけれども、それ

らも含めて他の目的等に使いたいとか、ほか

の事業を行いたいとか、そういうふうな各町

内会からの要望等があれば、その新しい事業

の補助について求められた場合の判断等、ど

のようになるのかお伺いしたいと思います。 

   次に、70、71ページ、３款１項２目障がい

者福祉費、障がい支援区分判定審査会委員報

酬とあります。区分判定については、障がい

者支援区分認定等、事務費の一般財源化が平

成28年より行われたと認識しております。認

定事務にかかる経費として医師の意見書の作

成料や認定調査委託料などはあるんでしょう

けれども、山形県の場合は一次判定から二次

判定の変更が、一次判定からに比べての変更

が、厚生労働省の資料を見ると、30％ぐらい

が二次判定の際に医師の審査会の判定で区分

が変わるということです。それだけ審査会の

調査が具体的に行われているんだろうと考え

ます。それで、認定の有効期間についてお伺

いしたいと思います。 

   次に、４款１項２目、84、85ページです。

予防費の予防接種費の中で風疹についてお伺

いしたいと思います。風疹の予防接種につい

てお伺いしたいと思います。 

   この中で、風疹は今新型コロナウイルスが

発生しておりますけれども、風疹もすれ違っ

ただけで感染するような感染症と認識してお

りますけれども、日本は風疹の流行国なのか

ですね。四、五年ごとに流行するんだと思い

ますけれども、非常に感染力の強いウイルス

であり、症状も合併症など重篤することを考

えれば、町民に対する説明等、結構必要なん

ではないかと思います。資料によると、風疹

の抗体検査、そのほか接種事業等やられてお

りますけれども、重篤化することを考えれば、

コロナと同じですけれども、ワクチン接種な

されていない方に対する広報や説明等、どの

ようになされているのかお伺いします。 

○阿部委員長 「宇野まちづくり推進課長」 

○宇野まちづくり推進課長 初めに、56ページ、

２款１項５目地域おこし推進事業費でござい

ます。初めに、事業費のほうでございますけ

れども、事業費につきましては財政措置がご

ざいまして、その上限が470万円となってござ

います。これは以前、委員おっしゃったとお

り400万円でありましたけれども、会計年度任

用職員という身分もありまして、470万円まで

の限度額が上がっております。内訳としまし

ては270万円がいわゆる報酬、そういったもの

に使えるもの、200万円がその他経費というこ

とで使えるというようになってございます。 

   また、任期でございますけれども、１年以

上３年未満ということでございます。町とい

たしましてもこの期間内でと考えてございま

す。 

   昨年度の本町の地域おこし協力隊の活動内

容でございますけれども、昨年につきまして

は、インバウンド支援のための１人と、あと

は５月からでしたけれども、ベニバナ関連と

いうことでお一方、計２人の活動でございま

す。インバウンド系につきましては、こうい

ったコロナ禍ではございましたけれども、情

報発信などをさせていただきました。またベ
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ニバナ活性化事業に関しましては、ベニバナ

を使った「紅こぎん」というものを立ち上げ

させていただいたところでございます。なお、

年度末に地域おこし協力隊の活動報告会など

も実施させていただいたところでございます。 

   このポジションといいますか、どういった

観点で取っていくかということでございます

けれども、この町に必要だと思われるところ

について募集をして、採用しているというよ

うなところでございます。あくまでも町の会

計年度任用職員でございますので、町が必要

とする事業について募集をかけ、採用してい

くというような考えでございますが、なお、

任期の延長については国の要綱であります３

年未満となってございますので、それ以内で

それ以上の延長は今のところは考えていない

というところでございます。 

   あと、続きまして52ページ、２款１項１目

地域振興総合交付金でございます。こちらに

つきましては、一括の交付ということでござ

います。なお、支払いについては、令和２年

度の申請額と令和元年度の実績ですね。令和

元年度に申請したものと実績の差額が生じて

まいります。その差額を令和２年度の申請額

にプラスマイナス差引きをして一括してお支

払するというような内容でございます。 

   なお、この総合交付金につきましては、事

業メニュー化されておりまして、区の基本事

業ということでありますけれども、そのほか

いきいきサロン、あるいは安全安心の地域づ

くり、美化活動、こういったものの事業が決

まってございます。そちらについて申請、あ

るいは実績に応じて交付するというものでご

ざいます。なお、新規の事業など、必要なも

のがあれば随時検討して盛り込んだりという

のは可能と考えてございます。 

   今年度の話でございますけれども、令和３

年度になりますけれども、新たな事業、例え

ば雪対策の事業ですとか、こういったメニュ

ーも今年度は盛り込ませていただいたところ

でございます。 

   以上でございます。 

○阿部委員長 「矢作税務町民課長」 

○矢作税務町民課長 決算書63ページの２款２項

２目の町民税賦課業務費の中の過誤納還付金

513万円ほどになりますが、通常、過誤納還付

金そのものというのは一旦納付していただい

た後に減額の変更がありまして、それを例え

ば申告によるものでありますとか、減免であ

りますとか、あとは税額の更正でありますと

か、そういった要因のときに減額の変更が生

じた場合に納め過ぎとなった税金をお返しす

るというものであります。また、一旦納めて

いただいて、また二重に納めていただいた、

納め過ぎていただいた場合、そちらの場合も

誤納という形でこちらについてもお返しして

いるような状況でございます。 

   令和２年度につきましては、７月の豪雨に

関連するものとして減免の対象となったもの

についてここの中に入っていたと記憶してお

るところでございます。 

○阿部委員長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米健康福祉課長 71ページの３款１項２目障

がい者福祉費の障がい支援区分判定審査会等

の関係でございますけれども、これについて

は西村山１市４町で共同で障がい者区分の判

定を実施しているところではございます。新

聞等報道で判定が何か厳しい状況というよう

なそんな話もちょっと聞いたところでござい

ますが、実際どういった状況なのか私も具体

的には把握していないところではございます。

この有効期限につきましては、そのものによ

っていろいろ違うわけでございますが、個人

差がありますが、１年から３年の間というよ

うになっているところでございます。 

   続きまして、４款１項２目予防費の中の定
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期予防接種ということで、風疹の予防接種と

いうことでございます。これにつきましては、

３年ほど前からですけれども、昭和37年から

53年生まれの方が風疹の抗体率が低いという

ことで、その期間に生まれた方に対して集中

的に風疹の接種をお願いしてきたところでご

ざいます。一応３年間で年齢区分を分けなが

ら実施はしているということで、今年度最終

年度ということになるわけでございます。オ

リンピックの年度までにその風疹の抗体率を

上げたいということでの国の政策の中で実施

させていただきまして、対象者にはご案内を

差し上げたということになっております。 

   この風疹については、症状的にはそんなに

大きな症状には出ない。ただ、妊婦さんが感

染しますと子供に影響を与えるというような

ことから、妊婦さんへの任意接種というのも

進めさせているところではございます。 

○阿部委員長 「11番石垣光洋委員」 

○石垣委員 ありがとうございました。 

   それで、地域おこし協力隊、これまで何名

かおられたと思います。定住化された方はお

られるのか、お伺いしたいと思います。 

   あと、先ほど地域おこし協力隊員は町の事

業として町の必要とするものについてという

ご答弁でした。こう言ってはなんですけれど

も、町が各団体から要請を受けて、その事業

内容について関わりのない、はっきり言えば

経営に携わらない形での地域おこし協力隊員

の派遣などができるのか、お伺いしたいと思

います。 

   なぜ聞くかというと、この前、資料という

か、金曜日までの期限で資料を読ませていた

だきました。報告書がありましたけれども、

2,800万円の事業費ですか、それを使って商工

会のほうに報告書が上がってきたと思います。

それを一覧させていただきましたけれども、

その中に地域おこし協力隊の利用みたいなこ

とが書いてありましたので、今ご答弁いただ

いた町の事業に必要とするものというご答弁

でした。だとすると、事業会社でもいいんで

すけれども、町が事業会社から地域おこしに

ついて事業計画なり事業を募集して、その事

業について町の判断で地域おこし協力隊員を

派遣できるのか、お尋ねしたいと思います。 

   なぜ聞くかというと、ちょっと検索してみ

たら、そういうことをやっている市なんかも

あるみたいなので、当然要綱等厳しいものが

ありますけれども、河北町として可能なのか

どうか、お聞きしたいと思います。 

   以上です。 

○阿部委員長 「宇野まちづくり推進課長」 

○宇野まちづくり推進課長 これまで隊員を卒業

した方というか、任期期間過ぎた方が５名ほ

どおりますけれども、そのうち１人、河北町

の町に定住なさって、農業関係でございます

けれども、お一方定住していただいてござい

ます。 

   あと、地域商社の例を挙げていただきまし

て、そういったことでありますけれども、今

のところ、そういった一般の事業者の方から

募集してというようなやり方はやっておりま

せん。町の事業として必要であるという考え

の下、地域商社に関連するもの、これも必要

であるというふうな考えの下、地域おこし協

力隊というものを活用していくというような

方向性で考えているというようなところでご

ざいます。 

○阿部委員長 「矢作税務町民課長」 

○矢作税務町民課長 先ほど、過誤納還付金のお

尋ねのところで、ちょっと間違って説明をさ

せていただきました。訂正いたします。 

   先ほど、７月豪雨での災害に関したものが

入っていたということで理解しているという

ふうな説明を申し上げましたが、実際にはそ

の金額に関しては税額更正ということで入っ
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ていなくて、基本的には過年分の住民税、法

人税分の還付というものが非常に大きな割合

を占めていたということになります。訂正し

ておわび申し上げます。 

○阿部委員長 「11番石垣光洋委員」 

○石垣委員 ちょっと理解不足なので、もう一度

お願いしたいと思います。 

   地域おこし協力隊を事業会社が派遣しても

らう場合、その地域おこし協力隊員の仕事内

容、あるいは地域に対する地域おこしの貢献

度などを考えて、地域おこし協力隊員をその

事業会社に派遣することができるのかという

ことで、もう一度お尋ねしたいと思います。 

○阿部委員長 「宇野まちづくり推進課長」 

○宇野まちづくり推進課長 派遣という考え方は

ございません。あくまでも会計年度任用職員

として町の任用職員でございます。それに合

って、その事業に即した業務をしてもらうと

いう考えでございます。 

○阿部委員長 「11番石垣光洋委員」 

○石垣委員 町の事業としてということでした。

ただ、そういうのを事業会社に派遣した場合

ですよね。会計的には町の事業としては見ら

れないんではないかと思いますけれども、そ

の点についてのクリアするような考えという

のはどういうことなんでしょうか。これから

出てくる問題だと思いますので、各委員会で

もこれから議題にはなると思いますけれども、

ここで基本的考えとして会計的に疑問を持た

れないような基準、考え方をお示しいただき

たいと思います。 

○阿部委員長 「宇野まちづくり推進課長」 

○宇野まちづくり推進課長 この地域商社という

話が出てきましたけれども、これは非常に町

としても大事な事業ということで、交付金も

導入させていただいた事業でございます。こ

れはこの中に町としても必要な事業がござい

ますので、そういった観点から地域おこし協

力隊の業務としているわけです。ほかには、

例えば農業の受入れ協議会、こちらのほうに

１人今つけているわけですけれども、こちら

も新規就農者の支援であったり、町の農業、

担い手、こういった観点からさせていただい

ています。 

   あとは、昨年からの引き続きでインバウン

ド事業、これも町として大事な戦略でござい

ます。観光分野でございますので、こういっ

た観点からさせていただいて、あとはベニバ

ナの活性化という観点で１人、会計年度任用

職員として採用させていただいているという

ようなことでございます。 

○阿部委員長 「11番石垣光洋委員」 

○石垣委員 観光協会と町の実質100％の団体で

すので、そこら辺は理解はできますけれども、

町が100％出資していないところからの要請

によって町が地域おこし協力隊を採用すると

いう形になるのではないかと今の答弁を聞く

と思うんですけれども、最初から目的ありき

で採用する場合に、ほかの市のホームページ

を見ると、そういうこともできるように要綱

や書類とか審査請求とか申請書類とかいろい

ろ載っているところ、市ではあります。ホー

ムページなんかでも載っています。ですが、

河北町のホームページを見るとそんなのは載

っていないし、どういうふうにするのかなと

思って今日質問しました。 

   あくまでも町の必要とする事業ということ

でご答弁でした。これからどういうふうにな

るかまだ分かりませんけれども、この点につ

いては委員会でも質問していきたいと思いま

す。終わります。 

○阿部委員長 以上で11番石垣光洋委員の質疑を

終わります。 

   次に、「12番細矢誓子委員」 

○細矢委員 それでは、質問いたします。 

   初めに、２款１項１目一般管理費、決算49
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ページ、成果16ページです。先ほど、２番議

員の方も質問されたと思いますけれども、時

間外勤務手当5,337万8,251円、こちらは決算

書、成果のほうでは6,394万8,000円と上げら

れておりますけれども、この数字の違いとい

うのはどのようなことなのか、ちょっとお聞

きをいたします。 

   それから、２款１項５目企画費、地域開発

事業費、決算55ページ、成果27ページ、地域

公共交通データ構築負担金10万円です。これ

はどのような事業のものなのかということを

お聞きいたします。 

   それから、４款１項２目予防費、決算85ペ

ージ、成果も85ページ、栄養改善事業費です。

90万円、食生活改善推進協議会の補助金、町

民の食生活改善に協議会と一緒に努めている。

協議会設立40周年記念レシピ集作成というこ

とで300冊、17万4,900円も出ておりますけれ

ども、この事業、この団体が今期で解散され

るというふうな説明を受けました。この団体、

町民の皆様には大変貢献度が高かったと思う

んですけれども、その解散される理由はどの

ように把握されているのか、お聞きいたしま

す。 

   もう一点、４款１項３目環境衛生費、決算

87ページ、成果87ページ、不法投棄防止対策

で業務委託料が130万円で、その説明の中に減

免ごみ排出量というのがありまして、ボラン

ティアによるもの１団体、回収量60キログラ

ムで、もう一つが不法投棄物回収業務委託に

よるもの、町内全域で回収量が3,030キログラ

ム、こういうふうに説明がありました。この

ボランティアによるというところのボランテ

ィアはどのような団体さんなのか。まず、そ

こをお聞きします。 

○阿部委員長 「後藤防災・危機管理監兼総務課

長」 

○後藤防災・危機管理監兼総務課長 ２款１項１

目の一般管理費の時間外勤務手当の額と成果

に関する説明書の額の違いということであり

ますけれども、成果に関する説明書の中には、

一般管理費として6,394万8,000円上げられて

おりますけれども、この額につきましては、

決算書の一般管理費の時間外勤務手当の額と

休日勤務手当の額を合計したものに加えまし

て、補助事業については各目に時間外手当を

置いているところがありますので、今年につ

いては特別定額給付金、あるいは知事選、あ

るいは国勢調査等があるわけですけれども、

そういった各目に置かれております時間外勤

務手当の額を合計しますと、成果に関する説

明書の一般管理費のページにあります時間外

勤務手当の額と一致するということになって

ございます。 

○阿部委員長 「宇野まちづくり推進課長」 

○宇野まちづくり推進課長 まず、55ページ、２

款１項５目地域公共交通データ構築の費用で

ございますけれども、昨年、山形県におきま

して、県全域の山形県地域公共交通計画とい

うものを策定されております。この中で、公

共交通の可視化、見える化ですね、構築とい

うことで、全ての公共交通の情報、バス情報

とか、民間事業者、あるいは市町村でやって

いるコミュニティバス、全て含めたデータベ

ース化及び見える化、オープンデータ化、こ

れに事業費として1,500万円ほどかかるとい

うことでございました。 

   こちらのほうでは国の財源とあと県のほう

と、国２分の１，県４分の１、市町村で４分

の１ということで、全ての市町村で４分の１

ということで、人口割等で試算して本町は10

万円であったというものでございます。今後、

この地域公共交通計画の中でこの可視化され

たデータを用いて、県全体の公共交通、ある

いはそれぞれの市町村で活用してくというよ

うな事業になってございます。 
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   あともう一点、飛びまして、４款１項３目

不法投棄関係でございますけれども、不法投

棄回収業務につきましては、130万円につきま

しては町のシルバー人材センターさんのほう

に委託をしている業務でございます。減免ご

みの搬入量ということでございます。この不

法投棄で出たごみ、こちらのほうを普通、皆

さん、クリーンピアのほうにお持ちすると有

料になるわけですけれども、町で不法投棄の

分が出たということで減免ということで出し

たごみになります。後で実質的には町のほう

で負担になるわけですけれども。 

   あとはもう一つ、ボランティアによるもの

ということで、例年ですと複数団体ございま

すけれども、昨年度につきましては１団体で

した。昨年度はモガミフーズさんでやってい

ただいております。最上川の河川敷のほうを

清掃した、そういったところから出たものに

ついては、これも同じく減免として町のほう

で負担してごみを出すと、こういう形になっ

てございます。 

   以上でございます。 

○阿部委員長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米健康福祉課長 ４款１項２目の栄養改善事

業ということでございますが、河北町食生活

改善推進協議会につきましては、去年おとと

し、40周年記念ということで設立40周年を迎

えまして、記念事業で講師を呼びまして事業

を実施したところでございます。その成果な

んかも含めまして、昨年度そのお勧めレシピ

ということで記念してレシピ集も作ったとこ

ろでございます。 

   今、委員からおっしゃいました解散すると

いう話は、私はちょっと直接聞いておりませ

んので、それは初耳でございますので、何と

も答えられない状況でございます。 

○阿部委員長 「12番細矢誓子委員」 

○細矢委員 ありがとうございました。 

   では、先ほどの地域開発事業費、交通デー

タというところですけれども、こちらで今年

初めてデータを取られたと思いますけれども、

そのデータの活用みたいなのは、河北町では

どのようにこれからされていくのか、その活

用方法をお聞かせください。それから、先ほ

どの時間外勤務手当のほうは分かりました。 

   それから、食生活改善センターのほうです

けれども、それですけれども、先ほど自分の

勝手な判断でちょっと小耳に挟んだもので、

ついつい口がなんだったんですけれども、や

はりとてもこの事業というのは町民の皆様に

とってはとてもうれしいというか、ためにな

る事業だったと私は把握しております。です

ので、もしですけれども、なくなるというよ

うなことがあったとしたら、やはりこういう

事業を別な形で続けていっていただきたいな

と私の希望としては思います。 

   そこで、レシピ集を作成されたということ

ですけれども、そのレシピ集の活用方法、ど

のように配布をされたのか、その辺のところ

をお聞きしたいと思います。 

   あと、この不法投棄のほうですけれども、

不法投棄の内容もやはり時代によって様々、

不法投棄されるものというのがあると思いま

すけれども、今一番多く不法投棄されるとい

うのは、やはりどのようなものがあるのかと

いう、ちょっと内容についてお聞かせいただ

ければと思います。 

○阿部委員長 「宇野まちづくり推進課長」 

○宇野まちづくり推進課長 まず、２款１項５目

の公共交通データの、公共交通の可視化構築

ということで、オープンデータ化したという

ことでありますけれども、これにつきまして

は、様々な連結とかが見えてくるものだと思

っています。さらに、県のほうではバス事業

者などに今度はどこからどこまで乗ったとい

うような、そういったデータ構築ができるよ
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うなシステムを順次入れていく予定としてお

ります。そういったところで、どういったと

ころにこういった公共交通が必要なのかとい

うのが見えてくるんではないかなと思ってい

ます。町独自としてはなかなか町内だけとい

うふうにはまいりませんので、広域的な観点

で活用ができていくのかなと思ってございま

す。 

   あと、不法投棄の内容でございますけれど

も、具体的に何というデータは持ち合わせて

いませんけれども、やはり家電とかそういっ

たものなどは多く見受けられるようでござい

ます。 

○阿部委員長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米健康福祉課長 健康お勧めレシピ集という

ことで作らせていただきました。まずは、食

改の会員の方100名ほどございますので、そち

らのほうにまずは配布させていただきました。

食の面から町民の健康を守っていくというこ

とで、町内の食材を使った健康的な食品とい

うことで、ホームページにも掲載させていた

だいているということでございます。さらに

は関係機関のほうにも配布させていただいて

おります。また、町民の方で欲しい方につき

ましては、無料で差し上げているところでご

ざいます。300部で少ないのではという監査委

員からの指摘がございましたけれども、必要

であれば増刷していきたいとは思っておりま

す。 

○阿部委員長 「12番細矢誓子委員」 

○細矢委員 ありがとうございました。やはり、

その交通データ構築というのは、やはりこれ

からのこの交通システムというのは広域にわ

たっていろいろ考えるべき時代だと思います

ので、しっかりしたデータの下に、やはり交

通ルールシステムみたいなのをおつくりにな

っていただければありがたいなと思っており

ます。 

   それから、そのレシピ集のことなんですけ

れども、これ寒河江市なんかでは「寒河江の

ごっつお」という本を発行しまして、とても

皆さんに重宝がられているということを聞い

ておりますので、やはり希望すれば頂けると

いう広報みたいなのは、私は知らなかったも

ので、こういう広報みたいなものも何かに出

していただければ、まだまだこのレシピ集の

活用というのが広くなるのかなと思っており

ますけれども、その辺のところをお願いいた

します。 

   あと、不法投棄、やはり時代の背景といっ

てもやはりいろいろあるんでしょうけれども、

なかなか減らないというところに大きな問題

があるなと思っておりますけれども、やはり

この不法投棄、何かこう永遠ではないけれど

も、本当に前からこの問題が上がっています

ので、何かこうしっかりした対策というのが

できないものかなと考えておりますけれども、

その辺のお考えをお聞きします。 

○阿部委員長 「宇野まちづくり推進課長」 

○宇野まちづくり推進課長 この不法投棄監視と

いうことで巡回、こういったものを年間96日

ですか、させていただいておりますけれども、

巡回監視事業に併せて、あとは村山地区の協

議会の中で合同で事業などもさせていただき

ます。やはり、何といいましても、不法投棄

防止の啓発事業、これがメインになってくる

と思います。町のほうでも看板の設置、ある

いは広報による啓発事業などもさせていただ

いています。こういったものを引き続きやっ

ていきたいと考えてございます。 

○阿部委員長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米健康福祉課長 広く町民の方にお知らせす

るという意味合いで、町報等にも掲載させて

いただきたいと思っております。 

○阿部委員長 「12番細矢誓子委員」 

○細矢委員 ありがとうございました。聞きたい
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ことは大体分かりましたので、よろしくお願

いします。ありがとうございました。 

○阿部委員長 以上で12番細矢誓子委員の質疑を

終わります。 

   以上で１款から４款までの質疑を終わりま

す。 

   続いて、５款から８款までの質疑の通告を

求めます。 

   （２番、３番、４番、５番、６番、８番、

９番、10番、12番通告あり） 

   確認します。２番、３番、４番、５番、６

番、８番、９番、10番、12番。落ちありませ

んか。 

   （「なし」の声あり） 

   それでは、「12番細矢誓子委員」 

○細矢委員 ありがとうございます。引き続き、

質問させていただきます。 

   最初に、６款１項３目決算93ページ、成果

103ページ、農業振興費、機械器具費246万

8,400円、説明を見ますと、コロナ感染症拡大

防止のため非接触型体温計を購入し、観光果

樹園や産地直売所などに貸出しし設置するこ

とで、安全に訪れていただけるように対策を

図ったと書いてあります。ここで、購入され

た台数と、多分これはさくらんぼ観光農園み

たいなところに貸し出されたのではないかと

想像しますけれども、その設置された台数と

場所などが分かれば、教えていただければと

思います。 

   それから、６款１項３目、決算93ページ、

成果106ページ、河北町新規就農者定住支援事

業、件数１件で20万4,000円の補助金が出てお

ります。そこの内容とどのような、例えば農

業ですから畑作か、それとも果樹か、そうい

うのにおつきになられたのかという内容をち

ょっとお聞きしたいと思います。 

   それから、６款１項５目、95ページ、成果

110ページ、農地費、施設管理修繕というとこ

ろで、農業施設及び農村公園の急破対策の修

繕を行ったとあります。その修繕を行った箇

所、何か所かあったのかお知らせください。 

   それから、６款１項９目６次産業推進費、

決算98ページ、成果115ページ、農商工連携産

地づくり推進事業委託料600万円です。この活

動の計画に合わせた進捗、活動の進捗状況は

どのようになっているかということをお尋ね

します。 

   それから、６款２項１目林業振興費、森林

環境保全対策事業というところで、木と触れ

合う機会創出事業というのがありまして、74

万1,400円、この事業内容と趣旨についてお尋

ねをします。 

   ７款１項１目、決算98ページ、成果119ペー

ジ、商工総務費、河北創生牽引地域商社支援

事業委託料2,800万円、これは現在のその目標

を立てたあれの進捗状況をお尋ねいたします。

多分、先ほどちょっとお聞きしましたら、資

料が委員会のほうに提出されたということを

お聞きしましたけれども、私もちょっと開い

て見せていただきましたけれども、やはりこ

こで皆さんにちょっとご報告いただければな

と思いまして、お聞きします。 

   それから、７款１項２目商業振興費、河北

発信事業費です。決算103ページ、成果121ペ

ージ、委託料90万円、町の特産品の販売等を

通して、首都圏の住民に対して河北町の魅力

を発信して、町への誘客を図る。町の魅力発

信と販路づくりにつなげると書いてあります。

こちら様々事業のあれがありました。その中

で、「はるばる東日本秋の河北フェア」という

ところの来場者数が、そのほかの事業に対し

てとても人数が多かったもので、これらの企

画の内容とか、どんなものだったのかという

ところをお聞きします。 

   以上です。 

○阿部委員長 「増川農林振興課長」 
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○増川農林振興課長併農業委員会事務局長 決算

書の93ページ、機械器具購入費246万8,400円

でありますけれども、成果に関する調書では

103ページになりまして、これにつきましては、

新型コロナウイルス感染症に伴いまして、主

に観光農園を開設した場合に観光客がコロナ

ウイルスに感染をしているおそれがあるとい

うことで、観光農園のほうに導入を図るとい

うことで、交付金を活用して導入を図ったも

のでございます。 

   しかし、思った以上に新型コロナウイルス

の感染者が多くて、実際には観光農園を訪れ

る方がほとんどいなかったということと、あ

と道の駅で観光案内を行っておりましたけれ

ども、令和２年度につきましては観光農園を

開設する方が、今まで受け入れていた方は受

け入れていますけれども、新たな観光客を受

け入れるということはほとんど行われなかっ

たというようなことでありますけれども、12

台ほど導入しまして、それ以外はいろんな施

設で利用を図ったということであります。サ

クランボの季節が終わってから有効活用させ

ていただいたところで、いろんな公共施設の

ほうでも利用させていただいたというような

ところでございます。 

   あと、同じく93ページの農業次世代人材投

資と新規就農者定住支援事業費に関わる事業

でありますけれども、新規就農者定住支援事

業につきましては１人の方が対象になってい

るということで、その成果については、成果

に関する調書の106ページで説明書きがあり

ますけれども、新しく新規就農した方に３年

度をめどに家賃補助を行っている事業という

ことと、この対象者につきましては、農業次

世代人材投資資金のほうも併せてご利用とい

うか、投資資金を活用させていただいている

というようなところでございます。 

   特に、農業次世代人材投資資金につきまし

ては、指導者といいますか、５年間農業を開

始して投資資金を交付していくわけでありま

すけれども、その中に農業を行っていく上で

アドバイス的な方をお願いして、あとほかに

県の農業技術普及課、あと町のほうなども関

連して、今後につきまして年１回報告書を求

めまして、今後の農家のほうに農業を行って

いく上で相談なりを受けているということと、

あとこのほかに、河北町の新規就農者定住支

援事業の支援団体がありますので、この方に

は農業者の方もいろんなこれまで何十年と農

業をなさっている方もおりますので、その中

で農業次世代人材で交付を受けている方、17

名おりますけれども、このような方も含めて

今後の農業の経営などを支援していって、相

談事にも乗っているというところでございま

す。 

   次に、農村公園のことでございますけれど

も、軽微的な補修ということで随時行ってい

るところで、ドアの補修なども行ったりして、

何か所かあったと思いますけれども、二、三

か所の公園の整備をさせていただいたり、軽

微的な補修をさせていただいているところで

ございます。 

   あと、６次産業推進費になります。農商工

連携産地づくり推進業務委託で、成果に関す

る調書では115ページで説明をさせていただ

いておりますけれども、令和元年度には町長

にトップセールスに行っていただきましたけ

れども、令和２年度に入りまして、新型コロ

ナウイルス感染症などによりまして、香港に

は直接行くことはできないというこの状況が

ありましたので、令和２年度につきましては、

香港の現地コーディネーターによりまして香

港のレストランに、特に河北町産のイタリア

野菜などのＰＲということで売り込みをお願

いしたということになっております。市場調

査を兼ねて行っていただいたというようなこ
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とでございます。 

   その成果につきましては、総務産業常任委

員会の議案調査の折に説明を求められまして、

その成果について議員のほうに今現在、成果

物を見ていただいているというようなところ

でございます。 

   次に、森林環境保全対策事業になりますけ

れども、木と触れ合う機会創出事業などで行

ってございます。森林の持つ豊かな自然を感

じてもらおうということで、緑の大切さを普

及していくというようなものになりますけれ

ども、公共施設にもベンチを設置していくと

いうことで、これについてはこれからの新し

い役場庁舎にも考えているというところでご

ざいまして、このほかに森林の木工クラフト

などの体験教室なども行って、森林の木の大

切さを感じてもらうなどの事業を行っている

というものになってございます。 

   以上になります。 

○阿部委員長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤商工観光課長 決算書101ページ、河北創生

牽引地域商社支援事業委託料の内容でござい

ますけれども、こちらにつきましては、地方

創生交付金を使いまして３年計画で実施する

計画の１年目というふうなことになっており

ます。大きく分けまして３つの事業というこ

とになります。１つ目は河北町アンテナショ

ップ「かほくらし」への関係人口案内所の開

設ということ、もう一つが地域商社、仮称と

しまして、かほくらしカンパニー、かほくら

し社ということで正式に立ち上がりましたけ

れども、その設立に向けた事業、あとは戦略

商品の調査等になっております。 

   １つ目のアンテナショップ「かほくらし」

への関係人口案内所の開設につきましては、

かほくらしを中心に14回の事業を実施してお

ります。内容的にはサクランボを使ってのミ

ニパフェ作りとか、あとはイタリア野菜など

を使って、また奥田シェフの協力をいただき

ながらシェフの料理教室を行ったり、あとは

物販を行ったりしているという事業です。 

   あと、２番目の地域商社の設立でございま

すけれども、こちらにつきましては、コロナ

の影響等もありまして大分遅れましたが、３

月20日にお披露目セレモニーをかほくべに花

プラザで行わせていただきまして、またその

ときにワインの試飲会も行うことになってお

ります。 

   あと、３番目の選択商品でございますけれ

ども、町内産のイタリア野菜、あとは町内産

のワイン、あと町内産のナッツということで

調査計画を立てております。イタリア野菜に

つきましては、一次加工場での商品開発とし

まして、野菜スープやパスタソースなどの商

品開発を行っております。 

   また、ワインにつきましては、ナチュラル

ワイン、オレンジワインということで、デラ

ウェアやマスカットベリーという町内産のブ

ドウを使いまして、南陽の業者さんに協力を

いただきながらワインを造ったり、あとは虎

屋酒造さんにもお願いして約500リットルの

ワインを試験的に造りました。 

   あとは、町内産のナッツにつきましては、

青森のほうに視察等にも行きましていろいろ

研究もして、あとは町内にヘーゼルナッツと

アーモンドの苗木を植栽しております。そち

らにつきましては、収穫まで数年かかるとい

うことですので、今年の収穫はないと、苗木

の植栽だけということになっております。 

   ブドウにつきましても、約50本の植栽を行

っております。試験栽培ということで行って

おります。こちらのほうで今まで栽培してい

なかったネッビオーロ、メルロー、シャルド

ネなどという品種のブドウの栽培ということ

になっております。こちらが河北創生牽引地

域商社支援事業委託料の令和２年度の内容と
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いうことになっております。 

   あと、続きまして、103ページの河北魅力発

信事業業務委託の成果に関する調書の中の

「まるまるひがしにほん秋のかほくらしフェ

ア」１万2,000人ということの内容でございま

すけれども、埼玉の大宮駅前に「まるまるひ

がしにほん」という貸会場がございます。通

常は東日本のほうの新幹線の通る市町村を中

心に物産の紹介・販売を行っている場所でご

ざいますけれども、こちらをお借りして河北

町の販売を行っております。 

   こちらにつきましては、６月27、28日にも

２日間ではございますけれども、サクランボ

の販売もさせていただいているところでござ

いますけれども、サクランボの販売のときに

は小さいワゴンを２つでしたかな、私も行き

ましたけれども、での販売ということでした

ので、私どものほうの来場者が3,000人という

ことになりましたけれども、この秋のまるま

るひがしにほんかほくらしフェアにつきまし

ては、もっと広いスペースを使って大々的に

河北町の商品の販売を行ったということ、ま

た日にちも３日間というようなこともありま

したので、合計で１万2,000人の来場者があっ

たというようなことになります。 

○阿部委員長 「増川農林振興課長」 

○増川農林振興課長併農業委員会事務局長 説明

で漏れたところがありましたので、追加して

説明させていただきたいと思います。 

   決算書の95ページ、農地費の修繕料であり

ますけれども、137万6,271円の実績がござい

ます。この中で、農村公園の説明を申し上げ

ましたけれども、このほかに７月豪雨に伴い

まして、公営工事の農道につきまして土砂撤

去、あと沢畑樹園地の農地からの土砂撤去な

どを行ってございます。このほかに、農道の

修繕事業などを行ったり、あと農村公園のＬ

ＥＤ灯の修繕などを行っているということで、

農村公園の街灯などの修繕を行ったというよ

うなものになってございます。 

○阿部委員長 「12番細矢誓子委員」 

○細矢委員 ありがとうございました。今、つら

つらと私の質問に対してお答えをいただきま

した。 

   それで、先ほど新規就農者定住支援という

ところで、私、例えば畑作に就かれているの

か、それとも水稲に就かれているのか、果樹

に就かれているのかということをお聞きした

んですけれども、そちらのほうのお答えがな

かったので、再度お願いいたします。 

   それで、そこのときの説明に対して、その

方のフォローの仕方を今説明していただきま

した。やはり、移住していただいて、新しい

職業に、農業に就かれるということは大変、

興味を持ってお進みになったと思いますけれ

ども、やはり不安もございますでしょうから、

しっかりしたフォロー体制を組んで、この方

がしっかり定住に結びつけられるような施策

が私はとても大事ではないかと思いますので、

その辺のところをしっかり、そういうシステ

ムを構築されていかれることを希望します。

とても大事なことではないかと思っておりま

す。 

   それから、先ほどの農業振興費で機械器具

のところですけれども、非接触型の体温計と

いうのを12台買われて、いろんなところの観

光農園に置かれたという説明でありましたけ

れども、やはりその時期が過ぎると、その利

用もなくなるでしょうから、それらの器具を

うまい具合にいろんなところで活用されると

いうことも説明にありましたので、やはりこ

れから様々なコロナが改善されて、そういう

イベントなんかがたくさん出てくることを希

望しますけれども、そのときにお使いになる

という方法もあるのではないかと思いますの

で、それらの利用方法をやはりきちっと、せ
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っかく買ったんですから使っていただきたい

な、利用していただきたいなと思います。 

   それから、先ほどの修繕費、分かりました。

それで、その中で、例えばこれを本格的な改

修に進めていく箇所なんかもあるのでしょう

か。そこら辺のところもお尋ねします。 

   それから、農商工連携は分かりました。 

   林業振興も、それはベンチとか何かをお作

りになって、設置された場所というのは分か

るのかな。それとも、あとそのものが今度新

庁舎にも設置されるということで、やはり木

の大切さ、西川町でなんかこれとても大事に

して、学校の机なんかにもお使いになってい

るというふうな紹介記事も読んだこともあり

ますし、今日の新聞にも本立てを木を使って

作りましたという記事もありましたので、や

はりとても子供たちの教育には大事なことか

と思いますので、ぜひぜひお進めになってい

ただきたいと思います。 

   それから、河北発信事業費ですけれども、

とてもコロナ禍で人の移動が大変な時期に

様々なことに取り組まれていることに大変感

謝を申し上げますけれども、やはりアフター

コロナを見据えたいろんな展開、やはり今が

種まき時期ですので、大事な今がチャンスだ

と思っておりますので、そのチャンスをうま

く利用されてこういう事業を展開していくと

いうのはとても大事なことだと思っておりま

すので、頑張ってやっていただければいいな

と思っております。それだけ、今の質問に対

してお答えください。 

○阿部委員長 「増川農林振興課長」 

○増川農林振興課長併農業委員会事務局長 定住

支援に関しまして、その方が就農している経

営体でございますけれども、サクランボを栽

培しているということになってございます。

サクランボということで南部の方なんですけ

れども、その近くの農家の方に指導をお願い

しているというようなことで、農業委員も兼

ねている方ですので、その方を通して特に指

導を行っているというようなことでございま

すけれども、このほかに本人が希望すれば、

受入れ協議会のメンバーからも指導を受けた

り、あと農業をした方からも指導を受けたり

ということで、あとは本人のやり方もあるで

しょうけれども、本人の希望の仕方もありま

すので、広く河北町では支援をしてく体制は

整えているところでございます。 

   あと、器具設置に伴います非接触型の器具

設置費でございますけれども、改善センター

などにも設置をしているほかに、最上のほと

りということで東部の施設のほうにも貸出し

などを行っているということでございます。

サクランボの季節を中心にして、河北町は農

業体験を行っておりますけれども、期間的に

は短い期間になりますので、それ以外につき

ましてはいろんな施設で活用させていただい

ているということになります。 

   あと、農地費の修繕費につきましては、こ

ちらにつきましては一時的な修繕ということ

で、一時的なものということで本格的な修繕

には至らないで済んでいる事業ということに

なってございます。 

   あと、森林環境保全対策につきまして、ベ

ンチ設置など、将来的なものも備えて今現在

は整備をしたということでございますけれど

も、特に子供たちには木と触れ合っていただ

いて森林の大切さを知っていただきたいとい

うことで、森林環境づくり推進交付金を活用

させて準備をしているということと、木工ク

ラフトなどで子供たちにも木に触れ合ってい

ただいて、山の大切さを知っていただくとい

うような事業を行っているというものになっ

ております。 

○阿部委員長 「12番細矢誓子委員」 

○細矢委員 ありがとうございました。大体私が
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教えていただきたいという質問に対してはお

答えいただきましたので、また詳しいことは

個人的にお聞きに行きますので、これで終わ

ります。 

○阿部委員長 以上で12番細矢誓子委員の質疑を

終わります。 

   次に、「10番木村章一委員」 

○木村委員 98ページ、６款１項８目６次産業推

進費600万円余りですけれども、内容的には香

港への農産物輸出の取組の内容かと思うんで

すけれども、この６次産業推進というのでこ

の内容だけでは非常に寂しいといいますか、

農家が加工して販売をするというのが６次産

業化なんですが、一般の農家がなかなかその

ルールに、６次産業化が河北町で進まないと

いう状況があります。それをどうして進める

かと、農家が自らの農産物を加工等するとい

うふうにどうやって進めるかと。 

   加工と言えるかどうかですけれども、きれ

いに包装して、それを出荷して自ら値段を決

めるという点では産直がその役割を果たして

いるので、これは農家がその農作物を加工ま

でして、例えば米をご飯にするとか、かき餅

みたいに加工するとか、そういうふうにして

産直に出すともう６次産業化になるわけなん

ですが、そのための支援といいますか、そう

いった前から申し上げているんですが、例え

ばせっかくできたひな産直のところの加工施

設、あそこに農家が使えるテストキッチンみ

たいなのをやっぱり確保すると。ゼロから造

るというのはなかなか大変でしょうから、せ

っかくできたものを、ＪＡとうまく交渉して

農家も使えるようなスペースを確保するとか、

そういったことがどうしても必要なのかなと

思うんですが、そういった努力というのは進

んできているのかどうか。香港だけが６次産

業化ではないと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

   それから、98ページの６款２項１目林業費、

森の森林クラウドシステムに町も乗っかった

ということだと思うんですね。新庁舎建設に

西里財産区の木材を利用するということをき

っかけに、町内森林の活用が動き出したとい

う状況にあります。今後このシステムを使っ

て、町内の森林をうまく活用して再生すると

いいますか、そのまま使わないんではなくて、

１回使ってもう一度再生させていくというか、

そういった動きをつくるためにこのシステム

が活用されると思うんですが、どんな扱い方

をイメージしているか、お聞きしておきたい。 

   100ページ、７款１項１目商工総務費に起業

支援事業費補助金という項目が今回ありませ

ん。国内最強クラスの起業支援とうたってい

る起業支援が今回取り組まれなかったんです

が、なぜかなと。これに関連して、歳入のほ

うで寄附金、令和元年は1,000万円いただいて

おったんですが、令和２年は100万円の寄附金

になったと。これはどっちが先なのか。いた

だけなかったのでこの事業を取り組めなかっ

たのかどうなのか、ちょっとお聞きしておき

たいと思います。 

   これに関連して、こういった国内最強クラ

スの起業支援をどんどんと進めて、それで町

内外の方が町内で事業を起こしていけるよう

にするようなその事業スペースを確保すると

いいますか、ここでぜひいろんな仕事してみ

ませんかみたいな、先ほどのそのテストキッ

チンのようなものを町も絡んで準備しておく

というようなこともやっぱり必要なんではな

いかなと思うんですが、その辺の考え、検討

など進んでいるかどうかをお聞きしておきた

いと思います。 

   それから、100ページ、７款１項２目のふる

さとづくり寄附事業ですね。令和２年度の寄

附と利子を合わせてでしょうか、12億5,824

万円ほど収入があって、単年度で差し引き、
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年度で先にお金いただいて翌年度に返礼品を

送るなどというんで少しずれることがあるよ

うなんですが、もう単年度差引きでずっと見

ていくと分かりやすいかなと思うんですが、

単年度差引き５億4,967万円ほどの町で使え

るお金ができたというわけなんですけれども、

これをほかの事業への充用ということで、令

和２年度は１億8,113万円ほかに使っている

と。令和２年度末基金残高として16億5,000

万円ほど、ふるさとづくり寄附事業として16

億円ほど基金があるという状況なんですね。 

   これをどう使っていくかという点で、ふる

さと納税が始まる当初、いつまでも当てにで

きる財源ではないと。いつ終わるか分からな

い財源なので、経常事業の財源にしないとい

う方針も一度示されたんです。ここら辺につ

いて、今もそのとおりなのかどうかですね。

その財源担当といいますか、そのふるさと納

税の活用の仕方という点で、ちょっと財源の

ことになるんですが、その方針についてお聞

きしておきたいと思います。 

   それから、102ページ、７款１項４目観光振

興費で、河北町の肉そば店に週末ごとに行列

ができている。コロナのこの時期にもかかわ

らず行列ができているんですね。コロナがち

ょっと強まると行列が少なくなったりしてい

ますが、すばらしいことだと思うんですね。

河北町でお客がどんどんとやってくるなんて

これまでなかったので、これはすばらしいこ

とで、これをぜひちゃんと評価して、どうや

ったらこれができたんだろうかと。今後これ

をさらに続けていく、もっといい方向につな

げていくのにどうするかという評価をちゃん

とするべきだと思うんですね。 

   件数的にも少し、始めたとき、今年からだ

ったら今年はこのぐらいの方々がおいでいた

だいたということを把握するということはぜ

ひしなければいけないと思うんですよ。そば

屋さんはね、何人来たというとちょっと納税

のほうにつながるので、はっきりさせたくな

いというのはあるんですが、町全体として、

町が肉そばを作るのにいろいろとそば研など

にどんどんと支援をして、Ｂ－１グランプリ

で活躍してもらってというのが今のあれにつ

ながった。 

   このそば研の活躍は、そのおかげで県内に

冷たい肉そば屋さんがたくさんできたと。町

外にみんな持っていかれるかと思ったら、や

はり本家の河北町で食べるのが一番おいしい

とか、ぜひ河北町で食べたいということだと

思うんですが、河北町にお客さんがどんどん

来てくださっているという状況をちゃんと把

握して、その成果をどういうふうに生かして

いくか、もっと発展させるかということなん

かもちゃんと評価していくべきだと思うんで

すが、この辺について、担当課だけでなくて

町全体のその地域おこしという観点から思う

んですが、どうなんでしょうか。ちゃんと把

握すべきだと思います。いかがですか。 

   104ページ、７款１項５目動物園費1,100万

円ほど支出しておりますが、この河北町の動

物園は、今後とも多分直接入場料収入などを

求めない施設だと思うんですね。今までそう

ですが、何を求めるかというと、結果として

町のイメージアップとか、それからほかの観

光産業へ人の流れをつくる役割を果たしても

らうというものかなと思うんですね。その辺

の位置づけ、明確にしているのかどうか。 

   リニューアルの計画づくりという中でもそ

ういったところの位置づけを明確に、ここで

入場料収入を取るわけではないと。いっぱい

来てもらったら、その方々に例えば肉そば食

べて帰ってもらうとか、ほかのどこか観光施

設、紅花資料館に寄ってもらうとか、そうい

った流れをつくっていくものかなと思うんで

すね。その辺も見据えた計画づくりは今どう
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なっているのかなと。コロナがあってという

中で少しずれているんですが、どんな状況か

お聞きしておきたい。位置づけと計画づくり

の状況についてお聞きします。 

   104ページの７款１項７目道の駅、町の方向

づけが前年度、令和２年度あたりに方向づけ

が定まったということでありますけれども、

ワイナリーづくりをぜひするんだということ

で、そういう方向で動き出してはおります。

ただし、いろいろ聞いてみると、話をしてい

ると、多くの町民がワイナリーってあり、な

いんじゃないかっていうふうに言う方が非常

に多いんです。町ではもう確信を持ってやろ

うというふうに今なっているわけですが、町

民がやはり理解して楽しみにするような道の

駅というのをつくるんならそういう方向で進

めるべきなので、ワイナリーならそれでこれ

がいいんだと、ここがワイナリーとしてすば

らしいんだというのは町民にはしっかりと説

明して、なるほどと楽しみだと思うようなつ

くり方を発信をする段階かなと思うので、そ

れをちゃんとすべきではないかと思うんです

が、いかがでしょうか。 

   最後です。110ページ、８款２項２目除雪費

ですけれども、対策本部が12月18日に設置さ

れて、大雪の年でした。その中でも路面が出

る除雪、それからタイミングの早い排雪、そ

して高齢者宅などの間口除雪、非常によく頑

張っていただいたと評価しています。ただし、

交差点の見通し確保除雪まで手が回らなかっ

たと。あと、地域に雪押し場、雪置き場など

の確保という点で、やりたいなと思っていた

けれども実際にはそうならなかったというよ

うな課題も残ったかなと思いますが、担当課

としてどんな評価をしているかどうかをお聞

きしておきたい。 

   以上、お聞きします。 

○阿部委員長 委員長から申し上げます。 

   10番木村章一委員の質疑の途中ですが、こ

こで２時30分まで休憩とします。 

     休 憩  午後２時２２分 

     再 開  午後２時３１分 

○阿部委員長 休憩を解いて、再開します。 

   10番木村章一委員の質疑を再開します。 

   「増川農林振興課長」 

○増川農林振興課長併農業委員会事務局長 99ペ

ージ、６次産業推進費に関わる農商工連携と

併せて、農家の６次産業化についてでありま

すけれども、特に農家の６次産業につきまし

ては、木村委員からも再三何度か質問を受け

てきているところであります。それに伴いま

して、町では令和２年度に６次産業化に向け

た農家の取組ということで、協議会をつくり

たいということで計画をしておりましたけれ

ども、令和２年の７月豪雨はじめ、豪雪によ

ります農業被害などもありまして、令和２年

度中にはどうしてもその協議会を立ち上げる

ことはできなかったということで、令和３年

度に立ち上げたいということで、これからに

なりますけれども、後半の残っているところ

で６次産業化に取り組むための協議会を立ち

上げたいと、ことを目標にしているというよ

うなことでご理解をいただければなと思って

おります。 

   あと、農協の加工施設などもあるわけであ

りますけれども、そちらについては農協とも

話し合っておりますけれども、農協では不特

定多数の方が入るのはちょっとできないとい

うことで、その在り方についても農協と相談

させていただきたいと思っておりますけれど

も、協議会を立ち上げて、今年の後半になり

ますけれども、農家の所得向上を目指してい

きたいと考えてございます。 

   あと、森林環境譲与税に関わります山形県

の森林クラウドシステムになりますけれども、

こちらにつきましては、森林の林野台帳、あ
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と林地の土地の情報などをシステムとしてい

くことで、山形県で開発しましたクラウドシ

ステムを令和２年度に導入をしまして、これ

から森林環境譲与税を活用しまして、森林の

整備に努めていきたいと考えてございます。

令和２年度はそのシステムを整備したという

ようなところでありまして、これから令和３

年度にその森林の計画を立てていきたいとい

うことで計画をしているところであります。

令和元年度に予備調査などを行ったところで

ありますけれども、令和３年度に引き続いて

森林の整備を図っていきたいと考えていると

ころでございます。 

○阿部委員長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤商工観光課長 初めに、101ページ、決算書

のほうには載っていなかったんですけれども、

河北町起業支援、起こす業のほうですけれど

も、支援事業費補助金が令和２年度に載って

いないということのご質問ですけれども、こ

ちらにつきましては、実は１件の申出があり

まして審査を行った経緯がございます。その

審査の結果としまして、令和２年度につきま

しては交付なしという形になったということ

になります。 

   また、毎年ご寄附をいただいている方から

100万円ということでしたけれども、毎年私ど

ものほうの起業支援の決定と、あとは学校教

育課のほうで使わせていただいている補助金

の内容が決まりましたら、その年度年度の実

績というようなことのお話を含めてその寄附

をしていただいている方にご挨拶方行ってい

るところでございます。 

   それで、去年のお話合いの中で、使われな

いでその基金に積んでおくのももったいない

話だという話もありまして、次の年の年度当

初で1,000万円あれば事業がすぐできるので

はないかというお話をいただいたところでご

ざいました。ですので、たしか令和元年度の

最後で残った額が900万円ということで、足り

ないのが100万円というお話の中で100万円の

ご寄附をいただいて、令和２年度の当初で

1,000万円ということの話になっているかと

思いますので、今後ともそのような形でもし

ご寄附いただけるのであれば、次の年1,000

万円になるような形でご寄附をお願いしてい

きたいということで話が進んでいるところで

ございます。 

   あと、103ページの肉そば店のお話でござい

ますけれども、こちらにつきましては、この

コロナ禍でありましてもやはり行列をなして

いるときがあるというところは私も見ている

ところでございます。また、こちらにつきま

しては肉そば研究会のＢ－１でのご活躍等も

ありまして、大変感謝しているところでござ

います。また、近年では、地元のユーチュー

バーといいますか、山形県のユーチューバー

の方とかが河北町の肉そばも含めましたいろ

いろな食べ物の動画を発信していらっしゃい

まして、そういった影響、またはＳＮＳ等の

影響もあって、ますます認知度が上がってき

たのかなとは思っているところでございます

けれども、その評価につきましては、何らか

の形で研究していかなければいけないのかな

とも考えているところでございます。 

   あと、105ページの動物園のことでございま

すけれども、位置づけとしましては、やはり

役場脇のそこの今ある動物園を整備していく

ということで考えております。また、お金も

取らないということで考えているところでご

ざいます。位置づけとしましては、町の中心

部にあるということになっておりまして、八

幡宮やいろんなところに近いというところ、

また今後新庁舎ができますと、今までご不便

をおかけしておりました駐車場の問題が解決

になって、またそこのイベントも動物園と一

緒にできるようになるということになります
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ので、そのような形で新しく整備する動物園

についても考えていきたいと思っているとこ

ろでございます。 

   すみません、あと起業支援のほうに戻りま

す。起業支援のほうの起業をする場合のスペ

ースも考えてはどうかということでございま

した。実は、河北町の中心市街地につきまし

ては、委員もご承知のとおり空き店舗が大分

目立っておりますので、以前にも空き店舗調

査を行っておりましたが、大分内容も変わっ

ておりますので、今後商工会と一緒に空き店

舗の調査をしていくということで話合いを今

進めているところでございます。貸店舗にで

きるかどうか等も含めまして、今後整備して

いきたいと考えております。 

   あと、最後、道の駅でございますけれども、

そのワイナリーの魅力につきまして、町民の

方々にもっとＰＲするべきではないかという

お話かと思います。私も当然そのようには思

っておりますが、本来であれば、コロナのこ

の状況でなければ、いろいろな形で昨年度造

りました試作しましたワインについて、皆様

方に試飲をしていただいてそのよさを知って

いただくということをしていきたいと思って

いるところでございますけれども、なかなか

できない状況でございます。ただ、少しずつ

町民の皆様の口に入るような形でＰＲしてい

きたいと考えているところでございます。１

回のイベントとしましては小さいイベントに

なるかもしれませんけれども、何回かに分け

てしていこうということで今動いているよう

でございます。 

○阿部委員長 「須藤都市整備課長」 

○須藤都市整備課長 決算書111ページ、道路除雪

費についてのご質問です。成果のほうが129

ページに記載しておりますように、昨年度、

令和２年度におきましては、降雪の累計で669

センチメートルとこれまでに類を見ない積雪

だったということで、非常に大雪の季節でご

ざいました。そうした中でも、町としまして

は、町内の産業経済活動あるいは町民の生活

の安定の確保という観点から、道路交通の確

保を目的としまして、業者さんにもご協力を

いただきながら着実に実施したというような

ことで、その間、除雪のホットラインなども

設けながら苦情処理なども行っておるところ

です。 

   苦情の内容としましては、一番はやっぱり

町民からすれば自分の家がざぶざぶで日中除

雪してもらえないのかとか、早朝除雪につい

てもっと早く取り組めないのかとか、いろん

なご意見もありますし、あるいは木村委員の

ほうからもお話があったように、交差点の見

通し確保というような観点で、もう少し手を

加えて雪を片づけてもらいたいといった話が

多々あったところでございます。 

   町としましての課題ということでお話があ

ったわけですけれども、まずもって今委託し

ている業者さんの会社の経営者自体も高齢化、

あるいは社員も高齢化、機械も古くなってと

いうようなことで、その担い手といいますか、

そうしたものを仮にこれまでご協力いただい

た方の代わりの方を探すという作業が非常に

今大変な状況になっているところでございま

す。 

   そうしたことから、我々としてはやはり業

者さんとコミュニケーションを密にして、体

制づくりの強化という部分についてはもう将

来にわたる事業ですので、そうした部分で情

報を共有しながら、スムーズにそういった代

わりの対応がすぐできるようなそうした体制

づくりという部分では、ただお願いだけでな

くて町のほうで何ができるのかという部分に

ついて、例えばなかなか初期投資で車両の確

保も難しいというような時代にも入っていま

すので、その辺の町としての体制づくり、あ
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るいはやっぱり若手の従業員という部分が逆

に今やはり建設業界、就業する方々がなかな

か難しいというような部分もありますので、

それは町独自というよりはやはり建設業界全

体の取組として、そうした部分について担い

手を確保するという部分は大きな町以外、全

体での課題でもあろうかと思います。 

   あと、あわせて、今年度から町の総合交付

金などを活用した中で、雪置き場の確保に対

して加算金ということもありますけれども、

やはり除雪をする上で道路脇に雪を置くスペ

ースがあることによって、作業時間帯の効率

性がよくなるとか、そうした部分もあります

ので、そうした部分については区長会、なか

なかちょっと全体での会議というのは今開催

できる状況がないんですけれども、折々代表

者との情報を交換しながら、そうした部分の

雪押し場、雪置き場という確保という部分に

ついて強化して、町の道路除雪がスムーズに

いくように、そうしたものに備えていければ

いいなと私自身課題として捉えているところ

です。 

○阿部委員長 「牧野政策推進監兼企画財政課長」 

○牧野政策推進監兼企画財政課長 決算書のペー

ジでいきますと102ページです。７款１項２目

商業振興費のふるさと納税の関連の質問で、

使い道の質問でございますけれども、ふるさ

と納税制度開始当初は、町へのふるさと納税

の額も少なく、この制度がいつまで続くか分

からないということで臨時的なものがいいの

ではないかというのが多分内部的に話になっ

ていたかと思いますが、その後、制度から年

数が経過しまして、今では数億円という、年

度間で大分増減はあるにしても、億を超える

寄附をいただいているわけです。それをもっ

て様々な事業に活用したほうがいいだろうと

いうことで、財政計画の中でそれをお示しし

て使い道を決めているというような形であり

ます。当然ながら、財源につきまして、その

残高を見据えながら財政計画で検討している

というような状況になっております。 

   以上であります。 

○阿部委員長 「10番木村章一委員」 

○木村委員 ６次産業化は、コロナがあってなか

なか先へ進まないとかいって、その協議会で

すかね、がなかなかできないなんていうのを

ずっとやってきている。そんなに余裕はない

んではないかと思うんですね。既に産直施設

が立ち上がって、だんだんとその固定客も増

えてきているという状況もありまして、その

流れにさらに後押しをする、それが６次産業

化の一つだと思うんですね。河北町の農家が

自分とこの農作物などを使ってそれを加工も

すれば、ずっと付加価値が増えるというふう

になるんですね。 

   そういったところに例えばテストキッチン

などがあってという、そういうことが必要に

なるので、そこには行政の出番があるんです

ね。ここでぜひテストしてみて、よかったら

自分でその場所も造って先へ進んだらどうか

というふうなところの加工場、加工施設をう

まく使う。どうしてもそこが、ＪＡのとこが

駄目なら、また別なところ、どこかスペース

を、まずテストだけであれば、もう今度なく

なってしまいますけれどもコミセンのところ

とかね。そういうところでまず試作はしてみ

ると、売れませんけれどもね。そこで試作し

て自分たちで評価してみてよかったら先へ進

むみたいなことも可能かもしれないしという

ところを、もうちょっとしっかり進めたらど

うかなということをもう一度申し上げておき

ます。 

   それから、林業については、その森林の整

備もあるんですが、やはりその経済活動に参

入する。木材を出荷して動かしていくという

ようにようやく動き出したということですの
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で、その動きをぜひ止めないで動きをつくっ

ていく。西村山の森林組合などとうまく連携

をして、その森林組合は動きやすいような情

報を出していくとか、そういったことになっ

ていくと思うんですが、そういった発想はお

持ちなのかどうか。やっぱり、一回切り出し

てお金にして、またその次の例えばもう一回

植えたり、そういったこともしていくとか、

そういったことなどもやっていくべきだと思

うんですが、そういうふうにしていこうと、

そのプラスになるものとして、この森林クラ

ウドシステムを位置づけているのかどうか、

もう一度お聞きしておきたいと思います。 

   起業支援事業費補助金については、私はそ

れでいいと思います、お金的には。寄附金に

対してはそのようにお願いをして、年度末で

新年度に1,000万円残っていればいいという

ふうなお願いをして、1,000万円まで幾らでも

使えるわけですから、しっかりと残さずにお

願いすると。せっかく寄附しますよというの

を使い切れないというのはもったいない。そ

の中での一つ、今、今日前向きに空き店舗を

調査して、そこで貸店舗にすると。これは一

つの方法だと思うんです。前からも言ってい

たんですが、もう新しく作らなくていい、今

あるやつで条件だけ整備して貸してもらう。

誰かがそれを借りたいと、何々やりたい場所

が欲しいと言ったら、ここが空いてますよ、

こことこことここのうちどこがいいですかみ

たいにしてやれれば非常に話が早く進むと思

うので、そういったことをぜひ進めていただ

きたい。 

   ふるさとづくり寄附のものについては、財

計で示してということで、これまで以前は経

常事業には使わないと言っていたのが、経常

事業に既に使っているということですから、

もう以前に言った経常事業に使わないという

のはもうすっかり変えているということとし

て受け取っていいのかどうかお聞きしたいと

思います。 

   肉そばのお客さんがたくさんおいでいただ

いているということは、河北町の事業の一つ

の成功の形なんですね。そこはぜひそのよう

にこれをしっかり捉えて、それをさらに広げ

ていく。それに何かいろいろ乗っかってうま

く進めていくことも含めてしっかり評価して

いくということは必要ではないかなと私は思

うんですけれども、ただ何らかの形でどのぐ

らい来ているか把握するだけではなくて、捉

えてそれにうまくほかの事業、観光事業とか

何かを乗せていく。お祭りよりは毎週とか毎

日とかお客さんが来てもらえるって非常に経

済効果がトータルで大きいんですよね。お祭

りだと、１回やったその数日間で終わりです

けれども、それよりはずっと経済効果が大き

いものですから、これはしっかり捉えてそれ

に続く、それをもっと大きくする、そういっ

た観点で肉そば店のその行列を捉えるべきで

はないかと思うんですけれども、いかがでし

ょうか。 

   動物園費についても、それに乗っかるよう

なそのリニューアルの計画づくり、何のため

ここに動物園を整備するかと、町として。や

はり、結果として中心部にあるとかいうんで

はなくて、そこはまずはお客に来てもらって、

来たら盛大に、河北町にせっかく来たんだか

らどうしようかというときに、じゃあ河北町

で何か食事していくとか、どこかほかにも見

ていくとかというところの取っかかりにして

いくみたいな位置づけをしっかりと、そこま

でやっていくべきではないかなと思うんです

が、いかがですか。 

   除雪費についてはぜひそういう方向で頑張

っていただきたいと思います。もう一度お聞

きします。 

○阿部委員長 「増川農林振興課長」 
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○増川農林振興課長併農業委員会事務局長 ６次

産業推進費に関わります、農家の６次産業化

についてでありますけれども、再三、議員か

らも質問を受けたりしてきたところでありま

すけれども、農家が個々に６次産業化をして

いるというは事実、河北町でも取り組んでい

ただいているところでありますけれども、こ

れからより発展するためには、話合いの場と

いいますか、有機的に連携していく形で発展

的に進めるためには話合いの場が必要ではな

いかなと思っております。 

   その話合いの場を令和２年度中に計画をし

ていたところでありますけれども、令和２年

の豪雨災害、あと豪雪災害の対策ということ

で、災害に負けた令和２年度ということで、

なかなかその６次産業化のほうの話合いの場

をつくるところまで至らなかったということ

で、令和３年度の後半につくっていきたいと

いうところで計画をさせていただいていると

ころであります。今後、話合いの場をつくっ

て、６次産業化を進めていきたいと考えてご

ざいます。 

   あと、森林環境譲与税につきましては、年

間、河北町に交付されます額は252万4,000円

ほどということで、その特定財源になります

その財源を活用しまして、林業が経済活動と

して再開するために、これまで長い間林業と

いうのがやっぱり日本経済のひずみといいま

すか、なかなか経済成長に伴って日本の林業

が回ってこなかったというようなことがあり

ます。その中でもう一回再生しなければなら

ないということでありますので、その再生す

るためになかなか大変なところでございます

けれども、この経済活動に乗せるために、令

和３年、令和４年ということでアンケート調

査などをさせていただいて、その林業を回せ

るような形で取り組んでいきたいというよう

なことで今計画しているところでございます。 

○阿部委員長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤商工観光課長 肉そば店の件でございます

けれども、今現在の行列をさらに広げていく、

町としての捉え方ということでございますけ

れども、行政としましては、昨年、おととし

になりますかね、48号線沿いに肉そばを中心

とした大きな看板を設置させていただいたり、

また、昨年、新しい肉そば、カツ丼も含めて

ですけれども、その食にこだわったポスター

なども作らせてもらったりして、普及に努め

ているところでございますけれども、今後と

も冷たい肉そば発祥の地ということでＰＲし

ていきたいと考えております。いろんな方法

でどのようなことができるかも含めて考えて

いきたいと考えております。 

   あとは、動物園につきましては、親子連れ、

あとは若い方が中心に来ていただいておりま

すけれども、やはりここの動物園自体はお金

が落ちない施設ということになりますので、

いかに河北町にお金を落としていってもらう

かというようなところも含めて、動物園と関

連づけて今後、研究していきたいと考えてお

ります。 

○阿部委員長 「牧野政策推進監兼企画財政課長」 

○牧野政策推進監兼企画財政課長 ふるさと納税

の財源の使い道ということでありますけれど

も、今現在、実際的に経常的な事業にも充当

している部分はありますが、これから将来ど

うなるかは分からない制度でもございますの

で、あくまでも財政計画の中で検討して示し

ていきたいと考えております。 

○阿部委員長 「10番木村章一委員」 

○木村委員 ふるさと納税の今16億5,000万円ほ

ど基金にあるんですけれども、経常的なもの

に使うこともしたので、ある程度毎年もう出

ていく部分というのはあると思うんですが、

やはりいつまで続くか分からない制度でもあ

りまして、私は例えば新庁舎建設で既にお金
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を借りて返済していったほうが、低金利時代

ですし、有利というか、あと交付税措置され

る部分とか少しですがあるので、そういった

ものは借りるとして、それでも余裕がある部

分については、先に例えばふるさと納税のお

金で借りないで、もうふるさと納税の部分を

何億円か、10億円ぐらい思い切って使って、

ほかの借金を残さないみたいな判断に使って

もいいんではないかと思うんですよ、今のこ

の金額でしたらね。そういったことなんかも

ぜひ検討してみたらどうかと思うんですが、

いかがでしょうか。 

   それと…… 

○阿部委員長 委員長から申し上げます。時間に

なりましたので、はい。 

   「牧野政策推進監兼企画財政課長」 

○牧野政策推進監兼企画財政課長 新庁舎の整備

につきましては、事業計画が新庁舎建設課の

ほうから示されているわけでございますけれ

ども、今のご意見を参考にさせていただいて

検討はさせていただきたいと思います。 

○阿部委員長 以上で10番木村章一委員の質疑を

終わります。 

   次に、「９番丹野貞子委員」 

○丹野委員 私から４点質疑をさせていただきま

す。 

   １点目は、決算書の92ページ、６款で、成

果が103ページです。農業振興費のサクランボ

プレゼント事業委託費ですけれども、成果の

103ページを見ますと、緊急支援サクランボプ

レゼントの事業委託で、新型コロナウイルス

感染症拡大の影響に伴い、飲食店や百貨店な

どが休業し、サクランボの販売単価の低下が

予想されたため、需要創出による単価の低下

対策として町内産サクランボを友好都市の宮

城県石巻市と徳島県藍住町の小中学校へと給

食として、また石巻市、藍住町、災害相互の

応援協定先の愛知県豊山町町内の保育施設の

利用幼児と小中学生およそ２万1,000人分、約

1.3トンをプレゼントし、河北町産のおいしい

サクランボを味わっていただいたということ

で、農家の支援を送ったということですが、

思い出してみますと、昨年のまだ豪雨災害の

前でサクランボも豊作でということで、最初

は石巻の旧河北町のところにサクランボとい

うふうな、石巻に関してはそういうプレゼン

トの話がありまして、議会からもやはり石巻

市全体の小中学校皆さんに味わっていただこ

うということでこういうふうになりましたけ

れども、結果としては791万円の支出になった

んですけれども、その後で庁舎の玄関などに

もお礼状なんかもあったんですけれども、そ

の中でいろいろと課長頑張って決めたことな

ので、なかなかそこの石巻のほうのサクラン

ボ、皆さんにあげるということにはならなか

ったのですが、議会からもやはり同じ子供た

ちだからみたいなことでこういうふうになっ

たかと思って、私はよかったなというふうに

この成果にも書いて、そういうふうな結果が

ありまして、友好の絆といいますか、深まっ

たのではないかなと私は思っているんですけ

れども、課長自体はいろいろと難儀した末の、

しかもいろいろと紅秀峰やら何やらもあって

大変なことだったかと思いますけれども、こ

のことについてどのような感想をお持ちでい

るのかをお聞きしたいと思いますし、また各

送られた先の反応などもあればお知らせ願い

たいと思います。 

   ２点目ですけれども、決算書96ページ、成

果115ページの６款１項８目農業体験交流施

設費ですけれども、指定管理の東部地区です

けれども、この指定管理になっている最上の

ほとりなんですけれども、時々私、向こうの

ほうにどうなっているのかななんて思って行

くんですが、何か閑散としていて、土日する

みたいなことは書いてあっても、何かあまり
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農産物も出ていなくて、すごく私が行ったと

きだけかも分からないんですが、なかなかせ

っかく立派なものが立ってそういうふうな施

設があるのに何かもったいないなと、こうい

うイメージがあるんですけれども、その活動

状況とその今後の見込みということを、令和

２年度の活動状況、それから今後もその最上

のほとりの活用をどう考えているのか。もち

ろん指定管理なので、そこの方々がするんで

しょうけれども、その担当課としてはどのよ

うにしていくのかをお聞きしたいと思います。 

   ３点目は、104、105ページ、成果124ページ

の７款１項６目紅花資料館費でございます。

私たちの所管でございますので議案調査もし

たんですけれども、124の下にあります入館者

数ということで、下のほうに年度別に平成23

年度から令和２年度まで入館者数というのが

ありまして、平成23年は２万371人でずっとこ

う下がってきまして、平成30年は１万5,558

人、令和元年度は１万4,600人、令和２年度は

7,941人で、コロナだったのでなかなかこれは

分かるんですが、調査している中で委員の中

から、これは入館者数と入館料はどうなって

いるんだということで、4,887人の入館料をい

ただいたということなんでしたけれども、そ

の令和元年の１万4,600人と令和２年の7,941

人のこの入館者数に対して、入館料というも

のがもし発表できるのであれば、教えていた

だけるのであれば教えていただきたいと思い

ます。 

   それから、令和２年度のこの入館者数を見

てみましても、10月に1,891人と、それから恋

ひなまつりかと思うんですが、２月が多いん

だなと見ております。だから、このときのこ

のイベントなどが影響しているのかなと思う

んですけれども、ここら辺の分析もお願いし

たいと思います。 

   それから、４点目ですけれども、決算書112

ページ、成果が136ページで、８款２項２目都

市計画費の中の公園管理でございますが、公

園管理もいろいろとあるようですけれども、

この消毒というふうな計画、こういうのは毎

年どのようになって、令和２年度は災害があ

りましたのでなかなかそこまではならなかっ

たかと思いますが、今年などは気候のせいか、

うちの地区の公園などでも、皆さんがアメシ

ロと言うんだけれども、アメリカシロヒトリ

というんですか、今年はその発生がものすご

くて、その消毒の計画に中に入っていなくて

も、そういうふうな民家のそばにあるような

公園はやはり近くのものまでみんなすごく葉

っぱを食べて害が多い虫だなと思うんですけ

れども、こういうときの対応、公園管理とし

てのその消毒などの地域住民からの依頼があ

ったときにはどうしているのかということを

お聞きしたいと思います。 

   以上、４点お願いします。 

○阿部委員長 「増川農林振興課長」 

○増川農林振興課長併農業委員会事務局長 決算

書93ページ、緊急支援サクランボプレゼント

事業でありますけれども、成果に関する調書

では103ページで説明させていただいており

ます。103ページの成果に関する調書をご覧に

なっていただきますと、２段書きになってお

りまして、最初が369万2,540円ということで、

次に422万1,280円ということで２段書きにな

ってございます。 

   最初のほうは６月補正で対処させていただ

いた分ということでやってございます。それ

につきましては、先ほど議員のほうからあり

ましたように、石巻市の旧河北町をはじめ、

徳島県藍住町、あと豊山町、あと我が町の河

北町の幼稚園、あと小中学生などに配るとい

うようなことで計画させていただいた分であ

りましたけれども、２段目のほうの422万

1,280円につきましては、石巻市の旧河北町以
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外の子供たちに提供する分になってございま

す。６月定例議会でいろんな議員の方から質

問を受けまして、専決処分で２段目のほうの

額で執行したということになってございます。 

   ２段目につきましては、小学校につきまし

て、石巻市の状況でありますけれども、小学

校33校、中学校19校、保育・幼稚園などで53

施設などということで、面積もかなり広いと

いうことで、最初、旧河北町のほうに絞った

形にさせていただいたんですけれども、より

広く友好都市の絆を深めるという意味で、石

巻全体のほうに広げて実施をしたということ

であります。石巻市の教育委員会はじめ、旧

河北町の総合支庁の方々からご協力をいただ

きまして、朝に届けたものをその日のうちに

給食などに提供するために、各小学校、先ほ

ど申し上げた多くの小中学校、あと幼稚園、

保育施設のほうに配付しなければならないと

いうことで、本当に大変ご苦労をかけたとこ

ろであります。 

   それに伴いまして、私も石巻市の市役所に

伺いまして、教育委員会に感謝を申し上げた

ところでございます。そのときも、市役所に

ちょうどサクランボも届いているところで、

山積みになっているような状況でありました。

それを配分してもらったということで、結果

的には我が町の河北町のほうにお礼状など、

いろんなたくさんの小中学生の方から感想文

なり、あと絵、手紙などもいただいたという

ようなことで、我が町の正面玄関のほうに飾

らせていただいたというところでございます。

多くの方々からも見ていただいたと思います

けれども、感謝の言葉もいただいたというこ

とと、あとそれぞれの各市町で取り組んだと

ころをテレビ局から放送、撮影されたものを

拝見したところであります。 

   ということで、多くの方から感謝されたと

ころでありますけれども、農家にとっても緊

急支援ということで協力いただいて、農家の

ほうもそれぞれ全部が農家の収入になったわ

けではありましたけれども、さがえ西村山農

業協同組合からも協力いただいて、農家の価

格が暴落するんではないかという懸念があっ

た中で農家からも協力いただいたということ

で、河北町のサクランボの位置づけをそれぞ

れの石巻市、あと藍住町、豊山町にサクラン

ボを届けて我が町の河北町のＰＲができたの

かなと思っております。ということで、河北

町としても河北町のサクランボ、本当に日本

一のサクランボということでありますので、

河北町の存在を示すことができたのかなと思

っております。 

   次に、農業体験交流施設費ということで97

ページにあります指定管理につきまして、最

上のほとりについてでありますけれども、サ

クランボの季節を中心にして最上のほとりを

開設しているということで、サクランボの終

了後、土日を中心にして店舗開設をしている

というところでありまして、サクランボの時

期が終わりますと、やっぱり品数、物が少な

くて寂しいというような思いもさせるところ

でありますけれども、秋には収穫祭というこ

とで、10月20日頃でありますけれども毎年感

謝祭ということで開催しまして、近隣の方々

から来ていただいて、野菜などを買っていた

だいているというところでございます。根菜

類を中心とした地元の野菜を販売しているわ

けでありますけれども、このことにつきまし

ては、農業をやりながら店舗を開設するとい

うことで、両立することはなかなか難しいと

いう中でありますけれども、今後とも自分た

ちで作ったものを販売していただくというこ

とに位置づけて、農家所得の向上を目指して

店舗の品物を多くしていただいて、今後とも

継続していきたいなと、してもらいたいなと

いうような思いで今後とも頑張っていただけ
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ればなということで思っております。 

○阿部委員長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤商工観光課長 105ページの紅花資料館費

についてでございますけれども、令和２年度

と令和元年度の入館料ということですけれど

も、令和２年度につきましては、有料で入館

なされた方、議案審査のときにその場での計

算でしたのでちょっと間違っていたようでし

たので改めて訂正させていただきます。有料

で入館された方が3,578人で、入館料としまし

ては147万3,000円ということです。また、令

和元年度につきましては、有料で入館なされ

た方8,219人で、額としまして368万3,000円ほ

どになっております。 

   また、令和元年度と令和２年度を月ごとに

比較しますと、やはり全体的に令和２年度に

つきましては入館者が少ないという状況にな

っておりますけれども、こちらにつきまして

は４月６日から５月14日までコロナによる臨

時休館を行ったり、また昨年度は３年に一度

の薫蒸の年でありましたので、その期間、６

月に休館させていただいたというふうなこと

も原因の一つにもなっているようです。 

   あと、令和２年度につきましては、べに花

まつりの開催ができなかったというようなこ

とで、やはり７月、本来であれば2,000人ほど

来るところが700人ほどで止まっているとい

うことです。 

   あとは、昨年初めてでございますけれども、

10月にゆるべに市というものを開催しました

ので、そちらのほうで980人ほど、無料の入館

ではございますけれども、来ているという形

になります。 

   あとは、２月に恋ひなまつりを行いまして、

イルミネーション点灯を行いましたけれども、

令和２年度につきましては、新たにそのイル

ミネーションの数を増やしたということもあ

りましたので、令和元年度に比較しまして

1,000人ほど多く来場者があったというとこ

ろでございますが、全体的には半分という結

果になったということです。 

○阿部委員長 「須藤都市整備課長」 

○須藤都市整備課長 112ページから115ページに

関わって、８款４項２目の公園管理費に関わ

る部分であります。都市公園で町で管理して

いる公園につきましては、主にシルバーさん

を主体的な部分としての業務委託ということ

で、除草管理、あるいは場合によっては消毒

もということで、その時々、シーズンによっ

て変化があるわけですけれども、消毒の部分

はどちらかといえば地域からの声などもあっ

た中で、スポット的にやるという中、農薬な

ど町のほうから材料を提供してという部分が

あります。 

   あと、さらには、どうしてもシルバーさん

では高木では対処し切れないという部分につ

いては、また専門の業者さんへご依頼、委託

などをして剪定、あるいは消毒なども含めて

ということで、場所場所もケース・バイ・ケ

ースで対応を進めております。今年度も大体

６月と９月ぐらいがその消毒する時期なのか

なということで、これまでの経験からありま

すけれども、今年度も大分ちょっとスポット

的にアメシロが公園の樹木以外にも、道路の

街路樹も含めてなんですけれどもありますの

で、効果的な薬剤を使用しながら、そういっ

た住民の声も参考にしながら、パトロールも

しつつ、しっかりと維持に努めなければなら

ないということで取り組んでいるさなかでご

ざいます。 

○阿部委員長 「９番丹野貞子委員」 

○丹野委員 ありがとうございました。 

   まず、サクランボのプレゼントなんですけ

れども、課長も大変忙しい思いをされて、議

会の声を集約されて、石巻の皆さんにサクラ

ンボを届けたということで、向こうももらっ
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たらもらったで大変なことだったかとは思い

ますが、子供さんたちが河北町のサクランボ、

日本一の生産の町のサクランボが友好都市で

よかったなときっと多くの子供さんたちが思

ってくれているだろうと私は思っていて、課

長も皆さんにも大変難儀な思いをさせたんだ

けれども、この事業は本当によかったなと、

今、決算の成果でございますので、ここでみ

んなで力を合わせて友好都市の絆を深めたな

ということでよかったなということで質疑を

させていただいています。 

   それから、２番目の最上のほとりなんです

けれども、10月には感謝祭をしたりというこ

とで地域のほうではやっているようですが、

やはりちょっと離れた地域ではそれが見えな

いといいますか、やはりその最上のほとりの

ところに行ってみたいと時々行く人も行くよ

うなんです、いるんですね。その中でそうい

う声を聞きますと私たちも悲しいというか、

同じ町内の中で最上のほとり何してんだやみ

たいなことを言われると、頑張っているんじ

ゃないのって、何か忙しいからって、そうい

うふうに決めてしているみたいよとは言うん

ですが、やはりそこら辺のところでもう少し

町民の方のそういうふうな嘆かわしい声が聞

こえないようにもうちょっと頑張っていただ

いて、皆さんに反映していただければいいな

と思いますので、ぜひ担当課としてもその指

定管理のやっている方々たちと話をして、な

るべくたくさん品物を置いていただいたり、

せっかく町民税で建てているといいますか、

補助金ではありますが税金を使って建ててい

るわけですから、空バスではないけれども、

そういうただ何もいない建物にはしていただ

きたくないなという思いで頑張っていただき

たいと思います。 

   それから、資料館なんですけれども、今、

課長からいろいろ説明があって、令和２年度

はいろいろとコロナもあったり、休館があっ

て薫蒸したりとか、べに花まつりも中止だっ

たということのこの数字だと思うんですが、

やはり入館料というものが少ない、やっぱり

入館料収入といいますか、こういうのも運営

していく上では大事だとは思うんですけれど

も、どうも入館料だけに頼らずに見てみます

と、イベントをするとたくさん人が来るとい

うことがもう分かっておりますので、ぜひそ

ういうこともしながらいろいろ考えてはいる

と思うんですが、決算のときにちょっとお聞

きしたんですが、今年は館長さんも入りまし

たし、それから学芸員の方もなって、変わろ

うとしている紅花資料館なんですけれども、

内部のほうで今後どのように変えていこうと

しているのか、そういうことが話し合われて

いるんでしたらばお話を願いたいと思います。 

   それから、都市公園ですけれども、今課長

から計画的にしているということで、６月と

９月あたりが除草、消毒なんかをしていると

いうんですが、今年は本当にアメシロですね。

今は令和２年度決算なんですけれども、やは

りその住民の声があったときに対応していた

だけないと、すごく気持ち悪いではないです

か、ぼたぼたと毛虫みたいなのが落ちてきて、

あそこを歩いていたら上からアメシロのあれ

が降ってきたんだみたいな、民家に近いとこ

ろとか、道路際のところにはそういうふうな

声が聞こえてきて、私も何度か声をお届けし

たんですけれども、すぐにはできないのは分

かりますが、やはり反応を早くしてもらうと、

住民の方も役場に寄せる信頼も深まるのでは

ないかと思って、なるべくその住民の声が聞

こえたら、何かしらの対応を早くしていただ

ければなと思っておりますが、ここら辺お願

いしたいと思います。 

○阿部委員長 「増川農林振興課長」 

○増川農林振興課長併農業委員会事務局長 農業
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体験交流施設に関わります最上のほとりのこ

とについてでありますけれども、最上のほと

りの開設、新しくサクランボの季節の始まり

のときにはその開設のお知らせなどを、町報

を使いましてお知らせをしているところであ

ります。あと、秋の感謝祭についても、町報

を使って秋の感謝祭の期日などをお知らせし

ているというようなところで、町民の方には

お知らせをしている中でありますけれども、

委員からありましたように、やっぱり補助金

を使って建てているものでありますので、広

く町民から理解していただけるような形で指

定管理者と話合いを続けながら、多くの作物

を一斉に出すというようなことで努力をお願

いしていきたいと考えてございます。 

○阿部委員長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤商工観光課長 紅花資料館の管理運営につ

いての検討というようなことでございますけ

れども、やはりイベントをすると人数が多く

来ていただけるということで、今年もべに花

まつりのときに無料開放ではございますけれ

ども、リース作りやあとはかき氷などのイベ

ントをさせていただいて、多くの方々に来て

いただいております。 

   今検討しているところでは、紅花資料館自

体を無料開放という検討もしているところで

ございますけれども、実際のところ、そうい

った博物館、資料館的なところで無料開放し

ているところはなかなかなくて、近くでは東

の杜資料館などはしておりますけれども、ど

ちらかというと紅花資料館は資料展示のほう

がメインというところもありますので、無料

開放をした場合にその資料展示をしている建

物も全て無料にするのかと、いろいろな課題

が出てきております。 

   あとは、ずっとイベントをするわけにもい

かないので、その間、間はどうするのかとか、

あとは今回好評でありましたかき氷について、

どのように今後していくのかとか、いろいろ

な課題が今ありまして、それを今観光協会と

一緒になりながら検討しているという最中で

ございます。 

○阿部委員長 「須藤都市整備課長」 

○須藤都市整備課長 消毒の件ですけれども、町

民の方から依頼があったときにも、まず現場

を見ると。そうした中で作業の見通しという

ものをしっかりと相手方に伝えて、見通しな

ども伝えると。そうしたものが私だけでなく、

課内の職場全員でそういった心構えの中で対

応できるように進めていきたいと思います。 

○阿部委員長 「９番丹野貞子委員」 

○丹野委員 まず、最後のほうのこの都市公園の

ことですけれども、その住民の声を聞いたら、

その現場を見る、これが一番本当大事だと思

うんですね。やっぱり町民の方は、言ったか

らってすぐなるとは思っていないんですけれ

ども、なるならないは別として自分の声が届

いているかということが重要で、それで現場

を見に行くとまず一安心をすると。これは大

事な策だと思うんですね。策でなくて、やる

ことだと思うんですね。そうすると、役場の

人見に来たっけとすごくそれで安心して、で

も忙しいもんねと、少しぐらい遅れてもそう

するとあまり苦情も言わなくなるということ

で、これは本当にすぐ住民の声があったら現

場を見に何のときでも行くというのは私の周

りなんかではそういうのが非常に大事だなと

思いますので、ぜひよろしくお願いをしたい

と思います。そして、対策と行くんでしょう

けれども。 

   それから、最上のほとりは、私も時々その

町報などは見ますけれども、やはり町民皆さ

んにも伝わるような今後の対策などをしてい

ただきたいと思いますし、やっぱり最上のほ

とりのゴボウはとてもおいしいので、そうい

うところで最上のほとりでしか売れないよう
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な特産的なものでやっぱりずっと継続してい

けばいいなと思っていますので、そこら辺の

ところもお願いしたいと思います。 

   それから、紅花資料館の今課長のほうから

いろいろとこういうことを考えているという

ことで教えていただいてよかったんですが、

やはり私も今年の７月にかき氷をやっている

ところに行きまして、食べたかったんですが

もう売り切れで材料がないということでして、

今見てみるとＳＮＳとかフェイスブックでか

き氷に関しての話題がありまして、やはりそ

れもすごく人気で、こういうのを売り出して

いくと、予約販売みたいなのもあるのかです

けれども、こういう本当にすばらしいでっか

くて町の果物を使った桃のときには桃、いろ

いろあって、すごくおいしそうなものが乗っ

ていて、やはり食べ物で皆さん集まるという

のはもう決まっていることなので、こういう

イベントを開いていただきたいなと思います

し、資料の展示などはやっぱり来た人たちが

言うには、紅花資料館の紅の館ですか、あそ

こはやっぱり見る価値というか、お金を出し

てもここだけでもお金を払ってもいいねとい

うくらい、やっぱり展示物は皆さん感銘を受

けて帰りますので、無料開放したらばそうい

うこともあるなと個人的ではありますが、そ

ういうこともぜひ会議の中でご提案いただい

たりして、今後の紅花資料館の収益といいま

すか、ものを考えていただけたらと思います。

終わります。 

○阿部委員長 以上で９番丹野貞子委員の質疑を

終わります。 

   次に、「８番松田收作委員」 

○松田委員 それでは、私から３点ほどお伺いし

ます。４点あったんでしたけれども、林業振

興のほうはもう10番、12番の方々十分にあれ

したので、４番は取り下げて３つをお伺いし

たいと思います。 

   第１点、ページ101、成果119の活力と魅力

ある産業林業支援事業費補助金188万円の件

ですけれども、これは４件と188万何がしと書

いてありましたけれども、４件はどういうあ

れだったのか、ちょっと説明をお願いしたい

と思います。 

   それから、２番目、104ページ、７款１項６

目紅花資料館費です。3,750万8,000円、その

中でですけれども、ベニバナの連作障害で連

作はできないということ、昨年、一昨年ぐら

いまではなっておりましたけれども、資料館

の中をよくあれしていただける方が、ある消

毒薬を使って連作も可能になったというよう

なことができました。これは日本で初めてだ

そうです。こういういい報道があるようなこ

となので、このことをどうしてこのあれに書

かれなかったのかなと。これこそ河北町を、

あるいは紅花資料館を売り出す大きな目玉に

なると思うんですけれども、その辺のことを

どうしてならなかったのかなと思ってちょっ

と不思議であります。 

   第３点、河川のことですけれども、桜づつ

みです。これ私、今から３回ほど言ったこと

あります。道の駅から道海に上る桜づつみで

すね。昨日おとといあそこを歩いてよく見ま

した。11本枯死しているんですよ、枯れ死。

あれは前から本当に何回も話になっていると

思います。ちなみに一緒にした北谷地の工業

団地の排水路ですか、あそこの周りに一緒に

植林したあれも、もうかなり周囲を測っただ

けで50センチメートルもなっていますよ。11

本も枯れ死している。ちょっとあまりにもこ

れ、手数も何にもしてないというような気が

します。中には五、六本、あとで土を盛り上

げてしたところがございますけれども、昔か

ら言いますよ、桜切る何とかって。桜の根元

に土を置いて、それですごく旺盛に植樹、強

くなるのかといったらちょっと私たちでも考
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えつかないんですけれども、あそこのことを

全然、おととしもこんな話しした覚えあるん

ですけれども、全然あれにならなかったのか

なと思って不思議に思っておりますけれども、

その辺ちょっとご説明をお願いしたいと思い

ます。 

○阿部委員長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤商工観光課長 初めに、101ページの活力と

魅力ある産業起業支援事業費補助金の内訳と

いうことでよろしいかと思いますけれども、

こちらにつきましては４件につきまして補助

金を交付しております。中身としましては、

特産物開発事業で２件、あとは店舗整備事業

で２件ということになっております。特産物

開発事業につきましては、10万円以上の事業

で経費の２分の１で、１事業につき最高額50

万円というものになっております。また、店

舗整備費につきましては100万円以上のもの

で補助率が３分の１で、こちらも１事業につ

き50万円ということで、その事業規模によっ

て補助額が違いますので、４件合計して188

万円ということになっております。 

   あと、紅花資料館の連作障害ということで

ございますけれども、確かに薬剤散布を行い

まして、連作障害が止まったというふうな話

もございますけれども、実際のところはそれ

ばかりではなくて、一つの土地につきまして

薬剤散布を行ったほかに様々な工夫を行って

おります。例えば、落花生を栽培したりとい

うふうなこともありますので、なかなか私も

直接その耕作者の方とお話をさせていただき

ましたけれども、これだから連作障害が完全

に止まったんだということが言えないという

お話でございました。 

   また、紅花資料館の指定管理の中でその委

託をしておりますので、なかなかこの成果に

関する調書のほうには出てきづらい内容にな

るのかなと考えております。 

○阿部委員長 「須藤都市整備課長」 

○須藤都市整備課長 113ページ、河川総務のほう

で業務ということで、昨年度、成果では135

ページのほうへ、今ご質問の最上川桜づつみ

の養生ということで37万4,000円で、エドヒガ

ン11本ほど実施、ちょうど昨年の手を加えた

のが３月中なんですけれども、実施しました。

業務の内容的には、剪定あるいは堆肥を周り

にあげて、あとは養生ということで若干上の

ほうに上げるというような作業をしました。 

   しかしながら、今ご指摘のように、ちょっ

と現場を見ると、少し元気がちょっとないと

いう部分と、あとは周りの除草に関しては、

それはまた業務委託でシルバーさんのほうへ

通年の中で今もうじきになると草刈りなども

始まるわけですけれども、そういった部分で

仕事を分けながら進めているところです。 

   引き続き、現場の状況、特に植栽した桜づ

つみの桜が植生がしっかりとなるようにとい

うことで、昨年の３月には造園業者さんの手

を加えてやっていただいた経過があるんです

けれども、我々が目標とするような部分とし

て今の状況がどうなのか。さらに今後取り組

まなければ、あの現場についての健康に育つ

条件を、何が不足しているのかとか、その辺

の情報を共有しながら今後の対策に当たって

いかなければいけないなと考えています。 

○阿部委員長 「８番松田收作委員」 

○松田委員 ４件で188万円、いわゆる特産のあれ

で50万円ずつ、それから店舗で３分の１とい

うような報告を聞きました。これで、ですか

ら私自身ちょっと疑問に思うのは起業支援、

もちろんコロナで大変な時期ではありました

けれども、起業支援としてはどうも町の予算

ということもあるんで大変だと思うけれども、

やっぱり本当に起業するあれだとすると、こ

の４件、殊にこのコロナの場合ですけれども、

飲食業とかそういうことではすごく害がある
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というか、落ち込んだと思うんです。そうい

うときの起業支援をやるのか、通常のずっと

営業していた、それをまずこれよりよくなる

ようにと。今、飲食業とか、観光業のバスな

んかを持っている方なんていうのは本当に辟

易して、今倒産の憂き目に遭っている方々が

幾らもおるんです。そういうところの起業支

援の在り方というのはどういうものかなと思

ってちょっと感じているところなので、その

辺も鑑みながらお話しいただきたいと思いま

す。 

   ２番目、紅花資料館のベニバナの連作障害

ですけれども、これは山形新聞に書いてあり

ましたね。日本で初めてだと。売りじゃない

ですか、日本で初めてのあれを紅花資料館、

しかもあそこでやったと。これが私は一番大

きな宣伝効果だと思うんです。そういうとき

のために少しみっちりお金なんか、予算なん

かはあると思いますよ。ですけれども、そこ

をあれして何とかやっぱりベニバナの里、河

北町、最上ベニバナの発祥の地、河北町。 

   山形の切畑とか向こうのほうでは、河北町

でやったことをまねしてやっているんですよ。

それで河北町をしのぐようなあれしています

けれども、経済効果的、そこばっかり考えて

いてはちょっと私はまだ解せないような気が

するんです。もっともっとお金なんか使うか

もしれませんけれども、日本一、日本で初め

ての紅花資料館だと、その売り、そこを言っ

たら、本当に河北町の高揚のためにいいんで

はないかと思うんですけれども、その辺の考

えをもう一度お聞かせいただきたいと思いま

す。 

   桜づつみですね。これ私、あそこのことで

３回目です。もう少し、殊に今道の駅でいろ

いろなことが言われていますけれども、あそ

こからちょうど見えるところであの状態では

ちょっと私は不足、私みたいな見立てだと不

足なんです。11本枯れていましたよ。あの状

況でいいか悪いか、これは絶対いいなんて言

う人はいないと思いますけれども、もう少し

てこ入れできないものか、ちょっとお考えい

ただきたいと思います。 

○阿部委員長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤商工観光課長 コロナに対する商工業者へ

の町の支援という意味では、活力と魅力ある

産業起業支援事業費補助金とは別に、成果に

関する調書ですと120ページの５番としまし

て掲載させてもらっております。こちらには

商店街、あとは町の商工業者に対する支援と

いうことで別項目で掲載させていただいてお

りますので、そちらはよろしくお願いいたし

ます。 

   あと、その紅花資料館の連作障害でござい

ますけれども、なかなか同じような殺菌作業

というんですかね、連作障害のための殺菌作

業をその土地にするのを毎年やるとなると、

やはり労力的にも大変だというお話は聞いて

おります。確かに効果がありますけれども、

また違うやり方も今探っている状況でござい

まして、委員おっしゃるとおり、新聞にも載

りましたので大変名誉なことかと思いますの

で、そういったこともＰＲしながら、今後ベ

ニバナ栽培に励んでいきたいと思います。 

○阿部委員長 「須藤都市整備課長」 

○須藤都市整備課長 谷地橋の下流にあります左

岸の桜づつみについては、手を施してもなか

なかうまく思うとおりいかないという部分で、

我々もちょっと厳しい状況にはあるんですけ

れども、しっかりとやっぱり専門業者のご意

見をいただいて、どういった対策が必要かと

いう部分、引き続き現場を確認しながら対応

に当たっていきたいと思います。 

○阿部委員長 「８番松田收作委員」 

○松田委員 確かに造園業者、そういう方とも話

ししたんでしたけれども、その方から私はっ
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きり聞いた。あの場所は残土で造った道路の

幅なんだと。だから、あそこは残土をきちっ

と取って排水が取れるようにして、それでい

い土を入れればすごくいいあれになるんだよ

という。やっぱりあそこを造った業者も私知

っていますので、よく聞いてみたら、やっぱ

り残土で造ったんだと言っていましたよ。そ

ういう抜本的なあれをね、何とか解決法を考

えていただきたいと思います。 

   それから、紅花資料館ですね。やっぱり若

干少々お金はかかると思いますよ。でも、そ

ういう本当に紅花資料館の紅花資料館たるゆ

えんの例になる日本一だ、初めてだと。その

売りは最上ベニバナ発祥の地、そして日本で

初めての紅花資料館、そういうあれであった

ら、これは河北町の町勢の高揚にもなるし、

本当にこういうことを生かさない手はないな

とちょっと考えるわけです。これからは、今

いろいろお話になりましたけれども、そうい

うことを鑑みまして、今後の紅花資料館並び

に最上桜づつみ、そういうことをあれしなが

らよろしくお願いしたいと思います。終わり

ます。 

○阿部委員長 以上で８番松田收作委員の質疑を

終わります。 

   ここで委員長から申し上げます。お諮りし

ます。本日はこれをもって延会としたいと思

います。これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本日はこれにて延会いたします。 

   明日、９月14日は午前９時までご参集願い

ます。 

   お疲れさまでした。 

         午後３時４５分  延 会 

 


